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平成１７年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　第１日（平成１７年１２月７日　水曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○　諸般の報告 

　　　第３　平成１６年度宿毛市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

　　　　　　て 

　　　第４　議案第１号から議案第２４号まで 

　　　　　　議案第　１号　平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第　２号　平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　３号　平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　４号　平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第　５号　平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　６号　平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　７号　平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　８号　平成１７年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

　　　　　　議案第　９号　宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１０号　幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

　　　　　　　　　　　　　び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第１１号　幡多広域市町村圏事務組合から大方町及び佐賀町が脱退すること

　　　　　　　　　　　　　に伴う財産処分について 

　　　　　　議案第１２号　高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

　　　　　　　　　　　　　知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第１３号　高知西部環境施設組合から大方町及び佐賀町が脱退することに伴

　　　　　　　　　　　　　う財産処分について 

　　　　　　議案第１４号　高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第１５号　指定管理者の指定について 

　　　　　　議案第１６号　指定管理者の指定について 

　　　　　　議案第１７号　指定管理者の指定について 

　　　　　　議案第１８号　指定管理者の指定について 

　　　　　　議案第１９号　あらたに生じた土地の確認について 

　　　　　　議案第２０号　あらたに生じた土地の字の区域の画定について 
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　　　　　　議案第２１号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第２２号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第２３号　市道路線の変更について 

　　　　　　議案第２４号　市道路線の変更について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　平成１６年度宿毛市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計決算認定に

　　　　　　　　ついて 

　　　日程第４　議案第１号から議案第２４号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君



－ 3 －
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時３４分　開会 

○議長（岡村佳忠君）　これより平成１７年第

４回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において山本幸雄君及び中川　貢

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西村六男君）　おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

１２月５日、議会運営委員会を開きまして、今

期定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎

重に審査いたしました結果、本日から１２月１

９日までの１３日間とすることに、全会一致を

もって決定いたしました。 

　以上、報告いたします。 

○議長（岡村佳忠君）　おはかりいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から１２月１９日までの１３日間といたし

たいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から１２

月１９日までの１３日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　閉会中の議員派遣について、報告いたします。 

　去る１１月１日、高知県戦没者追悼式が高知

市で、１１月５日愛媛県八幡浜市合併記念式典

が八幡浜市で、１１月１５日、愛媛県大洲市合

併記念式典が大洲市で、それぞれ開催され、副

議長が出席のため派遣されました。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を１２月８日正午と定めます

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

してください。 

　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

　以上で、「諸般の報告」を終わります。 

　日程第３「平成１６年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

て」を議題といたします。 

　本決算は、平成１７年第３回定例会において、

決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査と

なっておりますので、この際、委員長の報告を

求めます。 

　決算特別委員長。 

○決算特別委員長（田中徳武君）　決算特別委

員会委員長。 

　平成１７年第３回宿毛市議会定例会において、

決算特別委員会が設置され、閉会中の継続審査

として本委員会に付託されました平成１６年度

宿毛市一般会計及び各特別会計、並びに水道事

業会計の審査が終了しましたので、審査の経過

概要並びに結果について報告を行います。 

　まず、審査方針といたしまして、平成１６年

度各会計の決算審査につきましては、監査委員

から提出されました各会計決算及び基金運用状

況審査意見書を参考にしながら、予算が議会議

決に従って適法かつ合理的、効果的に執行され

ているか。財政の健全化及び財産の適正管理に

十分留意されているか。しかも、期待された行

政効果を上げ、いかに市民福祉に寄与したかと

いう観点から審査をし、それらが今後の予算編

成に活用されんためのものとして臨みました。 

　委員８名の構成をもって、平成１６年度宿毛
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市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計

を審査いたしました。 

　審査日程といたしましては、本年１０月４日

の第１回より１１月２８日の第９回までにわた

り、日程や審査方針の決定から、審査あるいは

補足審査、意見調整、表決を行ってまいりまし

た。 

　審査結果につきましては、各会計における予

算は適法かつ合理的、効果的に執行されており、

平成１６年度宿毛市一般会計及び各特別会計並

びに水道事業会計につきましては、全会一致で

認定すべきものと決しました。 

　委員会審査の中で指摘され、今後の財政運営

上、改善または検討を要するものにつきまして

は、決算審査報告書において記載しております

けども、その金額、数値をもって意見を付して

おりますが、計数につきましては、省かせてい

ただき、主なものについて報告申し上げたいと

存じます。 

　財政の概要につきましてですが、歳入総額に、

金額的には前年度と余り変化はないんですけど

も、自主財源比率が２９．３５パーセントと、

昨年度より１．３４ポイントアップしておりま

す。非常に財政が、自主財源がふえたような状

態を呈しておりますけれども、これは４．１億

円の財調からの繰り入れを含むものであり、決

して楽観ができるものではございません。 

　実質収支としては、４，５００万余りの黒字

ということでございますけれども、単年度では

どうなのかと見ますと、３億７，０００万の赤

字でございます。公債比率、起債制限比率等が

若干低下しているのは、将来の財政の厳しさを

踏まえて、借入を抑制した結果のよい方向であ

りますが、経常収支比率につきまして、地方交

付税の減少等により、昨年度の９２．１パーセ

ントから９５．０パーセントへと悪化をたどっ

ております。このままでは、行政として新たな

取り組みができない状況になりつつあります。 

　三位一体改革が進行する中、地方行政はます

ます厳しさを増してくると思われますので、歳

入の確保は言うに及ばず、さらなる経費の削減

を進める中で、計画的でメリハリのある行財政

運営に努められたいと存じます。 

　収入未済の状況につきまして、平成１６年度

の未収金は、過年度を含め、一般会計、特別会

計、水道事業会計で７億３，０００万近いもの

となっております。市税、国保税や住宅新築資

金等貸付金、商工使用料、市営住宅などが要因

でありますが、臨戸訪問の強化等により、収納

率の向上に努めるとともに、未収金の早期解消

に向けて、厳正な対応を求める次第でございま

す。 

　特に、住宅新築資金等貸付金については、他

の未収金と比較して、償還率が著しく低下して

いるのが実情であります。さらなる徴収対策を

求めるものであります。 

　一般会計の中で、２点ぐらいにおいて触れさ

せていただいております。 

　まず、大型共同作業所につきましては、本年

１月には、本市に３カ所ある大型共同作業所の

うち、ただ１つ稼動しておりましたオダウイン

グが倒産し、本市の市内の共同作業所は、すべ

て閉鎖状態になりました。今後は、地域の雇用

を確保するため、アパレル産業に限定すること

なく、関係機関と連携を深める中で、早急に企

業誘致を含めた施設の利活用に取り組まれたい。

また、過年度分を含めた使用料については、引

き続き徴収に努力されることを望む次第でござ

います。 

　補助金負担金、あるいは預託金、出資金等に

つきまして、この取り扱いにつきましては、直

接、市内の行政から離れておる関係もあります

けれども、公益性と支出目的が生かされるよう、

各団体の活動状況等を的確に把握する中で、適
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正かつ有効な予算執行に努められたいと存じま

す。 

　特別会計につきましては、１０個の特別会計

について触れさせていただいておりますけれど

も、まず第一に、簡易水道事業特別会計、水道

使用料収入は、６，６００万円余りで、前年度

より３００万円増加し、収納率も９５．５５％

と、昨年度と比較して若干改善が見られます。

今後、さらに収納率向上に努めるとともに、漏

水対策や水質保全についても、万全を期された

いと存じます。 

　国民健康保険事業特別会計でございます。老

人保健拠出金は、制度改正に伴う対象年齢の見

直しにより、前年度に比して著しく減少してお

りますけれども、平成１２年度に始まった介護

保険については、介護の増大により、納付金が

年々増加しております。今後も高齢化の進展に

よる歳出の増加は避けられない中、一層の財源

確保と健康維持策の推進に努められたいと存じ

ます。 

　へき地診療事業特別会計。沖の島地区では、

離島という土地柄のため、高齢化率が４８．７

４パーセントと高くなっております。過疎化が

進む中で、日常生活での健康面が心配されます。

高度画像転送装置の有効活用や各種検診等に最

善の努力をし、地区の住民が安心して生活でき

るよう努められたいと存じます。 

　定期船事業特別会計。収支ともに減少する中、

国、県補助金の活用等により、昨年度に引き続

いて黒字決算となっております。今後におきま

しても、事業収入の伸びは厳しい状況でありま

すが、財源確保と経費節減に努め、離島住民の

唯一の生活航路である定期船の運航について、

なお一層の安全の確保と利用客へのサービス向

上を図られたい。 

　また、定期船の観光面での利活用により、利

用客の増加に努められたい。 

　特別養護老人ホーム。本年２月１日より、新

施設での運営が始まったが、改築費やユニット

ケア方式の採用による諸経費の増加等により、

平成１２年度以降、継続してきた黒字決算を果

たすことはできなかった。今後も、介護保険制

度の改正による収入減のほか、起債の元利償還

を間近に控えて、大変厳しい運営が予想されま

す。さらなる経費の削減を図るとともに、利用

客が安全で快適な日常生活を送ることができる

よう、一層の努力を期待したい次第でございま

す。 

　老人保健特別会計。介護保険の普及と法改正

による対象年齢の見直しに伴い、国保会計の拠

出金や、一般会計からの繰出金は年々減少して

おります。今後も、制度改正等、医療を取り巻

く環境の変化も考慮に入れながら、老人の健康

保持と福祉の向上のために、さらなる努力をさ

れたい。 

　学校給食事業特別会計。学校給食における地

元食材の購入割合は、平成１５年度の３８パー

セントから４１パーセントへと上昇しており、

地産地消の推進に一定の成果が見られます。今

後も、安心安全な給食の提供に、積極的に努め

ていただきたいと存じます。 

　下水道事業特別会計でございますが、本市の

重要プロジェクトである公共下水道は、平成１

４年３月３１日に部分供用を開始され、１６年

度末の加入率は４０．７２パーセントと、他市

の開業３年目の数値と比較して、決して低いわ

けではございませんが、平成２１年度までの目

標値である７０パーセントには、今のところ大

きな開きがあります。今後とも、加入促進に向

け、さらなる努力を期待したい次第でございま

す。 

　また、農業集落排水事業、漁業集落排水事業

ともに加入率が伸び悩んでおり、同じく加入促

進に積極的に努力するよう、強く要望する次第
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でございます。 

　国民宿舎運営事業特別会計。依然として施設

利用者の減少や、事業収入の落ち込みが続いて

いますが、平成１８年度からの指定管理者制度

導入を目前に控え、円滑に事業の引き継ぎがで

きるよう、職員一同、緊張感を切らすことなく、

さらなるサービスの向上に努められたい。 

　介護保険事業特別会計。保険給付費は、前年

度比８．６１パーセントの伸びを示しており、

老齢化の進行により、今後も増加が見込まれま

す。今後は、介護予防、在宅介護の充実に向け

た取り組みを進める中で、保険給付費の抑制を

図るとともに、個々のニーズに対応した、きめ

細かい介護サービスの充実に努められたいと存

じます。 

　水道事業会計につきまして、収納率が前年度

比０．１パーセント、有収水量が前年度比０．

５パーセントの改善を示し、水道事業収入の増

加が見られるものの、主財源である水道料金の

収入未済額が前年度と比較して１３．１７パー

セントの増加を示しております。 

　今後は、受益者負担の公平性を損なうことの

ないよう、未収金の解消に向けて、さらなる努

力を求めたいと存じます。 

　以上で、決算委員会の報告といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、平成１６年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

て、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、平成１６年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

てを採決いたします。 

　本決算に対する委員長の報告は認定すべきで

あるとするものであります。 

　本決算は、委員長報告のとおり認定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって、平成１６年度宿毛市一般会計及び各

特別会計並びに水道事業会計決算は、委員長の

報告のとおり認定することに決しました。 

　日程第４「議案第１号から議案第２４号ま

で」の２４議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。

市長、提案理由の説明に移らさせていただきま

す。 

　本日は、平成１７年第４回宿毛市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様方にお

かれましては、年末を控え、何かとお忙しい中、

ご参集いただきまして本当にありがとうござい

ます。 

　また、ただいまは、平成１６年度一般会計及

び特別会計並びに水道事業会計の決算を認定い

ただきましてありがとうございます。審査報告

書のご指摘はもとよりでございますが、審査の

過程でご指導、ご指摘をいただきました点につ

きましては、今後、さらに検討をしながら、こ

れからの行政執行に反映させてまいります。 

　議員の皆様方におかれましては、より一層の

ご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上

げます。 
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　それでは、ご提案申し上げました議案につき

まして、説明を申し上げます。 

　議案第１号は、平成１７年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

　総額で１億３，９９８万２，０００円を増額

しようとするものでございます。歳出で増額す

る主なものでございますが、民生費の重度心身

障害児・者医療費扶助１，２００万円、私立保

育所入所児童運営委託料６９５万３，０００円、

衛生費の老人保健特別会計繰出金５８５万８，

０００円、災害復旧費の現年度土木施設災害復

旧費１億４，４５５万８，０００円。 

　減額をするものといたしましては、総務費の

宿毛市農業委員会選挙費７９１万９，０００円、

衛生費の塵芥処理費６６２万６，０００円など

でございます。 

　一方、歳入で増額する主なものといたしまし

ては、分担金及び負担金１，９４５万１，００

０円、国庫支出金１億８５７万１，０００円、

県支出金９３６万７，０００円、市債３，７２

０万円。 

　減額するものといたしましては、繰入金３，

６６１万３、０００円などを計上しております。 

　第２表繰越明許費につきましては、街路片島

線整備事業が用地交渉に日数を要したため、年

度内に工事が完了できないこととなりましたの

で、繰越を行うものでございます。 

　第３表債務負担行為補正につきましては、本

年９月６日に襲来した台風１４号による漁業災

害対策資金として、漁業者が受ける融資金の利

子の一部を補助するため、新たに債務負担を行

うものでございます。 

　第４表地方債補正につきましては、災害復旧

事業のうち、現年度災害分の額が確定いたしま

したので、借入限度額を変更するものでござい

ます。 

　議案第２号から議案第８号までの７議案は、

平成１７年度の各特別会計及び水道事業会計補

正予算でございます。 

　議案第５号及び議案第７号を除き、いずれも

必要最小限の経費を補正いたしております。 

　議案第５号は、平成１７年度宿毛市老人保健

特別会計補正予算でございます。 

総額で７，４１０万８，０００円を増額しよう

とするものでございます。 

　内容につきましては、老人医療費の増加に伴

う医療給付費等の補正でございます。 

　議案第７号は、平成１７年度宿毛市介護保険

事業特別会計補正予算でございます。 

　総額で４１６万８，０００円を増額しようと

するものでございます。 

　高額介護サービス等費及び居宅支援サービス

給付費等の増額に伴う補正でございます。 

　議案第９号は、宿毛市下水道条例の一部を改

正する条例でございます。 

　下水道法の一部を改正する法律が、平成１７

年１１月１日に施行されたことに伴い、条例の

一部を改正しようとするものでございます。 

　議案第１０号から議案第１３号までの４議案

は、幡多広域市町村圏事務組合及び高知西部環

境施設組合の構成団体であります大方町及び佐

賀町が、平成１８年３月２０日に合併すること

に伴い、それぞれの組合規約の変更及び財産処

分について、地方自治法第２９０条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

　議案第１４号は、高知西部環境施設組合規約

の一部を改正する規約でございます。 

　平成１８年度に、高知西部環境施設組合を幡

多広域市町村圏事務組合に統合し、高知西部環

境施設組合が共同処理している事務を幡多広域

市町村圏事務組合で行うにあたり、規約の一部

を改正する必要が生じましたので、地方自治法

第２９０条の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 
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　議案第１５号から議案第１８号までの４議案

は、指定管理者の指定について議会の議決を求

めるものでございます。 

　本市の公の施設のうち、宿毛市中央デイケア

センター、蛍湖ゴルフパーク、宿毛市国民宿舎

「椰子」及びすくもサニーサイドパークの４施

設の管理運営を、議案内容のとおり指定管理者

に行わせる事について、議会の議決を求めるも

のでございます。 

　議案第１９号及び議案第２０号は、新たに生

じた土地の確認及び新たに生じた土地の字の区

域の画定についてでございます。 

　公有水面埋立てにより、本市の区域内に新た

な土地が生じましたので、その土地の確認及び

字の区域の画定について、地方自治法第９条の

５第１項及び同法第２６０条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

　議案第２１号及び議案第２２号は、市道路線

の認定についてでございます。 

　宿毛駅東地区土地区画整理事業区域内の道路

の一部を市道に認定するため、議会の議決を求

めるものでございます。 

　議案第２３号及び議案第２４号は、市道路線

の変更でございます。 

　市道駅東１号線の終点の延長及び市道正和二

ノ宮線の橋の架けかえ工事の完成に伴うルート

の変更を行うことについて、議会の議決を求め

るものでございます。 

　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　おはかりいたします。 

　議事の都合により、１２月８日及び９日は休

会といたしたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、１２月８日及び９日は休会すること

に決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　１２月８日から１２月１１日までの４日間休

会し、１２月１２日午前１０時より再開いたし

ます。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時０３分　散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、一般質問をいた

します。おはようございます。 

　まず、初めに宿毛湾港を利用した振興策につ

いてお聞きいたします。 

　平成１６年第２回定例会において、消滅区域

をふやすような事業をするのではなく、防波堤

をつくることにより、生態系が豊かになるよう

な取り組みをすべきであり、藻場を造成すべき

ではないかと質問をいたしました。 

　先月の９月議会で、前向きに進んでいるとの

答弁はいただいておりましたが、現在、宿毛湾

港にいくと、実際に巨大なケーソンの壁一面に

藻を植えつけるプレートが設置されているのを

見ることができます。 

　同じく、９月に一般質問した地球深部探査船

「ちきゅう」も、今月２１日に宿毛湾に入港し、

その後８年間は宿毛湾をベースに活動すること

が決まりました。 

　２件ともに、新聞報道をされております。こ

れは、評価されるべき執行部の成果だと思いま

す。 

　私は、これを利用した振興策を直ちに策定し、

市外、県外にアピールしていくべきだと考えま

す。 

　藻場については、その取り組みを紹介し、自

然に優しく、自然豊かな宿毛市をアピールする

とともに、漁協とタイアップして、防波堤周辺

に観光客向けのつりいかだを設置してはどうで

しょうか。 

　昨今のアオリイカブームに乗って、たくさん

の人々か宿毛市を訪れるに違いありません。同

時に、漁業従事者の仕事もできます。 

　これからのケーソンの据えつけ予定とあわせ

て、市長のお考えをお聞きいたします。 

　また、「ちきゅう」はその存在感だけで強烈

なものがあります。１月には、宿毛で一般公開

の予定があると聞いておりますが、見に来た人

へのおみやげ物として、例えば「ちきゅう」の

キーホルダーや携帯ストラップ、ちきゅうせん

べいなど、認可申請を含めて、早く対応してお

くべきではないかと考えます。 

　多くの情報を市民に発信し、自発的に何かで

きる、利益が生まれる、そんな環境を与えるべ

きだと考えています。 

　先日、カシオワールドオープンに出場したプ

ロゴルファー、ミッシェル・ウィー選手の経済

効果は２０億円以上と報道されていました。宿

毛市も最大の経済効果が生まれるよう、努力す

べきと考えますが、市長のお考えをお聞きいた

します。 

　続いて、防災についてお聞きいたします。 

　先日、文教センターにて、高知大学理学部教

授、岡村　眞教授による防災講演会が行われま

した。その中で、岡村先生は、南海地震は立っ

ていられないほどの強い揺れが１００秒間続く。

タンスや食器棚、テレビなど、あらゆるものが

倒れ、ガラスが割れ、家の中は障害物だらけに

なる。家の中にいるときに地震が発生をし、け

がをしたら、自力で津波から逃げることはでき

ません。助ける時間もありませんと話しておら

れました。 

　宿毛市にある１７の小中学校の中で、津波の

浸水が予想される学校が小学校５校、中学校３

校の８校あります。これは、宿毛、咸陽、大島、

小筑紫、栄喜の小学校と、片島、小筑紫、宿毛

の中学校であります。 

　現在の避難訓練は、指定された避難場所まで
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徒歩で移動しています。保育園の避難訓練で小

さな幼児をリヤカーで運んでいるのを見たこと

がありますが、実際に地震が起きれば、訓練で

は歩いて避難できていた子どもたちや、誘導し

ていた先生の多くはけがをし、その子どもたち

や先生までをもリヤカーやネコ車で運ばなけれ

ばならない状況になっていると考えます。 

　現在の避難場所まで、咸陽小学校と大島小学

校はともに１０分から１５分かかります。この

学校の子どもがけがをしたなら、自力で逃げる

時間はありません。その多くの子どもたちは、

二十数分後に来る津波の犠牲になると思われま

す。 

　今、耐震強度偽造問題が世間を騒がせており

ます。これは、皆さんもテレビの報道でご存じ

のとおり、構造計算書の偽造による著しく耐震

強度の低い建築物ができた問題であります。 

　この中で、耐震値０．２８とか、耐震値０．

５６という言葉が出ます。この耐震値とは、建

物の耐震性能の値、すなわち建物の強さであり、

この数値が耐震安全性を判定する値以上あれば、

安全ということになります。 

　耐震安全性を判定する値は、ほとんどの場合

１なので、耐震値が１以上あれば安全というこ

とになります。 

　宿毛市が平成１５年から行っている学校施設

耐震診断の結果示された数値も、第一次診断と

いうことで、大まかな結果ではありますが、こ

れと同じものです。 

　マスコミを通じて、倒壊危険マンション１３

棟として騒がれている建物の耐震値は、０．１

５から０．５６です。本などで調べてみると、

０．６を満たすことが最低基準であり、０．５

を下回ると、震度５程度で倒壊の恐れがあるた

め、耐震改修を行政的に指導するとあります。 

　咸陽小学校は、１階が０．１２だと聞きまし

たが、現在、想定されている南海地震が授業中

に来れば、２７３名の生徒とともに校舎は崩壊

するでしょう。全体が崩壊しなくても、一部で

も崩壊すれば、子どもたちがけがをします。そ

して、二十数分後には津波が来ます。その子ど

もたちを助けることも、避難場所まで連れて行

くこともできないままに、すべてが津波にのま

れることでしょう。 

　子どもたちの命を守るには、何よりも崩壊し

ない施設が必要であると考えますが、市内の小

中学校の耐震診断の結果と、耐震改修へ向けて

の予定、または構想を教育長にお聞きいたしま

す。 

　また、講演会の中で、地震発生は船の上にい

ても、岩にぶつかったような衝撃があり、気が

つきます。そのときは、海上で８時間待ってく

ださい。岸には帰らないでくださいと教えてい

ただきました。 

　海で働く、または遊ぶ人たちに、地震発生時

の行動についての周知の徹底を図るべきだと考

えます。 

　漁協と連携して、海上での地震発生時行動マ

ニュアルを策定し、講習や広報をすべきと考え

ますが、市長のお考えをお聞きいたします。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、おはようござい

ます。中平富宏議員の質問にお答えさせていた

だきます。 

　まず、最初に湾港を利用した振興策というこ

とでございます。おっしゃる形、非常にごもっ

ともなことでございます。 

　まず、１つにケーソンと申しますか、防波堤

を利用した藻場造成ということでございますが、

ただいまケーソンの据えつけが、今週中に始ま

るというふうに、土木の方から聞いております。 

　これは、既に中平議員ご指摘のように、ケー

ソン、今、陸上でつくっておりますが、そこに
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藻の、藻場の基礎となるプレート打ちつけが終

わっております。その関係で、この藻場の基礎

を打ちつけたケーソンを、これから沈めるとい

う据えつけにかかるということでございまして、

昨日、見た方はおられると思いますが、大型３，

７００トン吊りの起重機船が宿毛湾港に接岸さ

れております。 

　この起重機船を使いましてケーソンを吊り上

げて、そしてケーソンの据えつけ場所に据えて

いく。この１２函を据えつけることによりまし

て、１５０メートルの防波堤の形があらわれて

くるということになります。 

　作業工程は、恐らく今、土木事務所からいた

だいておる資料によりますと、後でまた議員の

皆様方には配付をさせていただきますが、１５

日からケーソンを据えつけ作業に入ると。今、

これからは恐らく３日間ほど準備行為に入ると

いうことでございます。その準備行為が終わり

ました段階で、ケーソンの据えつけを、これは、

聞いておりますのは１日に１函ずつ据えていく

ということで、１２函ございますので、１２日

間かかるということです。 

　ただ、海の状態がございますので、これがそ

の日程どおり、毎日毎日１函ずつ据えていくと

いうことになるかどうかにつきましては、天候

の次第ということがございますので、このご了

解は願いたいと思います。 

　後でお話します「ちきゅう」の入港も、２１

日に控えております。こういった大型の船舶が

入ってくるということが、同時に行われますの

で、港の中が錯綜しないような形で、港の整理

をしていかなきゃいけないということで、計画

的に進めていただいているところでございます。 

　中平議員ご指摘の藻場づくりにつきましては、

こういった形で、ケーソンが据えつけられます

と、このプレートが海中に沈みます。約、これ

が水面下１メートルから３メートルぐらいなと

ころに沈められる予定ということを聞いており

ます。 

　その上で、恐らく２月か３月ぐらいに、この

海中作業で、陸上で藻を栽培して、種をそこに

植えつける。種といいますか、ほとんど苗とい

うような状況のものを、水中で植えつけるとい

うことになりまして、ただ、この水中で植えつ

けた苗が、苗のまんまで魚に食べられるとか、

ウニに食べられるとかいうふうなことがござい

ますので、これの保存につきましては、既に高

知大学の方でも、大海漁港と内外ノ浦漁港で実

験をしております。そのような実験の結果を受

けまして、網をかぶせるとか、いろんな手立て

をしていかなきゃいけないというふうなことも

聞いております。 

　そういったことで、この藻場造成を港湾工事、

この防波堤の港湾工事でございますが、これの

補助対象にしていただいたということで、国土

交通省の方が英断を下していただきました。 

　恐らく、これが補助工事に、防波堤の補助工

事に該当したというのは、全国でここが初めて

じゃないかというふうに聞いております。 

　中平議員から、今、防波堤周辺に観光客向け

のつりいかだを設置してはどうかと。これは非

常に魚が豊富な宿毛湾でございますので、非常

によい提案だというふうには思っておりますが、

ただ、防波堤周辺の海域が、恐らく内港側は泊

地になっておりまして、ここにつりいかだとか

いう形での専用物件を置くということは、港の

利用上、ちょっとできません。 

　したがって、もしやるとすれば、港外側、防

波堤の外側になるんじゃないかなと。外側も、

水域の占用の許可というものが必要になってき

ますが、こういった形での港の使用について、

邪魔にならないような形であれば、つりいかだ

の設置ということもできるんではないかと。 

　これは、港湾管理者たる高知県の方に申請を
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しまして、宿毛市の漁業の振興策の一つとして、

ぜひお願いしたいと。漁業の方々がされるとい

うことでありましたら、我々、行政としても、

こういったことに協力をしていかなきゃいけな

いのかというふうに思っております。 

　次に、「ちきゅう」の関連グッズを市内の業

者さんがおみやげとか、そういうものにならな

いかというふうな話でございます。 

　これは、実は、この「ちきゅう」を所有して

おります独立行政法人海洋研究開発機構、こう

いったところがその権利を持っているかと思い

ますが、彼らも、私、この間見ましたが、こう

いった「ちきゅう」のバッチをつくっておりま

して、各方面にピーアールとして配っておるよ

うでございます。 

　海洋開発研究機構とお話をした中で、いろい

ろな取り組みをしていかなきゃいけないと思い

ますので、民間の方々で、そういった希望があ

る方、その前に中平議員のおっしゃるのは、恐

らく、まず「ちきゅう」が来るよということを

たくさんの人に知らしめて、その上でこういっ

た形のものをされる方について、独立法人の海

洋開発研究機構、こういったところとお話をし

ろというふうなご指摘だろうというふうに思い

ます。 

　いずれにしましても、「ちきゅう」という、

日本では初めてのこんな船が、宿毛湾港に入港

してくるわけでございます。これはやはり、人

を集めると言ったらおかしいんですが、ちょっ

とこの辺を観光面に生かしていくということは

非常に大切なことだというふうに思っています

し、私自身も、この「ちきゅう」を誘致した関

係は、皆さんが恐らく「ちきゅう」を宿毛まで

見に来てくれるんじゃないかというふうなこと。 

　そしてまた、この波及効果は、初めての船で

ございます。非常に最新鋭でございますから、

世界中からの学者さん、そしてまた日本で海洋

科学を勉強されている学生さん、そういった

方々が見学に来る、そして船に乗る、そして船

の中で、いろいろな学術研究、そして会議をす

るというふうなことも聞いております。 

　そしてまた、この海洋研究開発機構が、市内

の小中学生、そして高校生にも「ちきゅう」の

ことをよく知っていただきたいというふうなこ

とも申されておりまして、皆さんがこういうこ

とに対して、関心を持ってくれるんではないか

ということで、これからも我々としましては、

この近辺、宿毛市ばっかりでなくて、伊予の方

も含めまして、この「ちきゅう」が宿毛湾港に

これだけいますよということを、またピーアー

ルもしていきたい、このように考えております。 

　もう１つ、私の方から、南海地震についてで

ございます。 

　先ほど、南海地震の関係で周知、海で働く人、

遊ぶ人たちに、地震発生時の行動について周知

の徹底を図るべきというふうなご質問がござい

ました。海上での地震発生とか、行動マニュア

ルを策定したらどうかということでございます。 

　これは、私もその場におりまして、岡村先生

の講義を聞かせていただきました。 

　今回の防災講演会は、南海地震による被害を

防ぐためには、１人でも多くの方に、南海地震

に対する正しい知識を持っていただくというこ

とが重要であるということから、実施したもの

でございます。 

　まず、津波の前に地震があるんだというふう

な話を、非常に強くされておりました。中平議

員おっしゃるように、津波が先ではなくて、地

震によって家が倒壊したら、そこから逃れられ

ないんじゃないか。そして、それは津波の被害

に遭うということになるということですから、

まず、地震に対する対策というもの、認識とい

うものを、かっちり皆さんがしとかなきゃいけ

ないというふうなことを、岡村先生も申されて
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おりました。私自身も、そのとおりでございま

すというふうに感じる次第でございます。 

　やはり、これは漁協の皆様方と、海に働く人

たちの関係におきましては、漁協の取り組みに

対しまして、ぜひ、こういった形の認識を持つ

研修会をしていただきたい。そして、それにつ

いて、行政も一緒になってやっていきたいとい

うふうに思ってます。そういうことが大切なこ

とでございます。 

　今までの議会でも、防災関係につきましては、

自主防災組織の確立ということでもやっており

ます。こういった形での中で、いろんな講演会、

そしてマニュアルの作成であるとか、そういう

ものをやっぱりやっていくべきかなというふう

に思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、おはようご

ざいます。 

　２番、中平議員のご質問にお答えをいたしま

す。 

　まず、学校施設の第一次耐震診断結果につい

てでございますけれども、昭和５６年５月３１

日以前に建築をされました一定規模の学校施設

に対する第一次耐震診断に対しまして、県費補

助金制度が、平成１５年度から１７年度まで、

３年間の期限つきでありましたので、宿毛市と

いたしましても、３カ年計画で小学校７校、中

学校４校の計１１校の校舎につきまして、耐震

診断を行いました。 

　診断の結果としましては、一部の校舎部分を

除き、耐震、安全性に疑問ありとの診断結果で

あり、今後は、より詳細な第二次耐震診断もし

くは第三次耐震診断を実施することをお勧めし

ますとの報告が出されております。 

　ご存じのように、学校施設は、児童生徒の学

習の場と同時に、災害時における地区住民が避

難することができる施設であるべきだと認識を

しております。今後は、耐震診断結果を踏まえ

て、第二次耐震診断の実施並びに改修工事の計

画書作成について、検討をしてまいりたいと、

このように考えております。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　まず、振興策についてですが、市長みずから、

いろいろな案があるようですので、市民と一緒

になって頑張っていただきたいと思います。 

　防災についてですが、海上での地震発生時の

行動マニュアル、それからそういった研修等、

やっていきたいということですので、市長の示

された方向で、ぜひお願いいたします。 

　再質問は、小中学校の防災についてのみ、行

いたいと思います。 

　まず、１点、先ほど、教育長の答弁の中にも

ありましたが、昭和５６年以前施行の小中学校

耐震診断は、この耐震診断は１７年までにしな

さいということが、県からの指導のはずです。 

　先ほど、１１校ということで、しなかった学

校があるわけですが、このしなかった学校はな

ぜしなかったのか。それから、かなり柔らかい

言葉といいますか、どういうんですか、耐震診

断の結果が、まだこれから調べていく必要があ

るよというふうな言葉だったわけですが、耐震

値というものが出ているはずですが、その点に

ついて、再度お聞きいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、再質問でご

ざいますけれども、数的なことはちょっと、次

長の方でお答えをさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教
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育次長兼学校教育課長。 

　２番、中平議員の再質問にお答えをいたしま

す。 

　まず、第一次診断実施をしていない学校でご

ざいますが、一定、県の方の指導としまして、

今後、学校統合が予想される学校については、

今回、除いていいということでありますので、

そういう形の中で実施していない小筑紫地域の

小学校は、現在、実施をしていないという状況

であります。 

　それから、数値のお話がございましたが、確

かに、実施しました。その結果でございますが、

基準０．８以内の数値が出ております。ただ、

これは、縦方向と横方向の基準がありまして、

縦方向については数値が低いけれども、横方向

については、８以上の数値が出ておると、こう

いうことでございますので、よろしくお願いし

ます。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再度、質問をい

たします。 

　ただいま、次長の方から、答弁の中に、縦方

向と横方向という言葉が出てきましたが、今、

騒がれているマンションなんかも一緒なんです

が、行政が検査をして、一部０．１５という場

所があるとか、そういうことで騒がれているん

ですよね、全体の話じゃなくて。 

　何でかというと、一部、極端に耐震的に問題

がある場所があったら、そこから崩壊倒壊する

恐れがあるいうことで、大変危険だということ

で騒がれておりますので、一部でも強度が低け

れば、補強とかをしていくしかないんじゃない

かなというふうに思っています。 

　それから、先ほど、咸陽小学校０．１２とい

うのを、僕、聞いているわけですが、０．１２

の咸陽小学校が、南海地震が起きたときに、ど

のような状況になると、今、教育長、教育長は

今、どのようになると考えておられるのか、よ

ろしければ答弁をいただきたいと思います。 

　２０年以内には、南海地震は終わっていると

言われています。時間はもうありません。 

　この問題は、自主防災組織などで解決できる

問題ではありません。行政が整備するほかには、

子どもたちを助けることができないんです。 

　教育長として、早急に１７校、これ市内１７

校の小中学校全体の中で、私はできれば、これ、

篠山小中学校も入れて考えるべきだと思ってい

るんですが、その中で、どこから手をつけてい

くのか。要するに、耐震値、津波浸水、避難場

所までの時間などを検証して、そして一番危険

な学校から、統廃合も今、お話があったように、

統廃合も視野に入れて、ビジョンを立てて、計

画を立てて、行っていくべきだと思いますが、

その点について、教育長のお考えを再度お聞き

いたします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、中平議員の

再質問にお答えをいたします。 

　まず、咸陽小学校の耐震値が０．１２という

ことでお聞きしておりますし、また、実際に調

べて、そういうことになっておるようでござい

ます。 

　先ほど、中平議員が言われましたように、こ

ういう状態でございますので、耐震値が０．１

２と、こういう状態でございますので、津波が

来れば、当然、すべて校舎は崩壊と、こういう

状況になろうかと予想しております。 

　それから、市内の学校の状況も、どういう順

序でということでございますけれども、予算の

関係もありますので、順次、数値が低い方から

順に、計画的にやっていきたいと、こういうよ

うに考えております。 

　以上でございます。 
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○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　ただいま、教育長の答

弁の中で、順次に行っていきたいというお言葉

がありました。いつから行うという話ではない

んですが、そういったことを思っておられると

いうことで、これ以上、再質問をしようとは思

いませんが、今、少子化の中、昭和５０年に４

１５人いた出生率が、現在、この３０年の間に

３分の１にまで落ち込んでいます。 

　ことしは１０月までに、子どもが１０８人し

か生まれていません。子どもは宿毛市の宝だと、

私は思っています。２０年以内に、まず来ると

いわれている南海地震が、学校で授業を受けて

いるときに起これば、そこにいる生徒の多くは、

現状では校舎に巻き込まれてけがをしたり、閉

じ込められたりするわけです。そうなったとき

に、助けが来る前に、この市内８校、これ、１，

５６５名通っているんですよ。この８校の生徒

は、助けが来る前に、先にくるのは津波です。

その点を考えて、遅かったと気づく前に、ぜひ

計画を立てて、実行していただきたいと思いま

す。 

　以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、一般質問を行い

ます。 

　最初にお尋ねするのは、宿毛湾の利活用につ

いてであります。 

　現在、宿毛湾港では、第一防波堤の工事も順

調に進み、本格的な重要湾港への整備が行われ

つつあります。 

　湾港背後地への企業誘致は、なかなか難しい

状況が続いておりますが、一方、これまで懸命

なポートセールスの努力もあって、「ぱしふぃ

っくびいなす」、「にっぽん丸」「飛鳥」など、

大型客船の入港が定着化するなど、観光面では

一定の成果が上がっており、評価したいと思い

ます。 

　物流の面では、平成１４年に大阪の木材業者

が、ニュージーランド産の木材を輸入し、宿毛

湾港から愛媛県へ運送することがありました。 

　その後、中国からの砂の一時保管や、最近で

は、大月町などで使われる風力発電の、発電用

のポールの陸揚げはあるものの、大量の荷役の

積み下ろしはほとんどない状況が続いておりま

す。 

　そうした中、明るいニュースが入ってきまし

た。先日の新聞報道や、広報すくもで紹介され

た地球深部探査船「ちきゅう」の宿毛湾港への

入港決定であります。 

　先ほども、市長の答弁にもありましたが、宿

毛湾に入ってくるのは今月２１日で、基本操作、

保守整備試験を行いながら、その間、補給、人

員交代などを済ませ、来年１月１６日には、再

び宿毛湾へ停泊、そして待望の船内一般公開は

１月２１日からとのことであり、世界最大級の、

現代科学の粋を集めたこの巨船は、本市はもと

より、県の内外に大きな波紋を起こすことは間

違いないと思われます。 

　世界最先端の科学技術の粋を集めた地球の寄

港を、全市あげて歓迎し、できることならば、

今後とも末永く寄港できるよう、市長として、

さらなる働きかけをお願いしたいと思います。 

　「ちきゅう」の寄港は、児童生徒の科学への

興味と関心を高めるだけではなく、一般市民や、

市外の見学客も大勢来市されることが期待され

ます。このチャンスを、観光面や産業面でも最

大限に生かし、地域経済の向上に役立てるべき

だと考えますが、市長の所見をお聞きいたしま

す。 

　２点目の質問は、宿毛市・愛南町間の道路建

設についてであります。 

　宿毛湾港の利便性を高め、活用させるために

は、湾港背後地北側より、愛南町の影平へ通ず
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る道路をつくれば、現在の国道５６号線より、

距離と時間の両面から見ても、３分の１から４

分の１くらいに短縮されることになります。 

　そして、いまだ、灯は消していない四国西南

空港へのアクセス道路としても活用できるよう

になれば、ますます利用価値が高まることは間

違いありません。現在、建設が進められている

中村・宿毛間の高規格道路の全面供用開始の予

定、並びに宿毛湾港と高速道路整備との連携の

現状と見通しについて、お聞きいたします。 

　２番目は、児童・生徒の安全対策について、

質問いたします。 

　昨年１１月、奈良市で小学１年生の女児殺害

事件が、全国に大きな衝撃を与え、まだ記憶に

生々しく残っている中、先月２２日、広島市で、

今月２日には栃木県で、いずれも下校途中の小

学１年生の女児が誘拐、殺害されるという大変

痛ましい事件が起こってしまいました。 

　通学路での子どもの安全がクローズアップさ

れている中での非人間的、かつ残忍な犯罪に対

し、心からの怒りを禁じ得ません。犠牲になら

れた女児のご冥福をお祈りするとともに、一刻

も早く、犯人が検挙されることを願うものであ

ります。 

　こうした幼い、弱い立場の者をねらった犯罪

は、全国のどこにでも、いつ起こるかわからな

い社会になってしまいました。いまや、わが国

の安全神話は崩壊してしまったといわざるを得

ません。いかにして子どもの命を守るか、教育

関係者、保護者、警察、防犯機関、地域と社会

全体に与えられた大きな課題であり、責務であ

ると考えます。 

　そこで、１点目の質問をいたします。 

　本市においても、不審者情報が相次いで寄せ

られている現状を考えると、深刻な事態を招か

ないために、教育委員会として、どのような対

応策をとっているのか、お聞きします。 

　２点目は、小中学校における問題行動につい

て、お尋ねいたします。 

　先日の新聞報道によると、県内の公立の小中

学校、高校などを対象とした昨年度の問題行動

に関する実態調査結果を発表しておりました。 

　全体的に、いじめや中途退学は減少したもの

の、暴力行為は７８５件で、前年比約３７パー

セントの増加。生徒１，０００人当たりの発生

件数は９．９件で、全国ワースト１位との記事

に愕然としたのは私一人ではないと思います。 

　暴力行為の内訳は、対教師暴力１４２件、生

徒間暴力１９７件、対人暴力６件、器物損壊４

４０件で、特に中学校での窓ガラス、机、いす

など、備品を壊す事例が多く、全体の件数を押

し上げている結果になっております。 

　全国の一部の学校現場では、学級崩壊など、

学校が荒れてきている状況もあり、いじめや暴

力行為は決して許さない学級づくりが重要であ

ると考えますが、本市における現状とその対策

について、教育長にお聞きいたします。 

　３番目の質問は、南海地震・津波対策につい

てであります。 

　今世紀前半にも発生すると予測される南海地

震に備えるために、県は、各市町村に津波避難

計画の策定を２０年度末までに完了させるよう、

申し入れをしております。 

　昨年６月、県が発表した被害想定では、南海

地震が単独発生した場合の人的被害を、津波３，

０９５人から６，９８９人、火災１４８人から

７７１人、建物崩壊１，８０７人、がけ崩れ６

８３人などと予測しておりますが、本市では、

被害想定をどのように見ているのか、お尋ねい

たします。 

　また、災害時の食料確保のために、安芸市に

おいては、スーパーなどと協定を結び、避難後

の食料確保を図るようにしております。本市に

おいても、スーパーなどと協定を結んでおくべ
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きだと考えますが、市長の考えをお聞きします。 

　先日、本市でも高知大学の岡村教授を講師に

お迎えして、防災講演会を開催しましたが、市

全体を対象にした研修会だけではなく、沿岸部

や山間部などといった地域の特性にあわせた、

地域ごとの講演会や研修会の開催が必要であろ

うと思います。 

　今後の講演会や研修会などの計画はどうなっ

ているのか、お伺いします。 

　２点目は、地震が発生した直後の避難や、避

難所生活での障害者に対する気配りについて、

お尋ねします。 

　地震が発生した後の避難所としては、学校の

体育館が主体となると思われます。昨年発生し

た新潟県中越地震において、特に困ったのは、

避難所となった学校体育館には、障害者用のト

イレがなかったことだと聞いております。 

　また、ほとんどの体育館の出入り口には、車

いす利用者などの避難に必要なスロープがない

のではないか。障害者や高齢者等の避難のため、

避難所として利用するすべての小中学校の体育

館に洋式トイレを設置するか、もしくは広いス

ペースのトイレを設置すべきであると考えます。 

　そして、ますます高齢化が進む状況下にあっ

て、体育館入り口の段差解消を、早急に取り組

むべきだと申し上げて、１回目の質問を終わり

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、菊地議員の質問

にお答えいたします。 

　まず、「ちきゅう」の関係でございます。先

ほど、中平議員の質問にもございましたが、改

めてまして、ここで「ちきゅう」について、簡

単にちょっとご説明をさせていただきたいと思

います。 

　議員の皆様には、少しは説明をしたつもりで

おりますが、議会でもありますし、市民の皆様

に、この際、簡単にちょっとご説明をさせてい

ただきたいと思います。よろしゅうございます

か、菊地議員。 

　「ちきゅう」は、１７カ国によります統合国

際深海掘削計画に基づきまして、本年７月に長

崎で完成しました。これは、独立行政法人であ

ります海洋研究開発機構が管理をするというこ

とになっておりまして、全長で、船の長さが２

１０メートル、掘削用のやぐらの高さが１３０

メートル、総トン数、約５万７，０００トン級

の世界最大の掘削船でございます。 

　これは、南海地震などプレート型地震の発生

メカニズムの解明などを目的としておりまして、

２年間の試験運転後、１９年度から本格的な稼

動をしていくということでございます。 

　この宿毛湾への寄港でございますが、本年、

私、６月に横須賀市にあります独立行政法人海

洋研究開発機構を訪問いたしまして、ここで宿

毛湾港の優位性、いわゆる、何と申しますか、

基地的に使っていただきたい。 

　これ、母港はどうしてもこれ、海洋開発研究

機構がございます横須賀市ということになりま

すが、基地というふうなことで、宿毛湾港は水

深も深いし、大型船舶も停泊できますしという

ことで、優位性を多々説明しまして、要請を、

うちの方へどうぞ来ていただきたいというふう

に申し上げてきました。 

　そのときの機構の見解は、「ちきゅう」の業

務は、洋上での作業が長期間となるために、基

地港とか母港化というふうなことはしないとい

うことでありましたが、船の構造上、入港でき

る港が限られております。それから、住民の理

解もあり、協力的な宿毛市と友好関係を深めな

がら活動したいと。そのときは、宿毛湾港に必

ず行きますよということはなかったわけでござ

いますが、このたび、機構の方の副所長がお見

えになりまして、宿毛湾港の方へ入港をしたい
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ということで、長期にわたって、そういうこと

をお話がございまして、これを我々としては、

快く受け入れたいというふうに申しました。 

　そしてまた、漁業組合の方にも、ぜひご協力

をお願いしたいということも申し上げておりま

して、機構の方からも、漁業組合の方にあいさ

つするなり、そして海上保安部の方にも出向く

というふうなことで、入港が決まっております。 

　この今のところの計画でございますが、今月

の２１日、恐らく９時ごろになるんじゃないか

というふうなことを申されまして、宿毛湾港へ

入港しまして、湾内に停泊をいたします。これ、

年末年始も入っておりまして、これは、接岸が

まだできませんが、来月、いわゆる１月２１日

と２２日に、新港の池島岸壁に接岸しまして、

一般公開を予定しております。 

　新聞報道では、この前に、高知港、高知新港

の方に２日ほど、一般公開のために寄港すると

いうふうなことになっております。その期間だ

け、宿毛湾港から離れていくということでござ

います。 

　その一般公開、１月２１日と２２日に宿毛市

でやりまして、その後、月末までの間に、市内

とか、高知県、愛媛県内の児童生徒を対象しま

した船内科学教室、そういったものを開催して

いただくように要請をしております。 

　多くの方に来ていただいて、最先端の科学を、

じかに学習していただきたいと、このように思

います。 

　また、児童生徒に限らず、やはり大人の方々

も、皆さん非常に興味がある船ではないかなと

いうふうに、私自身は思っております。ぜひ、

一般公開の日には、１月２１、２２でございま

すが、ぜひ見に来ていただければありがたいか

なというふうに思っております。 

　また、この接岸のときに、１月２９の予定で

ございますが、先ほど申し上げました統合国際

深海掘削計画会議というものがございます。こ

の会議が、「ちきゅう」の船内において開催さ

れることになっておりまして、「ちきゅう」を

通して、宿毛を世界にもピーアールできる、大

げさな言い方でございますが、ピーアールでき

る絶好の機会ではないかなというふうに考えて

おります。 

　これからも、「ちきゅう」の活動に協力しな

がら、学習機会の提供を受けまして、観光面と

か産業面での地域経済の向上につなげてまいり

たい、このように考えておりますので、議員の

皆様方におかれましても、ぜひご協力のほど、

お願いをいたしたいと思います。 

　また、先ほどのお話の中で、継続をしたらど

うかというふうなことがございます。このお話

の中で、８年間ぐらいは、宿毛湾港に入港する

予定であるというふうなことも聞いております。

先行きのことでございますが、一応、同機構の

お話の中では、８年間ぐらいは宿毛湾港に入っ

ていきたいというふうなことを申されておりま

した。 

　次に、宿毛湾港の利活用の一面での宿毛市・

愛南町間の道路建設ということでございました。 

　これは、高速道路計画が四国４県を結びます

８の字の高速道路ネットワークの四国横断自動

車道に含まれておりまして、四万十市から内海

区間が予定路線区間になっておるわけでござい

ますが、これは、基本計画区間にも入っていな

い状況であります。 

　そして、四国西南地域道路整備推進協議会等

で、四国を８の字に循環する高速道路網を早期

に形成するよう、我々としては、要望している

ところでございます。 

　四万十市からも、宿毛市間におきましては、

高速道路に準じた機能を持つ高規格道路が整備

をされております。まだ、宿毛の町内の方にま

では入ってきておりませんが、この整備計画に
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ついては、この総延長２３．２キロメートルで、

間インターから平田インター間が７キロメート

ルは、１４年に供用開始されております。 

　また、中村インターから間インター間の６．

１キロが、平成１９年度の開始目標でありまし

て、四万十市から宿毛市和田までの全線開通が、

平成２１年度開始目標で、事業が今のところ、

進められている状況でございます。 

　現在、中村インターから間インター間の平成

１９年度供用開始に向けて、予算配分を集中投

資しておりまして、全線開通目標の平成２１年

度、これがいろいろな財政事情で厳しいという

ことは聞いております。 

　宿毛湾港と高速道路整備の連携につきまして

は、ただいま、国土交通省の事業によりまして、

平成１６年度から１８年度の３カ年計画で、宿

毛湾の周辺地域基盤連携調査検討委員会、こう

いったちょっと長ったらしい名前なんですが、

こういった委員会が行われておりまして、この

宿毛湾と道路網と、どういった形で結んでいく

かということの検討をしている状況でございま

す。 

　いずれにしても、道路の関係は、議員各位も

ご存じのとおりでございます。５６号線の整備、

それから高規格の整備、そして湾港から、また

宿毛市内に至る道路も、これもまだ、港湾計画

上のものだけででき上がっておりませんし、ま

だこれから、湾港から愛南町へというご提案も

ございます。 

　そういった中で、財政厳しい折に、どこを優

先的にやっていくか。これは、国の方と県の方

と市の方で、いろんな話を詰めていかなきゃい

けない状況にあるんじゃないかなというふうに

思ってるところでございます。 

　次に、津波対策でございます。いろいろなご

指摘もございます。 

　まず、１点目の津波の避難整備計画の策定で

ございますが、この津波避難計画につきまして

は、市町村が津波ハザードマップなどによりま

して、公表した浸水予測地域とか、浸水予測時

間、避難場所などをもとにしまして、各地域に

おきまして、地区ごとの地域計画、これを策定

していただきまして、市町村は地域計画を踏ま

えた市町村計画を策定することになっておりま

す。各地域の地域計画を策定していただくため

には、まず、自主防災組織の組織化が必要では

なかろうかというふうに考えております。 

　沿岸部を中心にしまして、組織化に向けた取

り組みは進められております。行政の方として

も、ぜひということで話し合いももたせていた

だいておるわけでございます。 

　今年度末では、浸水が予測される地域におき

まして、２６地区で自主防災組織ができる予定

となっております。市としましても、引き続き、

自主防災組織の組織化に取り組みまして、津波

避難計画につきましては、１９年度末をめどに

取り組んでまいりたいと、このように考えてお

ります。 

　次に、南海地震の発生時における宿毛市の被

害想定でございます。 

　高知県が平成１６年７月に発表しました第二

次高知県地震対策基礎調査におけます人的被害、

これは死者数ということになっておりますが、

これは建物崩壊で５８人、がけ崩れで４７人、

火災で２ないし１１人、津波被害につきまして

は、避難意識が高い場合にはということですが、

４２人から４７人。これは、昼間と早朝とでは

違いますが、昼間が４２、早朝が４７というふ

うな数字が出ております。 

　また、避難意識が低い場合、この尺度をどう

するかというのは、ちょっと問題があるんでご

ざいますが、３５９人から３９４人ぐらいの被

害になるんじゃないかというふうなことを推測

されております。 
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　この津波被害につきましては、防災教育とか、

地域におけます防災活動などを通じまして、住

民の避難意識を高めることによりまして、被害

を大幅に低減できるというふうなことを示して

おります。 

　今後も、啓発活動とか、自主防災組織の組織

化、活性化に、市としても積極的に取り組んで

まいります。 

　次に、食料確保のための協定でございますが、

菊地議員もご承知のとおりでございます。過日、

災害時の飲料水の確保のため、高知西南中核工

業団地に進出していただいております四国コカ

コーラボトリング株式会社、並びに四国明治乳

業株式会社と、災害時における救援物資の提供

に関する協定を結ばせていただきました。 

　市としましても、今後は食料関係につきまし

ても、市内の企業の皆様のご理解をいただきま

して、協定を締結させていただきますよう、取

り組んでまいりたいと、このように考えており

ます。 

　次に、今後のいろんな講演会の計画でござい

ます。これ、中平議員のご質問の関連もござい

ますが、１月２７日に、宿毛文教センターにお

きまして、高知大学の岡村先生に、宿毛市防災

講演会を講義していただきました。 

　この講演会では、大変わかりやすかったんじ

ゃないかなと思います。南海地震について、お

話をたっぷりしていただきまして、参加者の皆

さんにとって、非常に有意義な会であったんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

　今後は、こういった市全体の講演会だけでな

くて、菊地議員おっしゃいますように、集落単

位だとか、広い地区単位と申しますか、そうい

ったところでの講演会等を実施するということ

が、１人でも多くの認識を高める上で必要なこ

とではないかなというふうに思っております。 

　また、この岡村先生の講演内容を、来月、行

政チャンネルで放映をいたします。 

　こういった、例えば、この中身を持って行っ

て、地域に出向いていって、この講演内容を聞

いていただく、見ていただくといったふうな取

り組みもできるんではないかなと、このように

も考えております。 

　来年度におきまして、そういった形の講演会、

研修会を計画してまいりたいと考えております。 

　それから、障害者等の避難についてでござい

ます。これ、大規模災害に避難所となることが

予想されます小中学校の体育館。小学校の体育

館につきましては、障害者用トイレが設置され

ていない、これはご指摘のとおりでございます。 

　普通、通常、学校におきましては、校舎にト

イレを置いている関係で、体育館だけにトイレ

ということがまずない。学校全体のトイレの設

置ということになっておりますので、体育館に

トイレがないというのは、ちょうどご指摘のと

おりでございます。 

　小中学校の体育館が避難場所となった場合に

は、障害者の方々、利用しやすいようにという

ふうに、菊地議員のご提案もございます。これ

は、大規模な災害の発生時におけます障害者用

のトイレが、必要性というのは、十分、認識は

しております。恐らく、こういった大規模な災

害時におきましては、仮設のトイレの対応とい

うことになっていくんではないかなというふう

なことを思っております。 

　それから、体育館入り口のスロープの設置な

どの、学校施設のバリアフリーの問題でござい

ます。 

　現在、大変厳しい予算状況ではありますが、

必要に応じて、やっぱりこれは対応していかな

きゃいけない問題かなというふうなことを思っ

ております。 

　先ほど、済みません、私、今、岡村先生のお

話を、講演会を１月２７と申したようでござい
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ますが、１１月２７日の誤りでございました。

訂正をいたさせていただきます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、５番、菊地

議員のご質問にお答えをいたします。 

　まず、１点目の子どもたちの安全確保につい

てでございますけれども、全国各地で、児童を

対象とした心の痛む事件が相次ぎ、大きな衝撃

を受けているところでございます。 

　犠牲になられた児童のご冥福をお祈りすると

ともに、ご遺族に対して、こころよりお悔やみ

を申し上げます。 

　宿毛市でも本年度、既に２５件の不審者情報

が確認されております。子どもたちの安全確保

対策につきましては、不審者情報が教育委員会

へ寄せられた場合は、直ちに各学校へ情報提供

し、注意喚起を促しておるところでございます。 

　子どもたちの集団登下校や、防犯訓練、通学

路の安全点検、安全マップの作成、防犯ブザー

の携帯、教職員に対する防犯訓練などを実施し

ております。 

　本年１０月には、各地区長、民生委員等にも、

地域でのパトロールなどの協力要請をしており

ます。 

　１２月の教育委員会、校長会合同会におきま

しても、改めて子どもたちの安全確保対策の強

化をしておるところでございます。 

　また、本年１０月より、ケーブルテレビの行

政チャンネルでも、不審者の情報を予期するた

め、テロップを流しておるところでございます。 

　次に、小学校における問題行動について、お

答えをいたします。本年９月２２日、児童生徒

の暴力行為や、いじめの状況等を調査した２０

０４年度問題行動調査が、文部科学省より発表

されております。 

　それによりますと、全国では、小学校の暴力

行為が増加し、中学校、高校では減少をしてお

ります。 

　一方、高知県では、中学校の暴力行為が増加

し、発生件数が７８５件と、前年度より２１２

件増加しており、議員ご指摘のとおり、１，０

００人当たりの暴力行為９．９件は、全国平均

の２．７件を大幅に上回り、全国ワースト１を

記録をしております。 

　宿毛市におきましては、過去５年間、教師に

対する暴力行為は発生しておりませんが、児童

生徒間の暴力事件が、小学校で１件、中学校で

６件、合計７件発生をしております。 

　器物損壊につきましては、学校内での問題行

動に起因する事件の報告はございません。暴力

行為につきましては、どんな状況であろうとも

許されるものではなく、学校教育現場におきま

しては、厳しく指導しておるところでございま

す。 

　しかし、大変残念なことに、暴力行為の根絶

には至っていないのが現状でございます。 

　生徒間同士の暴力の排除につきましては、い

じめや暴力を許さない学級づくり、問題行動へ

の毅然とした対応が大切であります。 

　研修等を通じ、教職員の資質の向上を図り、

教職員が一丸となり、一人ひとりの児童生徒を

理解をし、適切な指導、支援が行えるよう、指

導してまいります。 

　いかなる分野であろうとも、暴力行為に対し

ては、厳しく対処していくとともに、学校、家

庭、地域が一体となって、暴力は許さないとい

う環境づくりを進めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　まず、地球深部探査船「ちきゅう」について、

詳しい答弁をいただきまして、大変に私自身も
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楽しみにしておりますが。 

　今月２１日に、宿毛湾に入港しまして、一般

公開、来月１月２１日から２日間ということに

限定されているように思いますけれども、もし、

これがどんどんマスコミ等で紹介されるに従っ

て、関心が高まり、宿毛市内はもちろん、県内、

また近郊、愛媛、あるいは、さらには九州の方

からも来るということも、見学に来るというこ

とも考えられますし、また、そうなってほしい

と思っております。 

　そうした場合、この２日間で、これは開発機

構の問題になりますけれども、入場制限とか、

入場整理券、そういったものが必要になるんじ

ゃないか、そういったことも想定しながら、そ

うなるぐらい盛り上がれば、これは大変に、宿

毛の宣伝と言いますか、全国にも「ちきゅう」

を通して、宿毛湾港のすばらしさ、立地条件、

いろんな面で絶大な効果があると思います。 

　この点について、確認をしたいと思います。 

　それから、先日、やはり新聞に報道されてお

りましたが、朝倉中学校の１年生を対象にして、

出前講座、この「ちきゅう」の出前講座を、中

学校まで出かけて行きまして、中学１年生の１

５７人ですか、の生徒に対して、「ちきゅう」

についての詳しい説明が行われて、生徒が非常

に興味を持っておったと。 

　これは、積極的に、船内見学だけではなくて、

出前講座できればお願いできないかと、このよ

うに思うわけでございます。 

　そして、この「ちきゅう」については、そう

いう点で、再確認をしたいと思います。 

　それから、宿毛市・愛南町間の道路建設につ

いては、大変厳しい財政状況の中で、遅々とし

て、なかなか高速道路の建設も計画どおり進ま

ないという状況もありますけれども、ぜひとも

この宿毛湾港の活用を図る意味からも、高規格

道路、また高速道路のルートを、宿毛湾港背後

地に、ぜひとも何らかの形で経由していくこと

が、将来の道州制も含めて、私はこの宿毛湾港

の重要湾港としての価値を高める１つのポイン

トだと思っております。 

　この点も、どうか推進のほど、よろしくお願

いしたいと思います。 

　それから、南海地震、津波対策についてお聞

きをしましたが、この大変な財政状況が厳しい

中で、先ほど、中平議員の方からも学校校舎の

耐震診断の結果の質問もありました。これは、

体育館だけじゃなくて、校舎自体がもう老朽化

して、非常に危ない。体育館も含めてでありま

すけれども、そういう補強工事も計画的にやり

ながら、しかも、この体育館で万が一、南海地

震、大型災害が発生した場合には、収容できる、

避難者を収容できる施設が、ほかには大きい施

設がない、そういう現状を考えたときに、現在

の体育館のトイレ、この個数が日常的に使う必

要性から非常に少ない。しかも、和式のトイレ

でありまして、これは、普段は余り必要がない

わけで、これもわかるわけでありますけれども、

一たん、災害時の避難所になった場合には、ト

イレの問題が一番困っている。 

　食料、水、そういった供給も大事で、もちろ

ん死活問題でありますけれども、排泄をどうす

るか、これが大きな問題になっております。 

　その簡易トイレ、そういう設置で果たして間

に合うかどうかということも疑問に思いますの

で、この点ももう一度、段差の解消、スロープ

をつくっていく、そういったことも含めて、今

後の計画的な取り組みをお願いしたいと思いま

すが、この点もありましたら答弁をお願いしま

す。 

　それから、障害者の避難については、昨年も、

これはこれまで起こった新潟中越地震とか、い

ろいろ、古くは１０年前の淡路、神戸の大地震

のときも、やはり障害者が一番犠牲になってお
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ります。 

　健常者でさえも、思わぬ地震災害によってけ

がをする。そして、避難が思うようにできない

という、そういう予測できない事態になったと

きに、なおさら障害者は、これは自分自身で避

難すること自体が大変困難な状況だ。だからこ

そ、自主防災組織の立ち上げを早急に進めなけ

ればいけない。 

　先ほど、２６地区が自主防災組織が組織化さ

れるという話もありましたけれども、本当に、

急いでこの自主防の立ち上げについては、組織

を立ち上げて、そして細かい、そういう問題に

ついて、細かい問題いっぱいあると思いますの

で、この辺の徹底もお願いしたいと思っており

ます。 

　１回目の再質問、終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　菊地議員の再質問にお

答えいたします。 

　「ちきゅう」の件でございますが、２１日、

２２日の、１月ですね、一般公開が２日間とい

うことではございますが、これ、その日に限ら

ず、あとの子どもたちへの出前講座と一緒にな

りまして、実は、機構側から１月になりました

ら、この一般公開に先立ちまして、要請のある

高校生も含めまして、各学校へ出向いていって、

これは皆さんに説明をさせていただきたいとい

ふうなことになっておりまして、これは各市内

の学校につきましては、すべての学校、教育委

員会通じまして、その要請があれば、必ず行く

よということで、確認をさせていただいており

まして、高校も、工業高校、宿毛高校、私も自

分が出向きまして、いい機会ですから、こうい

うことについて、ぜひ高校生にも見ていただき

たい、聞いていただきたいというふうなことも

申し上げております。 

　したがって、機構側から出前講座というもの

は、この一般公開の前にしていくと。 

　そしてまた、この２１日から接岸をするわけ

でございますが、この接岸が、実は３０日まで、

１月３０日まで接岸していただけると思います。

３１日ですか。３１日まで接岸なものですから、

この期間、機構側の都合によって、先ほど申し

ました会議であるとか、そういうときはだめか

もしれませんが、ぜひ、見に来ていただきたい

というふうなことも申されております。 

　たくさん来ていただく方が、菊地議員もおっ

しゃいましたように、宿毛市の活性化につなが

るということでございますし、また、この船が

沖待ちでありましても、船員の方々が数十人お

ります。そういった方々が、やはり町の中へ出

て飲食をされるというふうなことも聞いており

ますので、そういったことでも、この宿毛市の

活性化に少しでもつながっていくというふうな

ことを、我々思っております。 

　それから、「ちきゅう」の宣伝につきまして

は、機構側の方から、ＤＶＤですか、今のそう

いう最新の機械でございますが、私はちょっと、

そこら辺はまだ使ったことがないんですが、そ

ういう物を、宿毛市の方にこの間、寄贈してい

ただきまして、宣伝用に使えるというふうなこ

とでございます。 

　ぜひ、皆様方も、ぜひこの「ちきゅう」につ

いての宣伝を、もう一度、私の方からも、また

ぜひお願いしたいと思っております。 

　それから、各市町村と申しますか、周辺でご

ざいます。これは、幡多の広域、そしてまた、

四国西南地域、そして対岸の佐伯市ですね、そ

ういったところにも情報も既に発信しておりま

して、ぜひまあ見ていただきたいというふうな

ことも言っております。 

　次に、道路関係でございます。これ、非常に、

先ほど申しましたように、地方がまだまだ、

我々の方は道路が整備がおくれている、インフ
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ラ整備がおくれているのが、これはもう現実で

ございます。この件に関しましても、私どもも、

議員の皆様方と一緒に、この間も四国整備局に

出向きましたし、また、本省にも私、行くたび

に道路局へ寄りまして、こういった状況ですと

いうことを説明をして、申し上げております。 

　このたびの１４号台風のときは、けんみん病

院が、実は周りが水浸しで救急車が寄れなかっ

たというふうな状況もございます。こういった

人の生命にかかわる状況が、我々には発生して

いるわけでございますので、国道の嵩上げであ

るとか、市道の嵩上げであるとか、そういうこ

とをるる、国土交通省、そして四国整備局、県

にも説明しておりまして、ぜひ、この財源の確

保をお願いしますということで、陳情も申し上

げております。 

　菊地議員がおっしゃるように、最終的には、

広域ということでは、愛南町が隣でございます。

こういった湾港活用のためには、愛南町へさっ

と行けるような道路というものは、非常に大切

なことだと思っております。できましたら、本

当にすぐにでもやりたいような気はいたしてお

りますが、なかなか、この財政事情というもの

が許しませんということもご理解を願いたいと

いうふうに思います。 

　それから、地震、津波対策の関係で、学校校

舎の安全、そして障害者に対する話、校舎の安

全、そしてトイレの話、これは当然、おっしゃ

るように、災害が起きましたときには、避難者

に対しての水の供給、食料の供給、そして生活

周りということは大切なことでございます。こ

の中で、これはまず体育館が潰れては何もなり

ませんので、この耐震補強というところから、

この全体の中で、考えていかなきゃいけない問

題であるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

　地震が来ても壊れないというふうなことから、

障害者に対しても、そしてまた、避難した人に

対するケアをどうしていくか、そういった生活

面がこの辺でできるかどうか、こういったもの

は、学校耐震化の補強の中で、全体の中で考え

てまいりたいと、このように思っております。 

　自主防災組織の立ち上げにつきましても、こ

れ、障害者というのは介護の必要な方々も、お

年よりの方々も含むというふうに感じておりま

す。地域の皆様が、それぞれの状況を把握して

いただくように、これはやはり、自主防災組織

に頼らざるを得ないというふうな認識を、私は

持っておりますので、ぜひ、市民の皆様方も自

主防災組織の立ち上げにご協力を願いたいとい

うふうに思っているわけでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問をいたし

ます。 

　今の市長の答弁で、大体わかりましたので、

次に教育長に再質問したいと思います。 

　児童生徒の安全対策について、先ほどお聞き

をいたしました。そして、対応策について、る

る答弁があったわけであります。 

　その中で、私、地域安全マップの作成、これ

は京都の小学校で事件が起きたときに、取り組

まなきゃいけないと。小学校では、地域安全マ

ップを取り掛かるべきだということで、先進地

の視察もやり、まさに取り掛かろうとする直前

にあの事件が起きたというふうに報道されてお

りました。 

　やはり、いつ起こっても不思議ではない。こ

ういう事件は、もう全国各地、どこで起こって

も不思議ではないということを考えましたとき

に、本市においても、先ほど答弁ありましたよ

うに、２５件もの不審者情報が、既に発生をし

ておるということから、この安全マップの作成

状況、これ、以前にもお聞きして、ほとんどで



－ 29 －

きておるというふうな評価がありますけれども、

この安全マップつくるのに、１回つくれば、そ

れでもういいというもんじゃなくて、絶えずそ

の状況が変わっていると思うんですね。 

　それで、特に、下校時は今、非常に暗くなっ

てきております。４時半、小学校ではたしか、

一斉下校が４時半、６年生はそれ以降、クラブ

活動等で遅くなる場合、集団下校ということを

指導されているというふうに聞いておりますけ

れども、夏と冬との時間の違いによって、いつ

もの安全な通路が、通学路が、非常に街灯がな

い、人通りがない、家がない、そういうところ

たくさんあるわけです。 

　そういったものを、実際にどのようにして修

正し、加筆、加えながら安全マップを絶えず見

直しして、子どもの安全のためには、もうこれ

でいいという限界がないと思うんです。 

　そういった面で、子どもの目線で、しっかり

大人、教職員あるいは保護者、時には警察も立

ち会いながら、一緒に何人かで実際の通学路歩

きながら、子どもの目線でその安全マップをつ

くっていけば、本当に、ここが危ないんだとい

う、そういう認識が、児童生徒にもしっかりで

きるんではないかと思います。 

　この点についても、お聞きいたします。 

　それから、携帯用の防犯ブザーが、咸陽小学

校の場合、これは威力を発揮して、不審者が一

目散に逃げて行ったという経過もありますけれ

ども、この防犯ブザーを見ておりますと、ラン

ドセルのところにつけているケースがあるよう

に思います。 

　やはり、いざというときに間に合わない。だ

からやはり、絶えずそういう指導を、いつでも

使用できるということを教えていかなきゃいけ

ないということも大事だと思いますが、その咸

陽小学校で、この１０月３日ですか、携帯防犯

ブザーの抜き打ち調査をやったところ、３４パ

ーセントの生徒が持っていなかった。その理由

を聞くと、壊れてしまった。電池切れ、だから

持ってきてない、そういう回答があったようで

あります。 

　これはもう、点検をしておりますじゃなくて、

本当にもう、しつこいぐらいに、できるだけの

対策、対応策は、学校としても安全のためにや

るべきだと思います。 

　その携帯防犯ブザー、これも慣れっこになっ

て、家庭でも、親も、電池が切れていても気が

つかない場合もあるでしょうし、忘れて行って

いる場合もあると思います。そういった面、本

当に家庭、それから学校、それから、すべての

関係者がそういった子どもの安全のために、防

犯ブザーの点検も、定期的にやるべきだと、こ

のように思いますが、この点もお聞きいたしま

す。 

　それから、校区外から通学している生徒もお

るわけですね。そういう生徒の安全ということ

も、これは見逃しちゃいかんと思うんです。校

区内は安全マップ、学校でつくっていくにして

も、校区以外から通学している生徒の安全とい

うことも、これは考慮しなきゃいけないと、こ

のように思いますが、それも含めて、地域安全

マップの作成、これを再度見直し、もう本当に

実情に合ったものにしていく、こういう取り組

みについてお聞きをしたいと思います。 

　それから、今後、どれほど安全対策を講じて

も、犯罪はなかなか未然に防ぐということは難

しい状況下にはありますけれども、昨日も、塾

で、あろうことか、生徒を刺殺するという、考

えられない事件も発生しましたし、これはもう、

本当に子どもたちにとっては、大人不信といい

ますか、そういったことも含めて、心のケア、

スクールカウンセラーということも、今後、大

事になるんじゃないかと。 

　もう、人を見ればすぐ不審者ではないかとい
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う、大人不信に陥りやすいんではないか。この

辺も、もし考えがあればご答弁をお願いしたい

と思います。 

　教育長に再質問いたします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、菊地議員の

再質問にお答えをいたします。 

　まず、地域安全マップについてでございます

けれども、それこそ１２月５日、合同校長会も

ありまして、その時にも、校長先生方にお願い

したところでありますけれども、いま一度、こ

ういう事件が、この２２、２日と連続した形で

広島、栃木で起こっておると、そういうような

ことも話しながら、いま一度、安全マップの確

認といいますか、そういうものを、子どもの目

線に立って、あるいは地域の方々の声を大事に

しながら、安全マップの作成、見直し、そうい

ったものをしてほしいと、こういうお願いもし

てあります。 

　もちろん、これは各学校ともつくっておりま

すので、中で今、申し上げたような形で、校長

先生方にはお願いをしております。 

　それから、防犯ブザーについてですけれども、

直接、教育長室の方にも、実は教育長、こうい

う状況がありますと。いうのは、携帯してない

状況があるというような話もありまして、５日

の日、そのことについても、校長先生方に触れ

たわけですけれども。 

　僕自身も、道路で子どもたちに会うときに、

声かけたりして、見えてないと。僕、どうした

のと。防犯ブザーはというように。うちに置い

ちょると、こういうような話もあったりして、

これは大変だというようなことで、また、各学

校校長先生方に連絡網を通してお願いしたとこ

ろです。 

　点検をいま一度、しっかりやってほしい。 

　それから、つけ加えて、場所、こういう声も

あったというようなことで、すっと使える状況

に、鳴らせるそういう状況が起こったら、すぐ、

子どもたちがすっと鳴らせるというふうな形で、

そういうところに、例えば首へかけるとか、そ

ういうふうな形でひとつやってほしいというお

話もしてあります。 

　それから、家庭に帰られても、家庭に帰られ

ても、遊びに行ったりとか、そういうようなと

きにも、ぜひ身につけて行くというふうな指導

もやってほしいと、こういうようなことで、再

度、確認の意味で指導もしております。 

　それから、スクールカウンセラーの件ですけ

れども、宿毛中学校、片島中学校、東中学校に

スクールカウンセラー、宿毛小学校行ってます。 

　随時、校長先生方には、あるいは養護の先生

方には、宿毛中学校の、あるいは片島中学校の

スクールカウンセラーの先生、いつでも対応で

きますのでというふうな形で連絡をとって、そ

ういうような状況のときには、指導していただ

けると、こういうような形に取り組んでおりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　いろいろ、教育長から

答弁ありまして、わかったわけでありますけれ

ども。 

　教育事業というのは、本当に国家の将来を担

う大事な事業であります。その子どもたちを守

るというのは、我々大人の責任でもありますし、

そういった意味で、これ以上できないというぐ

らい、やっぱり安全対策は講じるべきであると。 

　予算の都合もあることは十分わかりますけれ

ども、各自治体では、もう既に、いろんな形で、

独自に安全対策については取り組んでおる。 

　前回、私はこの学校安全パトロール、このマ

グネットシート、これは南国市でもう既につく

っておりますが、こういったことも、お金は確
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かにかかりますけれども、この車を走らせてい

る学校の、非常に関係者といいますか、どの車

につけるかということは、十二分に検討しなき

ゃなりませんけれども、不法投棄に対するマグ

ネットシート、これもよく公用車に張られて、

あるいは民間の車にも、協力して張ってもらっ

ている。それを見たときに、やはり、効果があ

ると思うんですね。不法投棄しちゃいけない、

ごみを勝手に捨てちゃいけないという抑制効果

がある。 

　それと同じように、今、この学校安全パトロ

ールないし、この子どもに対する、こういった、

これだけ注目をし、注意をしているんだという、

町全体が監視の目を光らせていくという意味か

らも、このマグネットシートについては、再度、

提案をさせていただきたいと思います。 

　そして、加茂市、新潟県の加茂市では、これ

は参考までに申し上げますが、人口３万５，０

００人の加茂市では、スクールバスを導入して、

２４台が現在、走らせておると。全小中学校の

生徒で、利用しているのは、約３０パーセント

の生徒がそのスクールバスを、距離のいかんに

かかわらず、そのスクールバスを利用している。 

　そして、その結果として、ことし３，０００

万の予算を使って、このスクールバスを７台で

すか、たしか、購入して、もう隅々まで、希望

があればスクールバスで生徒を運ぶと、こうい

う体制を組んだという報道も見ております。 

　そういった意味で、そこまでいかないにして

も、本市として、できるだけの対策は、まだま

だとれるんではないかと、このように思いまし

て、再度、教育長に質問をいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　菊地議員の再質問に

お答えをいたします。 

　安全パトロール用のマグネットシートの件で

すけれども、現在、こういうふうな形でつくろ

うかなというふうなところで、前向きに検討を

しておるところでございます。 

　それで、腕章とかいうのは、もう、かなり、

防犯パトロール用の腕章ですね、それを１２０

枚配布して、老人クラブとかＰＴＡとか、それ

から地区の方々のご協力を得ている皆さんに配

布しておると。 

　なお、菊地議員のような声もありますので、

委員会としては、そういう前向きに検討をして

いくということで、ご了解をお願いしたいと思

います。 

○議長（岡村佳忠君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　大変、前向きな教育長

の答弁いただきましたし、以上で、私の再質問

を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため午

後１時１５分まで休憩いたします。 

午前１１時４１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時１９分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、一般質問を行い

ます。 

　本論に入ります前に、一言おわびをさせてい

ただきます。 

　私、第３回定例会議中の９月１６日、みずか

らの注意不足で右足切断のけがをし、長期入院

となりました。市議会及び市行政関係の皆様、

そして市民の皆様に多大なご迷惑をおかけいた

しましたこと、改めておわびいたします。 

　幸い、傷口も癒え、去る１２月９日に退院す

ることができました。まだ松葉杖での生活であ

りますが、準備中の義足が装着できれば、行動

範囲も広げ、みずからの使命を果たすべく努め

る所存でございますので、今後ともどうぞよろ
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しくお願いいたします。 

　早速、質問通告に従い、市長の政治姿勢につ

いてお尋ねいたします。 

　１、アスベスト対策について。 

　今年の夏場になってから、にわかにこのアス

ベストが社会問題として大きくクローズアップ

されてきました。 

　クボタやニチアスなど、アスベスト関連会社

１４社の従業員３０６人が、アスベストの吸引

による肺がん、中皮腫等で死亡していることが

明らかにされたのが発端であります。 

　しかし、このアスベストの有害性については、

今から７８年前の１９２７年、イギリスにおい

て、石綿粉じんを吸い込んだために起こる石綿

肺症が報告されています。その１６年後には、

今、問題の悪性中皮腫との関係も指摘されてお

り、石綿を吸い込めば、こうした病気になるこ

とはわかっていました。 

　しかし、日本の政府は、戦後、この石綿の輸

入再開を認め、１９７０年からの２０年間は、

毎年、３０万トンの大量輸入となっております。 

　１９６４年のニューヨーク科学アカデミーの

国際会議でも、アスベスト粉じんを吸い込めば、

２０年ないし４０年後には発病することが指摘

されていました。このため、アスベストは、静

かな時限爆弾とも言われ、今日の日本の状況は

予知されたことであり、この爆弾が爆発し始め

たともいえます。 

　こうした危険なアスベスト被害から市民を守

ることは、市政の重要な課題であるといえます。

こうしたことから、このアスベストが私たちの

生活のどのような場所に使われているのか、そ

の粉じんを吸い込めばどうなるのか、その危険

性を明らかにしていただきたい。 

　具体的には、次の諸点についてご検討をお願

いいたします。 

　１、市役所内に各課横断のアスベスト対策プ

ロジェクトチームをつくり、総合対策のかなめ

としていただきたい。 

　２番目に、公共施設の総点検を行い、徹底除

去を行う。 

　３番目に、使用、在庫、廃棄の実態調査を行

い、その結果を公表する。 

　４番、特にかかわりの深い労働者、周辺住民

の健康診断をし、アスベスト相談窓口を開設す

る。 

　５、アスベスト関係事業従事者への労災認定

の抜本見直し、被災者救済への新たな制度実現

を国に働きかける。 

　６、製造、使用の即時全面禁止、在庫品の回

収を図る。 

　７、アスベスト材使用の建造物は、解体時の

安全対策の徹底を図る。 

　８、防災活動時の災害を発生させないため、

消防隊員に防じんマスクを配備し、必要なとき

には、着用する。 

　以上、宿毛市長として、宿毛市民をアスベス

ト被害から守る責任ある立場から、市民の付託

にこたえるご答弁をいただきたい。 

　２番、千寿園跡地の利活用について。 

　和田の国道沿いで、多くの皆さんの数々の思

いを込めた千寿園も、小筑紫町福良へ新築。も

との建物は解体され、更地に変わりました。 

　この千寿園跡地の今後の利活用について、私

は１つの提案をさせていただきます。 

　以前の宿毛市には、良心市はあっても、高知

市の日曜市のように、売り手と買い手の心が通

い合う対面市は余り見られませんでした。しか

し、近年、金曜市、土曜市、だるま市、ふれあ

い市等々、地元産品に笑顔を添えて販売するす

ばらしい光景が見られるようになってきました。 

　また、サニーサイドパークのような常設市も

できました。こうした市民の市へのエネルギー

をさらに大きく発展させるため、国道５６号線
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からも見えやすい、行きやすい、千寿園跡地を

宿毛市民の常設市としてご検討いただきたいと

思います。 

　農産品はもとより、海、山、川からとれる宿

毛の幸を地元の人も楽しみ、また、観光客にも

喜んでもらえる。一方で、仕事の場を拡大する

ことにもつながると思います。 

　こうした点から、ぜひ、前向きのご検討をい

ただきたいと思います。 

　３番目、指定管理者制度について。 

　この議会に、宿毛市中央デイケアセンター、

蛍湖ゴルフパーク、宿毛市国民宿舎「椰子」、

すくもサニーサイドパークの４施設を、今後、

管理していく指定管理者を決定するための議案

が出されております。 

　この施設を、指定管理者制度により管理する

ことに関する条例改正は、９月の議会で議決さ

れております。 

　こうした新しい制度の導入に当たって、市民

の中から各施設の現場でどう取り扱いが変わる

のか、不安の声が聞かれます。 

　言うまでもなく、公共施設そのものは、福祉、

文化、教育、健康その他、市民生活の一層の発

展のために建設、運営されるものであります。

これまでも、公的施設の管理のあり方をめぐっ

ては、市民との間に幾度かのトラブルがありま

した。 

　指定管理者による管理にかわれば、こうした

トラブルがさらにふえるのではないかとの心配

があるわけでございます。指定した管理者の管

理方法は、市の条例を逸脱した場合に、市長は、

指定の取り消し、あるいは営業停止を命ずるこ

とになっております。 

　そこで、具体的にお尋ねしたいのは、指定管

理者の管理に関する業務が適切に行われている

かどうかを、市行政として、どのようにして把

握するのか。規定に基づく相手方の文書報告だ

けでなく、現場実態を、市長としてどのように

して把握し、どう対処するのか、このことを明

らかにし、今後とも、市民が安心できる公的施

設の管理運営を求めるものであります。 

　また、政府は今、官から民へを声高に叫び、

交付金や補助金等の削減を強行しつつあります。

こうした中で、市の財政事情も年々厳しくなっ

てはおりますが、今後の新たな指定管理者制度

については、利用する市民の声をよく把握し、

慎重の上にも慎重を期していただくよう、申し

添えます。 

　４、河戸堤防への桜並木復活について。 

　宿毛市が、昭和５２年に発行した書籍「宿毛

市史」の中に、宿毛市の発展の中で、松田川が

果たした役割が述べられています。しかし、時

には、大洪水を起こして暴れ川となり、宿毛の

人々を恐怖に陥れることもありました。 

　さらに、宿毛市史は、こうした水害の防止と、

宿毛市内への用水確保のために、野中兼山の指

導で建設された宿毛市を取り巻く堤防と河戸堰

は、宿毛の生命線となっていると評価されてい

ると記しております。 

　また、河戸周辺のこの堤防には、桜の木が植

えられ、人々の心を和ませていたと聞きます。

しかし、今はその面影もなくなってしまいまし

た。 

　そこで、宿毛音頭にある「春は河戸の瀬音も

高く　清い流れにアユ踊る　土手の桜も色香に

咲いて　四国遍路の笠に舞う」と歌う、こうし

た宿毛の風情を回復させようと、市民団体「清

流と桜の会」が結成され、取り組みが進められ

ております。 

　しかし、これまで桜の木があったといわれる

松田川右岸は、住宅への日照権の問題、その他

で困難があり、和田部落のある左岸への復活と

いうことで取り組まれております。 

　今の河戸堰は、可動堰の上部を自由に往来で
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き、皆さんの散歩コースともなっており、市街

地からも気楽に桜見物ができると思われます。 

　幸いにも、河川を管理する県の許可が下り、

去る１１月２５日には、宿毛土木事務所との間

に、河川敷地の桜管理協定も締結されました。

いよいよこの３月には、桜苗木を植栽する運び

となっております。 

　そこで、市長は、こうした市民運動にどのよ

うなお考えを持っているか、もしこれを是とす

るならば、宿毛市行政として、どう支援してい

けるかについてお尋ねいたします。 

　５、悪徳商法対策について。 

　これまでも被害はありましたが、景気の低迷

の影響もあるのか、人をだましてでも金をもう

ける悪徳商法が全国的にはびこり、高知県下で

も逮捕者が出ています。 

　その方法も多種多様になり、高齢の方が多く

ねらわれているようであります。 

　その手口の１つが、住宅リフォーム詐欺であ

ります。いろいろな肩書を持って訪問、居住者

を安心させてから、家屋の床下や天井へ入り、

すぐに修繕が必要とだまして、不用な修繕をし

て、法外な修繕代を払わせる。 

　また、電話機リース詐欺は、個人経営の商店

などをねらって、言葉巧みに電話機のリース契

約を結ばせ、高額のリース料を取るものであり

ます。 

　さらに振り込め詐欺、サラリーマンや年金生

活者にまで貸し付ける違法な日掛金融。借金の

必要がないのに、無理やり貸し付ける押し貸し

などさまざまです。 

　宿毛市でも、裁判所その他公的な機関に似せ

た名称で、架空の請求をし、差し押さえまでち

らつかせたはがきが大量に配達されているよう

であります。 

　そこで、市長には、宿毛市行政としても、市

民が被害に遭わないために、どのような手当を

するかをお尋ねいたします。 

　振り込め詐欺などのように、振り込んでしま

ったら、その後の対策の難しいものもあります

が、クーリングオフ制度など、相談が早ければ

解決のつくものもあります。 

　そこで、宿毛市でも、ぜひ悪質商法１１０番

を設置し、市民の相談を受けつけて、解決へ協

力し、必要に応じて、警察との連携をとること

も必要かと思われますので、この点も、市長の

ご所見をお伺いいたします。 

　６、有害鳥獣対策について。 

　今、政府は、景気が回復基調にあると喧伝し

ておりますが、確かに都市部の大企業は大もう

けをし、昨年度の経常利益も、１位のトヨタが

１兆７，５４６億円、２位のＮＴＴドコモが１

兆２，８８２億円の利益を上げています。 

　しかし、宿毛市に住む私たちには、景気回復

の実感は全くありません。逆に失業等雇用不安、

賃金切り下げ等で生活苦は増大しております。 

　こうした中で、宿毛市の基幹産業である農林

漁業においては、燃料の高騰で、ますます事業

が困難になっております。また、農林漁業にお

いては、有害鳥獣による被害に悩まされており

ます。 

　これまでにも、有害鳥獣対策については議論

されてまいりましたので、今回は保護対策と駆

除対策の一部について質問いたします。 

　まず、保護対策については、防護対策につい

ては、農家でもいろいろ対策がされているよう

です。その中でも、電気牧柵機の効果は多くの

人が認め、新たな設置についての相談も多くあ

ります。この施設は補助対象事業でありますが、

その利用状況、事業の内容、今後の事業の拡大

等について、市長の考えをお聞きします。 

　また、イノシシ対策を中心に、金網による防

護施設を設置している人もおられますが、これ

についても、補助対象にする方向でご検討願い
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ます。 

　次に、駆除対策についての、現時点での問題

点についてお尋ねします。 

　被害額を最小限に食いとめるため、被害があ

ればすぐに駆除ができるようにしていただきた

い。事務的処理が完了し、駆除の許可が下りた

ころには被害が大きく広がってしまったことが

あるようであります。また、狩猟期間終了後、

原則として１５日間は駆除ができないことにな

っておりますが、被害の実態によっては、狩猟

期終了後、直ちに駆除をするところもあるよう

であります。被害が出ないうちでも駆除できる、

こうした予察駆除との関係も含めて、宿毛市と

しての対応をお聞かせ願います。 

　もう１点、今、各方面でシシ肉、シカ肉をお

いしく食べる工夫がされているようであります。

各種イベントはもとより、料理店にもシシ肉や

シカ肉のメニューがあります。また、アトピー

性皮膚炎で牛肉等が食べられない人でも、シカ

肉なら食べられるようであります。 

　宿毛市でもこうした肉の利用、消費拡大につ

いて研究を進めてみてはいかがでしょうか、お

尋ねいたします。 

　次に、教育行政について、教育長にお尋ねい

たします。 

　私は、１２月７日付でこの議会の質問通告を

提出いたしました。その中の教育行政における

３点は、すべて子どもの人権にかかわる内容で

あります。 

　ところが、それから５日間のうちにも、子ど

もが刺された、殺された。東大助教授が中学生

買春。そして、きのうは、塾の講師が教え子で

ある小学校６年生の女児を刺殺の事件が続きま

した。 

　我が国では、子どもの人権がいかに軽く扱わ

れているかを象徴するものであり、愕然としま

した。 

　しかし、私には人権を奪われた子どもたちの

ことを思い、これからの子どもの人権が守られ

る社会に変えていく使命があり、そのためにも

質問をいたします。 

　まず１点、通学途上の安全対策についてでご

ざいます。 

　広島で、そして栃木で、通学中の児童が殺害

される事件が続きました。本人はもとより、我

が子を殺された親の無念は察するに余りあるも

のであります。 

　こうした事件がいつ、この宿毛市で起こるか

もしれないのが今日の日本社会であります。我

が町でこうした事件を起こさないためにと、各

地でこれまでにも増して、「子どもを守れ」の

新たな取り組みがされております。 

　親が付き添っての登下校、自家用車での送迎、

自治体による通学バスの運行、辻辻や危険箇所

での大人による見張り、ガードマンの雇い入れ、

避難の家を設定しているところ、その他あらゆ

る対策が見られます。 

　宿毛市教育委員会としては、どのような対策

を実施されているのか、また、対策の継続性に

ついてもお示しいただきたい。 

　２番目に、校内暴力の一掃についてでありま

す。 

　児童や生徒たちにとって、学校は安心できる、

楽しい場所でなくてはなりません。学校を恐怖

の館にしない、させない取り組みこそ、学校教

育の基本ともいえます。 

　校内暴力を大別すれば、まず、児童や生徒間

の暴力があります。これは、いじめ、不登校に

もつながります。また、弱者が刃物を持って逆

襲する事件も発生しております。 

　次には、教師による児童や生徒への暴力があ

ります。これは、体罰などとも表現され、教師

による暴力を温存することにもつながっており

ますが、刑法では、すべて暴力事件として取り



－ 36 －

扱われております。 

　もう１つは、生徒による教師への暴力であり、

集団で、また凶器による殺傷事件まで発生した

ことがあります。 

　こうした校内暴力をなくするためには、校長

を先頭に、教師集団が一致して暴力否定の校風

をつくり、お互いの人権を尊重しあう校風づく

りが大切かと思われます。 

　今年の高校野球も、各校で暴力事件が多発し、

試合の中身よりも暴力事件に関心が集まった感

があります。生徒をたたく、裸で校庭を走らせ

る等の事件を見るとき、指導者の人権意識の欠

如も思わされます。 

　宿毛市教育委員会として把握している宿毛市

での校内暴力の発生件数を明らかにするととも

に、こうした校内暴力、子どもの人権が尊重さ

れない風潮を、どう改善するのかをお聞きいた

します。 

　また、暴力に訴えなくても、教育はできる力

量を教師に持たせるにはどうするのか。教師を

暴力行為に走らせてしまう教育環境を、どう改

善するのかについてもお尋ねいたします。 

　最後に、学校行事での安全対策について、お

尋ねいたします。 

　学校内外の行事中に事故が発生することがた

びたび聞かれます。こうした事故を防止するた

めに、教育委員会として、どのような対策を立

てておられるのか、お尋ねいたします。 

　今回は、特に落雷の被害対策を取り上げます。 

　これまでにも、学校行事中に落雷で死亡や負

傷した事件がありましたが、その多くの場合に、

学校関係者が落雷の危険に対する知識があれば

回避できたと思われるものであります。 

　元土佐高の生徒が、サッカーの試合中に落雷

を受け、負傷した事件の裁判で、高知地裁、高

松高裁とも、生徒側の訴えを退けたことを、私

は奇異に思っていました。しかし、最高裁は、

１２月９日、上告を受理し、高裁判決が見直さ

れる可能性が大となりました。 

　この決定は、指導者が落雷の危険性に対する

知識、予見能力を持たなくてはならないと判断

したともいえます。宿毛市教育委員会として、

この最高裁決定をどう受けとめるか。学校関係

者に落雷の危険に対する知識、予見能力を持た

せ、子どもを落雷被害から守るためにどうされ

るかについて、そのお考えをお尋ねいたします。 

　以上で、私の１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、最初にアスベスト対策ということでご

ざいますが、浅木議員、今、アスベストの関係

について、るるご説明もありましたが、まず、

アスベストというものそのものから少し説明を

させていただきたいと思います。重複するかも

しれませんが、お答えをいたします。 

　アスベストは、皆さんご存じだと思いますが、

天然の鉱物繊維で石綿、「いしわた」と呼ばれ

ておりまして、熱や摩擦に強く、切れにくい。

酸やアルカリにも強いということで、丈夫で変

化しにくいという特性を持っておるわけでござ

います。 

　昭和４０年から平成２年にかけて、石綿とし

て大量に輸入されまして、安価で加工しやすい

ために、以前は建物の内装ボードなどに多く使

用されました。 

　それから、車両や船舶のブレーキやクラッチ

など、さまざまな用途に使用されてきました。 

　アスベストは、そこにあること自体が直ちに

問題ではないということでございまして、その

繊維が極めて細いために、飛び散ることがあり

ます。それで、それを吸い込むことが問題にな

るために、労働安全衛生法とか、大気汚染防止

法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで、
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飛散予防等が図られておるわけでございます。 

　アスベストは丈夫で変化しにくいため、吸い

込んで肺に入ると、組織に刺さりまして、これ

は１５年から４０年の潜伏期間を経て、肺がん、

悪性中皮腫などの病気を引き起こす恐れがある

といわれている物質ということでございます。 

　昭和４０年ごろには、アスベスト使用の有害

性が、国際的にも明らかになっていたにもかか

わらず、アスベストの輸入、生産、使用の全面

禁止が行われなかったが、昭和５０年に吹きつ

けアスベストが使用禁止となりまして、今日で

は、一部の石綿製品を除き、輸入製造使用が禁

止となっております。 

　ことし６月、先ほどのご質問の中にも出まし

た株式会社クボタが、石綿による従業員の健康

被害を公表して以来、石綿製品の製造、取扱事

業所で多くの従業員等が石綿の起因する中皮腫

で死亡している事実が明らかになりまして、さ

らに事業所周辺の住民への健康被害が明らかに

なるなど、改めて石綿の有害被害が全国的に大

きな社会問題となっているのが実情でございま

す。 

　個々いろいろ、８項目ぐらいにわたりまして、

議員からのご質問でございますが、一つひとつ

取り上げていきますと、まず、１つは庁内にア

スベスト対策のプロジェクトチームをつくって

対応すべきではないかということでございます

が、これは、県におきましては、高知県アスベ

スト対策本部を設置しまして、アスベスト問題

市町村連絡会におきまして、市町村との連絡調

整を図っています。 

　県から、市町村も窓口を開設するよう、指導

がありまして、本市では環境課が総括的な窓口

となっておりまして、健康に関しては、保健介

護課が、建築に関しては都市建設課が相談に当

たっています。 

　県からの文書や、各種の情報につきましては、

これで関係課に周知するなど、情報の共有化を

図っておりまして、今後とも、関係課との連携

を密にして、対応してまいっていきたいという

ふうに思っております。 

　次に、本市の公共施設におきますアスベスト

の使用状況につきましては、本年８月１５日に

５５４施設について調査しまして、市役所本庁

舎及び下水ポンプ場の２施設に吹きつけ材が使

用されているということが確認できました。 

　アスベストの含有の有無について、専門の調

査機関に検体の分析を依頼しました結果として、

毒性の少ない白石綿が含まれていることが判明

しました。 

　このため、両施設の浮遊量調査につきまして

も実施をいたしまして、本庁舎の階段裏側壁面

に０．２８ファイバー・パー・リットルという

ふうな数字。それから、下水ポンプ場１階ポン

プ室におきましては、０．２４ファイバー・パ

ー・リットルという数値が出ました。 

　これは、１リットル中に０．２８の、本庁舎

ではファイバー繊維があるというふうなことで

ございますが、アスベストの含有濃度に関する

最も厳しい基準値では、世界保健機構が石綿に

起因する肺がん及び悪性中皮腫のリスクは、検

出できないほど低いとしている濃度範囲を抑え

ることを目的として、環境庁が定めている敷地

規制基準が、これは１０ファイバー・パー・リ

ットル、いわゆる１０という数字が出ている。

１０ファイバーということがあります。 

　それで、高知県が定めた室内基準は、これの

１０倍厳しい、国よりさらに厳しい１ファイバ

ー・パー・リットルというふうになっておりま

す。 

　今回、調査しましたこの２施設でございます

が、国よりも厳しい高知県の基準よりも大きく

下回っておりまして、現状では人体に影響はな

いものというふうな報告を受けております。 
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　一方、新聞報道でございました学校給食セン

ターにつきましては、調理機器の含有調査のた

めに、購入先の会社に問い合わせをしました。 

　そうしたところ、炊飯ライン、これは炊飯機

器及びロースター、これは焼き物とか揚げ物の

機器でございますが、これの一部にアスベスト

を含む断熱材を使用しているということが判明

しましたために、本年１０月１日に、周辺の浮

遊量調査を実施いたしました。 

　この間、１０月３日から、給食を一時休止し

まして、１０月３日の調査報告を受けるまでの

間、保護者の皆様には大変ご心配とご迷惑をお

かけいたしましたが、この調査結果を申し上げ

ますと、炊飯ラインで０．４８ファイバー・パ

ー・リットル、それからロースターが０．１６

ファイバー・パー・リットルという数値結果で、

人体に影響がないということで、１２月１２日

から給食を再開しております。 

　今後におきましては、吹きつけ材以外で含有

が確認されている、これは波型スレートとか、

壁面板等の解体時の取り扱いについては、これ、

十分に注意しまして、近隣に飛散することがな

いよう、努めてまいらなきゃいけないというふ

うに思っております。 

　それから、３番目でございますが、使用在庫

廃棄状況の実態調査ということでございますが、

失礼しました。今、１０月１２日を１２月と申

し上げたようでございます。訂正いたします。

失礼しました。 

　廃棄状況、使用在庫廃棄状況でございます。

これは、アスベストの優れた性質というものが

ありまして、いろいろ、さまざまな用途に利用

されて、特に建材に多く使用されております。

昭和３０年ごろから使われ始めて、ビルの高層

化とか、鉄骨骨材化に伴い、飛散性の高い吹き

つけアスベストが、鉄骨構造物などの軽量耐火

被覆材として、昭和５０年ごろまで使用されて

きたといわれております。 

　また、安価、安い工業材料であったために、

スレート材、それから防音材、断熱材、保温材

などに使用されていましたが、代替可能なこと

がありまして、平成１６年１０月から、先ほど

申しましたように、輸入、製造、使用が禁止と

なっています。 

　建設資材の在庫については、市内の２事業所

に問い合わせをいたしました。ここでは、在庫

はもうありません。それから、スレート板につ

きましても、平成１６年９月以降のものは、無

石綿板、これは石綿を使ってない板ということ

でございますが、ということになっているとい

うことを聞いております。 

　アスベストのところで言ったとおりですが、

どの建物にどれだけ使用しているというふうな、

市内全域の実態把握はいたしておりませんで、

調査することが、市内全域ではちょっと困難で

はないかなというふうに思っております。 

　廃棄処分も含めまして、広報等によりまして、

これは周知を図っていかなきゃいけないかなと

いうふうに思っております。 

　それから、住民の健康相談でございます。今

のところ、市での健康被害等に関する相談とい

うのが受けておりません。 

　これは、もしこういうのが出ましたら、幡多

福祉保健所に、管轄ということになります。 

　幡多の福祉保健所では、今まで１１件の相談

があったということでございますが、宿毛市か

らの相談はありませんというふうになっており

ます。 

　被害に遭った場合の対応につきましては、相

談窓口は幡多福祉保健所となりまして、一次検

診期間として、幡多健康センターで実施をしま

して、内容として、これは問診、胸部レントゲ

ン撮影、診察というふうなものが実施されると

いうふうなことになっております。 
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　それから、５番目でございますが、関係事業

従事者の労災認定であるとか、救済制度の新た

な制度化への、国に対しての働きかけでござい

ますが、現在、厚生労働省から各事業所に対し

まして、退職者に対しても、健康診断を行うよ

う、要請を行っております。 

　その結果、一定の所見が見られる場合は、高

知労働局に申請すれば、健康管理手帳の発行と、

労災補償を受けることができるようになってお

ります。 

　先日の新聞報道でございますが、国において

検討されていた石綿救済新法案の公表がなされ

まして、労災が適用されず、石綿が原因で中皮

腫や肺がんになった工場周辺の住民や、労働者

とその遺族が対象となるものでありまして、来

年の通常国会に法案提出という報道がなされて

おります。 

　また、厚生労働省におきましては、石綿との

因果関係について、医療的な裏づけは求めない

方向で、労災の認定基準を見直すと、このよう

な方針であるというふうに聞いております。 

　６番目でございますが、製造、使用の全面禁

止、在庫品の回収ということをおっしゃってお

られます。アスベストの製造は、既に原則禁止

されておりますが、例外的に用いられているア

スベスト含有製品については、遅くとも平成２

０年までに全面禁止を達成をするため、代替化

を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め

て、さらに早期代替化を検討中であるというこ

とでございます。 

　在庫品の回収については、国から、本年８月

に建材、建築物のメーカー団体に対し、アスベ

ストを含有する建材等の情報公開、提供を行う

よう、要請しているという情報を得ております。 

　それから、７番目でございますが、建造物解

体時の安全対策の徹底、石綿を含有する建物の

解体時の飛散防止ということになろうかと思い

ますが、これも、厚生労働省が、解体現場の安

全対策を、労働基準監督署に届出を行うよう義

務づけております。 

　また、吹きつけアスベスト除去工事は、大気

汚染防止法によりまして、県にも届出が必要と

なっております。 

　また、労働基準監督署及び県におきまして、

現場確認が行われるというふうになっていると

いうことでございます。 

　それから、解体作業におけます作業者につき

ましては、作業保護具や作業着の使用、作業者

に対する教育、飛散防止の湿潤等が、作業マニ

ュアルとして定められております。 

　８番目でございます。消防隊員への防じんマ

スクの配備についてでございますが、消防隊員

が災害現場におきまして消火活動、救助活動、

破壊活動等の消防活動を行う場合には、空気呼

吸器とか、防じんマスク等を着用しまして、石

綿粉じんを吸入しないよう措置を講ずることが、

これは絶対必要でございます。 

　一定数の防じんマスクを配備していきたいと

いうふうに考えております。 

　次に、千寿園の跡地の利活用でございます。

旧千寿園跡地につきましては、３月２８日に建

物を撤去しまして、遊休土地となっております

が、本市の厳しい財政状況から、行政改革大綱、

並びに行政改革集中プランの中でも、財政の健

全化と土地の有効利用を図るために、遊休土地

の貸しつけとか、売却を積極的に検討するとい

うこととしております。 

　浅木議員から、千寿園跡地に新たな道の駅を

建設すべきであるとのご提案をいただいたわけ

でございますけれども、本市には、平成３年４

月に、宿毛サニーサイドパークが建設されてお

りまして、また、民間グループによって、だる

ま市とか金曜市等が開催されている現状とか、

本市の厳しい財政状況からも、新たに公営施設
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としての道の駅を整備することは、現在では困

難ではないかというふうに考えております。 

　次に、指定管理者制度についての、るるのご

質問でございます。 

　この指定管理者制度につきましては、多様化

する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応

するため、公の施設の管理に、民間の能力やノ

ウハウを幅広く活用しまして、住民サービスの

向上と、行政経費の節減等を図ることを目的に、

導入されたものでございます。 

　公の施設の管理を、民間企業等に行わせるこ

とによりまして、住民サービスにトラブル等が

懸念されるとのご指摘でございますが、本制度

は、指定管理者に行政処分である公の施設の利

用許可にかかる行為を行わせることはできます

が、使用料の強制徴収を初め、不服申立てに対

する決定や、行政財産の目的外使用許可等の権

限については、地方公共団体の長のみの権限と

なっております。 

　このために、住民サービスに関して、不公平

な取り扱い等が行われた場合には、市長が必要

な指示を行うことができることというふうにな

っております。 

　指定管理者が、この指示に従わない場合は、

その指定を取り消すことができることが、条例

で規定をされております。 

　また、施設の休館日、開館時間とか、利用制

限の要件、管理を通じて取得した個人情報の取

り扱い等の業務運営の基本的事項についても、

公の施設の適正な管理の観点から、条例で明記

することとしております。 

　さらに、毎年度、終了後に事業報告書の提出

を指定管理者に義務づけるなど、適正管理につ

いて、十分チェックできる体制であると考えて

おります。 

　指定管理者の指定の期間につきましては、個

別の施設ごとに、条例で定めることとしており

ますが、期間の設定に当たっては、合理的な理

由もなく、長期間の指定を行うことは、公の施

設を効果的かつ効率的な管理の観点からも好ま

しくなく、施設の目的とか、実情等を勘案しま

して、適切に定めることとしております。 

　今議会に提案申し上げました４施設につきま

しても、それぞれの施設に応じて、適正に期間

を定めております。 

　次に、河戸堰と申しますか、河戸堤防の桜並

木復活ということで、宿毛音頭の一節も浅木議

員にご紹介を、改めていただいたわけでござい

ます。 

　ただいま、清流と桜の会によりまして、桜並

木の復活をしようという運動、動きがありまし

て、先ほど、議員からもご説明がありましたと

思いますが、宿毛土木事務所、高知県から堤防

へ桜を植えていいという許可がなされたという

ことを聞き及んでおります。 

　この清流と桜の会ができたいきさつにつきま

しては、これは本市出身の竹内明太郎さんが創

設された株式会社小松、小松製作所でございま

すね。この小松製作所の会長さんが、ことし３

月、当市にお見えになられまして、その時に小

松の中に財団法人日本花の会というのがあって、

花を全国に普及させているということでござい

まして、宿毛市にもぜひ、この花をどうかとい

う話がございました。 

　そういういきさつを受けまして、市民の方々

が清流と桜の会というのをつくっていただいて、

この団体でこの桜をいただいて植えていこうじ

ゃないかというふうな発案がございました。 

　この清流と桜の会の皆様には、非常に桜を愛

するということ、そして宿毛の名物にしていこ

うと。河戸堰の歌のとおりのことをやっていこ

うじゃないかというふうな気概でやっていただ

いております。 

　ただ、当市におきましては、桜前線一番乗り
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をうたい文句としまして、平成２年より現在ま

で、約５万本の桜の苗木を配布しまして、市民

の皆さんはもとよりでございますが、多くの団

体組織のご協力をいただきまして、大島桜公園

を初め、市内各所に桜の植樹がなされておりま

す。 

　その桜の管理につきましては、それぞれの地

区や関係団体の皆さんによります自主的な取り

組みとして、桜の育成管理が継続されていると

いう現状にもございます。 

　そういったことで、清流と桜の会の皆様方に

も、こういった形での多大なご配慮、ご協力を

いただき、先だっては、小松の会長がお見えに

なった後で、日本花の会所属の事務局長さん、

それからその会の専門家の植物学者さんが、先

般、当市を訪れまして、植樹計画地の現地調査

を始めまして、当地の気候風土にマッチする種

類の桜を選んでいただきまして、これは名称を

センダイヤというふうな形で、この花を当市に

寄贈するということになったわけでございます。 

　この桜の苗木を、清流と桜の会の皆様が植樹

をしていただけるということになっております

が、この会への支援策につきましては、厳しい

財政状況というのはご存じのとおりでございま

すが、美術的なスタンスを持って、桜の育成管

理を継続していただいております既存の地区の

方や、関係団体との均衡の面から、先も述べま

した苗木の提供を原則として、以後にかかる育

成管理につきましても、清流と桜の会の皆様に

お願いしてまいりたいと。 

　もちろん、これは行政として、今まで同様に、

ほかの団体と同様なご支援もさせていただきた

いというふうには思っております。 

　ただ、ここで金銭的にどうするということを、

ちょっと確約というのは申し上げづらい状況に

ありますことをご理解願いたいと思います。 

　それから、悪徳商法対策についてでございま

す。るる議員からもご提案ございました、１１

０番を設置せよとかいう話、対策について、万

全を期せよというふうなご質問だろうと思いま

す。 

　これにつきましては、当市におきましては、

企画広報課を窓口といたしまして、市民の方か

らの相談を受けています。現在のところ、架空

請求と思われるものとか、訪問販売によりまし

て、購入の希望がないのに契約を交わしてしま

って、解約したいのだがどうすればいいかとい

うような相談が月に二、三件ございます。 

　ご相談いただく内容によりまして、企画広報

課で対処できるものであれば、相談者に対して

アドバイスをしたり、クーリングオフによりま

して、解約が可能なものについては、手続の説

明をしたりしております。 

　相談の内容によりましては、専門的な知識が

ないといけないと、対応ができないというふう

な件もございます。そのような件につきまして

は、県の消費者センターにご協力いただきまし

て、直接、相談者にアドバイスをしていただい

ております。 

　このように、市民の方々が悪徳商法とか、詐

欺まがいの行為に遭われたときの相談窓口を、

企画広報課に設けていることとか、架空や訪問

販売などについて、注意を促すように、適時、

これからも広報にも掲載していきたいと思って

おります。 

　まだ、市民の方々にここで受け付けている相

談窓口ですよということが広まっていないので

あれば、引き続き、広報などにより伝えてまい

りたいというふうに思っております。 

　次に、有害鳥獣対策でございます。これは、

いろいろ議会の中でもご質問、たびたび出まし

て、畑をつくっている人とか、現地の方々、非

常に被害に遭われているということは、十分承

知しております。 
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　近年の被害状況からまず申し上げますと、平

成１５年度が被害面積４５．４９ヘクタール、

被害額で１，３７１万５，０００円。１６年度

では、面積が６８．０６ヘクタール、被害額に

おきましては２，２３５万７，０００円。１７

年度は、これは１０月末現在でございますが、

被害面積３３．４５ヘクタール、被害額が１，

０９２万６，０００円という状況になってます。 

　年によって、多少の差はあろうかと思います

が、農林産物の生産者にとっては、非常に苦労

されているというふうな思いを持っております。 

　このような現状におきまして、本市の有害鳥

獣対策としましては、宿毛市有害鳥獣被害防止

対策協議会を開催をしまして、猟友会、農協、

森林組合、鳥獣保護員、県の関係機関と連絡を

とり、対策を講じておるところでございます。 

　主な事業といたしましては、イノシシとシカ、

これは１頭につきまして５，０００円。サルは

１匹につき１万円の捕獲報償金を支出しまして、

お話のありました電気牧柵機設置に関する補助

事業を、また実施しております。 

　この電気牧柵機１基につきまして、１万８，

０００円の補助を行っております。 

　交付実績でございますが、平成１５年度には

１４基、これが２５万２，０００円。平成１６

年度では２基、３万６，０００円。平成１７年

度では８基、１４万４，０００円という電気牧

柵機補助の交付実績がございます。 

　電気牧柵機につきましては、地区長さんとの

懇談会等でお知らせをしてまいりました。周知

不足の面があったかもしれません。今後はまた、

関係機関と協議しまして、よい周知方法を考え

ていきたいというふうに思っております。 

　それから、あと、いわゆる余りなじみでない

言葉でございますが、予察捕獲ということで、

被害が出てからじゃいけないよという話ですが、

これは先ほど申し上げました宿毛市鳥獣被害対

策協議会が、これは認めたものに対しまして許

可することができますが、捕獲の実施に当たっ

ては、過去５年間における鳥獣の被害等の発生

状況、それから生息状況を検討しまして、生息

数を低下させる必要があるほど、強い害性が認

められる場合にのみ、有害鳥獣被害発生予察表

と、有害鳥獣特別捕獲計画書というものを、予

察捕獲実施の前年度の３月末までに作成してや

る必要がございます。 

　これも今後、きちんとした形で、被害が出な

いような形をとってまいらなきゃいけないとい

うふうに思っております。 

　それから、浅木議員のあとの話で、イノシシ

の肉だ、シカの肉の利用方法を、市としても研

究せよというふうなお話だったかと思いますが、

これは、肉を、とってきた肉を販売するとか、

利用方法というのは、なかなか今の市役所の体

制ではできることは、ちょっと難しいんじゃな

いかと思います。 

　いろいろな、知恵は出すことはできますが、

取り組みの体制としては、ちょっと無理じゃな

いかなと。これは、民間の方々に、ぜひこの肉

の利用方法というものはお願いをしまして、取

り組んでいただきたい。 

　ただ、できたものに対して、外に向かって売

るということに対しては、ピーアールをしてま

いりたいし、外に向かって、売り子になってい

っても構いませんので、市の特産として、そう

いうものについては、十分なご協力をさせてい

ただきたいと、このように思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、１番、浅木

議員のご質問にお答えをいたします。 

　まず、最初に子どもたちの通学途上の安全確

保についてでございますが、宿毛市でも、前年

度を上回る不審者情報が確認されており、深刻
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に受けとめておるところでございます。 

　１０月には、ＰＴＡを初めとするさまざまな

団体に、子どもたちの安全確保対策の協力をお

願いしたところでございます。 

　また、子どもたちの安全対策は、不審者に限

らず、交通事故、災害など、さまざまなことが

考えられます。このようなことを踏まえ、交通

安全の指導を初め、防災対策など、今後もいろ

いろな取り組みを図っていきたいと考えており

ます。 

　特に、不審者対策につきましては、子どもた

ちが犠牲者とならないよう、先ほど、菊地議員

のご質問にお答えしたような取り組みを、今後

とも強力に進めていきたいと思っております。 

　しかし、社会情勢等、非常に厳しい状況にあ

り、今後とも皆様のご意見をお聞きすることや、

研究討議をする中で、さまざまな施策に取り組

んでまいりたいと考えております。 

　次に、校内暴力の一掃について、お答えをい

たします。 

　宿毛市におきましては、過去５年間で生徒間

同士の暴力事件が７件、教師の暴力行為が３件

発生しております。 

　まず、生徒間同士の暴力の排除につきまして

は、先ほど答弁いたしましたように、いじめや

暴力を許さない学級づくり、問題行動への毅然

とした対応が大切であります。 

　研修等を通じ、教職員の資質の向上を図り、

教職員が一丸となり、一人ひとりの児童生徒を

理解をし、適切な指導、支援が行えるよう、指

導してまいります。 

　次に、教師の暴力についてでございます。 

　体罰が起こる原因として、厳しくしてほしい

と、こういう保護者の期待や願いを一面的にと

らえ、信頼関係があれば手を出しても大丈夫と

いった、誤った認識から体罰を行うということ

がございます。 

　いずれにいたしましても、教職員の暴力は許

されるものではございません。教育委員会とい

たしましては、このような暴力行為に対しては、

厳しく対処するとともに、再発防止に向け、取

り組みを行っているところでございます。 

　学校教育において、体罰をなくしていくため

には、教職員一人ひとりの自覚を促すことはも

とより、教職員が一致団結して、体罰を生まな

い学校づくりを進めることが必要でございます。 

　そのため、教職員の人権意識を高め、生徒指

導のスキルアップを図る研修の実施、管理職の

リーダーシップのもと、教職員の共通理解と、

風通しのよい職場環境づくりを進める。可能な

限り、情報発信し、保護者との信頼関係を築く

とともに、体罰は絶対行わないという学校の強

い姿勢を示すといった取り組みを進めていると

ころでございます。 

　また、部活動を初めとするスポーツの分野で

の暴力が目立つというご指摘でございますけれ

ども、部活動では、強くするためには、体で教

え込むといった指導者の経験に基づく考え方、

勝敗にこだわる余り、本来の教育目標である人

間形成からかけ離れた指導をしているケースも

見受けられます。 

　勝利第一主義や、愛のムチといった体罰を容

認する土壌や風土は、少なからず体育分野にも

あろうかと存じます。 

　しかし、体育分野においても、暴力行為は決

して許されるものではございません。いかなる

分野であろうと、暴力行為に対しては、厳しく

対処していくとともに、学校、家庭、地域が一

体となって、暴力は許さないという環境づくり

を進めてまいります。 

　次に、学校行事での安全対策について、お答

えをいたします。 

　児童生徒の安全対策につきましては、災害事

故、事件の発生した場合に備え、防災、防犯対
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策の徹底を図り、児童生徒が安心して学校生活

が送れるよう取り組んでおります。 

　さて、雷による被害につきましては、この８

月には都高体連の軟式野球新人戦の試合中に芝

生に落雷し、高校生の２人が負傷した事故がご

ざいました。また、平成９年８月に、大阪のサ

ッカー大会の試合中に、土佐高校１年生が雷雨

に遭い、意識不明の重態に陥るというショッキ

ングな事件を記憶しています。 

　宿毛市におきましては、雷が発生すれば大会

を中断する等の指導をしており、幸いなことに、

これまで学校行事等での児童生徒への雷被害の

事例はございません。 

　しかし、遠くの雷鳴だから大丈夫といった甘

い認識で避難がおくれ、惨事につながることも

危惧されます。今後、教職員の雷に対する知識

を高めていくとともに、雷の発生があれば、す

ぐに安全な場所へ児童生徒を避難させる等の指

導を徹底してまいります。 

　そして、雷を初め、火災や地震、津波、台風

等の防災の取り組みを進め、児童生徒の安全確

保に努めてまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　再質問をさせていただ

きます。 

　市長と教育長に質問をいたしましたが、まず、

市長に対する質問の方から、先に進めたいと思

います。 

　そのうちのアスベスト対策についてですが、

先ほど、このアスベストについての被害、なぜ

こういうふうになっていくかということについ

ても、わかりやすいご説明がございました。 

　そうした中で、宿毛として何ができるかとい

うことが、非常に大事であります。 

　先ほど、市長も詳しく説明されましたが、そ

ういったことについて、アスベストそのものの

危険性について、今の市民の中に、市長、わか

っているだろうということですが、まだまだわ

かってない人もおると思うわけです。 

　そういった点で、より市民の皆さんが、この

危険性が認識できるような取り組み、こういっ

たものをしていただきたい、このように思いま

す。 

　それと、一番大事なのは、この宿毛市から今

のとこ、市長は被害が出てないというご答弁で

ございました。これからも、そういう被害が、

健康被害が出ないことを私も望むわけでありま

す。 

　しかし、これは長期の潜伏ということもあり

ますので、被害に遭った恐れのある人に対して、

やはり必要な措置をしてもらいたいと。特に、

そういう心配のある人、これはアスベスト工場

で働いていた人、そしてその家族。ここにはア

スベスト工場はありませんので、そういう心配

はないかもわかりませんが、もし、そういうと

ころへ若いときに勤務しておった、そして帰っ

てきたとか、そういう人はおるかもわからんわ

けです。そういった面で、対策が必要だと。 

　それと、もしアスベスト工場、近くで住みよ

って、今、宿毛へ帰っている、こういった人に

ついても、被災している恐れがあるわけでござ

います。 

　こういった人について、特に家族、アスベス

ト工場の従業員の人の家族についてまで、同じ

結果が出ているということに、私は驚きました。

これは、従業員の方がアスベスト工場で働き、

そのまま帰ってくる。そして、その着てた物を

家で洗濯する。脱いだり洗濯する。そのことに

よって、家族の中にもアスベスト被害者が出て

いるという報告がされているわけです。 

　そういう面で、直接従事してなかっても、家

族が巻き込まれる、こういうこともあるわけで

ございます。 
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　それと、生産工場でなくても、この資材を使

っているとこ、この面では、市長もお話があり

ましたが、船の関係、船舶工場で働いていた人

にアスベストによる被害者が多く出ていると。

その次に多いのが、建設関係というふうになっ

ているようであります。 

　こういった方については、ひょっとしたら宿

毛市の中にもおるんじゃないかと心配されるわ

けでございます。 

　本人の訴えがなければわからないわけでござ

いますので、こういう職歴、前歴のある方につ

いては、極力、健康診断を受けて、早期発見、

早期治療、これをするような取り組みを進めも

らいたい、こう思うわけでございます。 

　それと、アスベスト機材、こういったものを

現在、使用している建物、こういったところに

住んでいる人がおるわけです。これについては、

所有者、居住者ともに、やはり危険性のあるも

のについては退去するなり、いろいろなアドバ

イスをするべきじゃないかと思うわけです。 

　消防への防じんマスク、これは特別小さな繊

維でございますので、専用のものがあるという

ふうに聞いているわけですが、そういったもの

を配備していただけるという回答でございまし

たので、ぜひそういう方向で進めていただきた

いと思います。 

　こういった面で、宿毛市の中で被害者を、あ

れば早期に解決する、こういうふうにしてもら

いたいと思います。 

　それから、宿毛市の公共事業における、公共

的施設における使用状況について、先ほど、市

長からお話ありました。これについては、昭和

６３年、この年度に第２回、第３回の定例会議

で、現議長の岡村議員も取り上げております。 

　その市長答弁の中で、宿毛市ではアスベスト

の関係については、使用しておりませんと、議

事録に残っております。 

　当時の市長、現在はかわっておりますので、

責任はないわけではございません。やはり、十

分な調査をして議会で答弁したのか、私は非常

に疑問に思うわけでございます。 

　先ほど、市長の答弁では、量的に少ないから

ということでございましたが、それでも使って

いることには変わりないと、そういった面で、

正確な答弁ではなかったと疑問に思うわけでご

ざいます。 

　この点について、もし、わかればお答え願い

たい。 

　それと、学校給食センター、これにつきまし

て、過去には手袋の問題で岡村議員が取り上げ

ておりますが、今度また、新たに使用している

状況が発生したと。確かに、そのまま食につい

て入るということではないかもわかりませんが、

こういった子どもの食事をつくる、こういった

場所にあること自体、非常に問題があるんじゃ

ないかと。 

　所定の基準以下であるということではありま

すが、やはり再検討するべきじゃないかと思い

ます。 

　以上が、アスベスト問題についての再質問で

あります。 

　続きまして、千寿園跡地につきましては、私

の方で提起をいたしました問題について、市長

の方では土地の有効利用、財政事情も厳しいと

いうことでございますが、今後、市民の声を聞

いて、やはり判断をしていただきたい。 

　確かに塩漬け土地もございます。いよいよ不

用なとこを長期に持っとくということについて

は、財政上の問題ありますので、私もそういう

ものについての早期処分については、同感でご

ざいますが、市民がどうしても使いたい、こう

いうふうに発展させたいというものについては、

やはり考えていくべきじゃないかと思います。 

　指定管理者制度については、市長から答弁あ
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りましたが、実態把握、こういった面について、

市長として今後、十分留意して進めてもらいた

い。こういうことで、この項目についての再答

弁は求めません。 

　それから、河戸堤防への桜についてですが、

これについてのいきさつについても、市長の方

から説明はいただきました。私が前もって長い

説明をいたしましたのも、確かに宿毛市に５万

本の桜を植えた、このことは私も知っているわ

けですが、特にそういった伝統を復活しようと

いうことでこれから取り組んでいる、そういっ

た面で、やはり宿毛市の中心部へ、こういった

昔の名所を復活する、こういった取り組みにつ

いて、今後、さらにご検討をいただきたい、こ

う思うわけでございます。 

　悪徳商法につきましては、企画広報課が窓口

ということでございますが、相談に来た市民に

対して、やはり、内容にもよるということでご

ざいましたが、やはり適切にそれぞれのアドバ

イスをしてもらいたい、こう思うわけでござい

ます。 

　できれば、特別に窓口をつくって、の取り組

みということにしていただきたいと思います。 

　有害鳥獣、これについては、先ほど説明いた

だきましたので、なお今後、被害が発生する、

こういう状況になったら、新たな取り組みをお

願いしたいと思います。 

　以上で、市長に対する再質問を終わります。 

　今、質問いたしました内容についてのご答弁

をお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　浅木議員の再質問にお

答えを申し上げます。 

　いろいろ、アスベスト関係で、いろんな対策

をしなさいというご指摘でございます。 

　市として、できる限りのことはやっていかな

きゃいけない。その前歴調査というふうな、市

民の方に対して、そういうことはちょっと無理

かと思いますので、やはりアスベストの危険性

というものを皆様に知っていただくということ

が大切でありまして、その上で、こういった該

当する方については、検診ということをしてい

っていただきたいというふうな、ご自分の方か

ら手を挙げていただくというふうなことを、広

報等で周知してまいりたいと、このように思っ

ております。 

　アスベスト関係は、非常に、１５年とか２０

年、３０年というタームで発生するということ

を伺っておりますので、昔いた人が今ごろにな

って出てくるというふうなことがございます。

まず、そのアスベストの怖さというものを、き

ちんと広報すべきだというふうに思いますので、

この面につきまして、市民の皆様に知らせてま

いりたいと、このように思います。 

　それから、公共施設の使用状況、十分な調査

をしたかということでございますが、恐らく、

私の記憶では、大分前にアスベストが、これは

使っちゃいけないということがありまして、か

なり騒がれた時期がございました。 

　その後、ずっともうこれで終息したかと思い

ましたが、今回、このクボタの関係ですか、そ

ういうことで、急に、恐らく吸った人が発病し

たということでございますので、これで新たに、

これは調べなきゃいけないんじゃないかという

ことで、国や県からも調査が来ました関係で、

きちんと調べた結果が、庁舎の階段裏であると

か、そしてポンプ場であるとか、そして給食セ

ンターというものが出ました。 

　そういうことで、これは市役所あげて、きち

んと調査した結果でございますので、そのとお

り報告させていただきます。 

　また、給食センター、石綿、これが、昔は当

然のごとく使われてたわけでございますので、

そういう意味も、話も先ほど、させていただい



－ 47 －

たわけですけど、給食センターのこの後でござ

いますが、これは石綿使用がありましたけど、

浮遊物、その０．何ぼということは、先ほど数

字で申し上げました。これは、機材を変えて、

今、石綿使用をしておりませんので、このこと

もご報告を申し上げます。 

　それから、千寿園の跡地でございます。市民

の声を聞けということ。市民の声を、この議会

の場でも、議員の皆様がおっしゃることが市民

の声というふうに、私も受けとめているわけで

ございます。 

　全部聞いていると、本当に財政状況も大変で

ございまして、本当は全部聞いて、やりたい気

持ちはあるんですが、そこら辺の財政状況、市

の置かれている立場、そういうものと、本当に

公共的にいい選択は何かというものを、やはり

我々、判断していかなきゃいけないんじゃない

かなというふうに思います。 

　それにはまた、議員の皆様方からも、いろん

なご意見をいただいたり、こうやったらどうか、

こうしたら財政状況見渡しても、こうじゃない

かとかいうふうなご提案も、いただければあり

がたいのかなという気はしております。 

　何も、市民の声を聞かないということではご

ざいませんので、聞きながらいい選択をしてい

きたいということでございます。 

　それから、清流と桜の会につきましても、こ

れはもう、その会のことだから知らんぜよとい

う話じゃなくて、これは行政としても、できる

だけのことはやっていきますというふうなこと

でございますので、ご了解を願いたいと思いま

す。 

　それから、悪徳商法に対する特別窓口をつく

れということでございますが、これは機構的な

問題、人員的な問題もございます。今は企画広

報課で、この対策の窓口でございますというこ

とでご容赦を願いたいというふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　教育長に対する再質問

を行います。 

　通学途上の安全対策、これについては、菊地

議員の質問でもありましたし、あとの質問にも

入っておりますので、再質問はいたしません。 

　それから、そこで私は学校行事での安全対策

について、先ほど、説明がありましたが、その

中で、雷の危険性、これについての認識は新た

にしているということでございますが、一番大

事なのは、現場で即座にどう判断するかという

ことでございます。 

　普段から、そういう知識を持ってないと、判

断できないと思うわけです。 

　私も、長期に営林署の中におりましたので、

雷については、非常に危険な思いもし、また、

現場で職員が亡くなるというふうな事態も発生

して、困ったこともあるわけです。 

　そういった面で、やはりこの、具体的に取り

組みをどうするのか、雷対策。 

　主には、梅雨明けが一番激しいようでござい

ますが、それ以外にも、時々発生しますので、

それまでに、そういう時期までに、できるだけ

そういうふうな機会をつくっていただきたいと、

こう思うわけでございます。 

　時間的なものもありますので、この点に絞っ

て再質問をいたします。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、１番、浅木

議員の再質問にお答えをいたします。 

　先ほども、雷に対する安全性の取り組み、こ

のことはお話、ちょっとしましたけれども、一

番大事なことは、やはり教職員に、この雷の危

険性ということを周知徹底すると。 

　幸いにも、先ほども申し上げましたように、
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２つの事例もございます。また、今、浅木議員

さんの方からも、そういう事例もいただきまし

たので、そういったことを、学校の方にお知ら

せしながら、取り組みをしていきたいと、この

ように思っております。 

　行事に、ほとんど宿毛市の場合、教育委員会

がかかわっていきますので、余計にそういった

取り組みが展開しやすいのではないかなと思い

ますので。 

　とにかく、教職員の意識向上、雷に対する知

識の向上ですね、そういったことを指導して、

取り組みをしていきたいと、こういうように思

います。 

○議長（岡村佳忠君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　市長から、いろいろな

説明を受けましたが、やはり市民生活を守ると

いうことで、これからもぜひ取り組んでいただ

きたい。 

　そしてまた、教育長には、子どもの命と人権

を守る、こういった観点から、先ほどのような

教師による判断ミス、過失がないような取り組

み、こういったものをお願いいたしまして、再

質問を終了いたします。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、１５分間休憩

いたします。 

午後　２時４３分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時５６分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、一般質問を

いたします。 

　まず、市長の政治姿勢に質問の中心を置きな

がら、個々にわたり質問をさせていただきたい

と思います。 

　まず、平成１８年度予算編成方針についてで

ございますけれども、政府与党の三位一体の改

革による宿毛市への影響、こういうことについ

て質問をしてまいります。 

　去る１１月の末に、三位一体改革に関して、

政府と地方６団体との合意がつき、昨年度から

懸案となっておりました地方への３兆円の財源

移譲、そしてその中身の、残っていた６，００

０億円、このことが決まったということになっ

ておりますけれども、そもそもこの改革案は、

国から地方へ補助金等を４兆円も減らしながら、

一方で地方には３兆円だけ財源移譲する、こう

いうものでございました。 

　しかも、財源移譲については、その算定根拠

に、人口が大きなウエートを占めることが予想

され、高知県や本市にとっては、極めて厳しい

結果が予想されております。 

　さらに、この三位一体改革の残っている課題

といたしまして、今後、地方交付税の見直し、

これが、これから本格的に検討されるというこ

とになっておりますけれども、本市にとっても、

全く予断を許さない情勢になっていると思いま

す。 

　地方分権の推進のための三位一体改革とは名

ばかりで、過疎化が急速に進行している高知県

や地方の市町村は、財政運営の見通しがたたな

い地方破壊の改革でございます。 

　また、自公両党の合意によって、防衛庁の省

への昇格と引きかえに、児童手当の支給は、小

学校５年までから６年生までに引き上げられま

す。 

　対象年齢の引き上げは大きな前進でございま

すが、国と市町村の負担割合が逆転し、地方の

負担増は、合計で２，３００億円に達するとい

われております。 

　既に平成１６年度から、地方交付税は減額さ

れてきているわけでございますけれども、今後、
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国の動向も含めて、本市にどのような影響が予

想されるのか、大まかなことについてお聞きを

いたしたいと思います。 

　市長は、この三位一体改革について、どのよ

うに評価をしているのか、このことについても

お聞きいたしたいと思います。 

　次に、宿毛市行政改革推進委員会の内容を、

どう反映させるかということで、私は、この推

進委員会の会議は、まだ継続中であるという認

識のもとに、この協議会の進行や検討内容と、

１８年の予算編成について、８日に質問をする

との通告を出しておりましたけれども、通告後

の去る９日に、新聞に宿毛市行政改革推進委員

会の答申が提出され、これを受けて、市は行政

改革大綱と、集中改革プランを発表したと報道

をされました。 

　議会には、まさに先ほどの午後の会議前に、

直前に、その資料が配付されたわけでございま

すけれども、議会で、議員や市民にまだ報告も

されてない段階でございましたので、いわゆる

プレス発表、宿毛市の公表ではないと、私は思

っているわけでございますけれども、市民に説

明していく手法が、少し理解できません。この

点について、説明を求めておきます。 

　この大綱の内容は、１７年度から実施する事

業も含めて、平成１８年度予算においては、こ

の大綱をもとに編成することとなっております。 

　当然のことながら、１２月議会は、来年度の

予算編成についての基本姿勢をただせる議会で

もあるわけでございまして、この大綱と予算編

成方針を、どのように基本的に生かしていくの

か、このことについて、今の段階でのお答えを

いただきたいと思います。 

　その内容につきましては、後日、議会あるい

は市民に具体的な形で、行政の方が説明をする

手順を踏んでいるようでございますので、個々

の内容については、当初の質問の予定から外さ

せていただきまして、今後のいろんな場の中で

ただしてまいりたい、このように考えておりま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

　続きまして、県の管理施設の運用についてと

いうことで、坂本ダムの放流システムについて

質問をさせていただきたいと思います。 

　９月議会も、この件について質問をいたしま

した。その時点では、市の行政の方が、この県

営のこの施設の運用について、正しくその状況

をつかんでないと。掌握していないということ

で、そこでの具体的な今後の対応等、あるいは

ことしの８月時点の渇水時点で、なぜあのダム

が放流をされなかったのか、放流がおくれたの

かということについて、具体的な答弁をいただ

いておりませんでしたので、今後、そのことの

理由について、説明をいただき、今後、このよ

うなことがないような、具体的な、私はマニュ

アルをきちんと、市としても掌握し、またその

内容についてただすべきところがあれば、きち

んと宿毛市という立場から、県に対し、その内

容を申し上げて、きちんとした対応をしていく

必要があるんじゃないかというふうに思います。 

　そのような点で、今後の具体的なダムの放流

システム、特にこの渇水時における放流につい

てでございますけれども、下流における流速の

測定や、あるいは基準量の問題等、その状況が

客観的に判断がされる、そういうきちんとした

マニュアルを、公にきちんと、県の方が設定す

るよう求めていくものでございまして、市の方

についての、そのことについての対応を求める

ものでございます。 

　続いて、同じく県管理の施設についてでござ

いますけれども、先ほどの坂本ダムのこともご

ざいました。いわゆる宿毛市が直接管理してい

ない、これは横瀬川ダムについても、県営の施

設でそうでございますが、県や国任せにするこ

とではなくて、やはり、宿毛市がきちんと、そ
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この操作の、あるいは運用のマニュアル、そう

いうところをきちんと掌握をして、市民の立場

から、このことについてはっきりとして、県や

国にものを申していくということが、私は必要

ではないかと思うわけでございますけれども、

そのような点での河戸堰からのこの用水の確保

について、質問を続けてまいりたいと思います。 

　これも、昨年の、特に６月、７月、８月にか

けて、宿毛用水があるあの河戸堰から取水して

いる用水が、非常に少なくなって、農業用水に

影響が出たり、あるいは、まちの用水にとって、

農業用水としていくわけでございますけれども、

余りにも少なくなったために、非常に夏場、に

おいが発生して、市民の間から、いろんな意見

が出たり、あるいはコイが死んでしまったり、

あるいは、用水ポンプが水が少ないために空回

りをしてしまって、水が上がらなくなっただと

か、そのような、非常に用水が不足する事態が

発生をいたしました。 

　これに対して、市民や、あるいは市の対応も

していただいたとは思うわけでございますが、

果たしてこの現在の可動堰が、当初のあの野中

兼山がつくった石積の河戸堰、これと同じ機能

を果たせるのか、果たしているのか、あるいは

それ以上の役割を果たしているのか、そのこと

について、いろんな論議がされているわけでご

ざいますけれども、市民の間からも、私も思う

わけでございますけれども、以前のような形で、

河戸堰に水がたまっていない。いわゆる水位が

低いために、用水に向いて水が流れていかない。

このことが、私はあるんじゃないかというふう

に思います。 

　このことについて、県の方は、仮堰を１０年

間つくっていたと、工事用の。そのために、そ

の仮堰は、以前の河戸堰から１０センチ、水位

を高くしていたので、この間の１０年間の思い

が、工事が完成をした後に、元に戻ったことに

よりまして、市民が水不足を感じているんです

ないか。 

　現在の堰の高さは、前石積の河戸堰と同じだ

という説明がされたと聞いておるわけでござい

ますが、だれが見ても、かつてのような水位は

保っておりません。 

　市の文化財として残された石積の堰が、現在

も部分的に残っているわけですが、あの堰と、

かつての堰の水位は全く一緒です。 

　ですから、あこに行って、現場で見ると、１

０センチ近く水位が下がっているわけでござい

まして、なぜこういうことになるのか、私もい

ろいろ考えてみたわけでございますが、今まで

は、いわゆる魚道、あるいは放流という形で、

堰板を閉めてその水位を確保していたわけです。

そうしながら、水は石積の天端を越えながら越

流をして、そういう水位を確保してきたんでご

ざいますけれども、ところが、可動堰になるこ

とによって、恐らく、私は堰板の高さと同じ形

で、可動堰の天端をそろえたのではないかなと。 

　そうすると、構造は一緒でも、なかなかその

放流する横断面積が、今まで堰板はせいぜい数

メートルであったものが、それが現在、見ても

わかるように、何十メートルもずっと、可動の

堰から越しているわけです。 

　ですから、私は水位が上がるはずはないんじ

ゃないかというふうに感じるわけでございます

が、その辺について、県の方がどう認識をして

いるのか。そして、宿毛市もそれを受けて、ど

のように判断をしているのか、このことについ

てお聞きをいたしたいと思います。 

　県の方は、暫定的なことも含めて、水位が上

がる対策はとらなければならないとのトップの

判断もされているようでございますけれども、

しかし、このようなことについては、きちんと

した、私は検査というか、これが必要ではない

かと思うんです。 
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　今までの堰と全く同じ高さというのならば、

具体的に図面の中で、あるいは工事の完成のそ

ういう資料の中で、同じだという証拠と申しま

すか、資料も、私は必要じゃないかと。そうい

うことを受けて、市としては、市民に説明して

いく必要があるのではないかなというふうに思

いますので、この辺についての市の方の対応を

求めたいと思います。 

　続いて、総合運動公園の遊歩道の活用につい

てでございますが、現在、総合運動公園の東側

部分に、大規模な遊歩道、これが建設をされて

おります。クロスカントリーに使えるようにと

いうことで、数千万円の工事費かけて、ここに

この遊歩道が現在、つくられているわけでござ

いますが、私が当初、この工事の内容について

お聞きしたときには、できるだけ自然を残して、

山あり谷あり、あるいは木もできるだけ伐採を

しないで、そこを避けながら、自然を生かした

公園をつくりたいというお話を聞いていたわけ

でございますけれども、この間、工事中のその

作業道、作業している遊歩道に行って見たとこ

ろが、とにかく、物すごい形で切り取りがされ

ております。これは、自然の状況を生かすどこ

ろか、自然が、私は破壊をされたような、そう

いう自然公園、あるいは遊歩道、そういうこと

には似つかわないような工事内容ではないかな

というふうに思います。 

　ただ、結果的に、今はこういう形になってい

るわけでございまして、このことについて、そ

の工法上の問題、あるいは今後の運用の問題等

の中で、勾配のことや、長さのことや、土の埋

め戻しのことなどをした結果、このような形に

なると思うわけでございますけれども、そのこ

とについての、若干の説明も求めて、最初にい

きたいというふうに思います。 

　そして、このような大きな予算をつぎ込んで

の遊歩道の建設でございますので、これをやは

り、有効に活用していくこと。そのことを行政

として、きちんと対応していく方向が必要では

ないか。 

　運動公園用地として買収したんだから、何が

何でも、そういう用地らしく、工事をしたとい

うことではなくて、やはりそのことを、宿毛市

にとって、本当に役に立つ、そういう施設とし

て、今後の運用について、どのように市の方は

考えているのか。 

　そして、このことの管理については、現在は

都市計画の中でやられているわけでございます

が、管理運用完成した後には、いろんなそこの

管理形態があるのではないかというふうに思い

ます。 

　そのような点で、今後はどういう形で検討を

されているのかということについて、お聞きを

いたしたいと思います。 

　続いて、教育長にお聞きをいたします。 

　児童生徒の登下校の安全対策ということでご

ざいます。この項目につきましては、以前、２

人の議員から、きょうも質問をされ、そしてそ

れぞれ答弁がされておるわけでございまして、

どうしても、この宿毛市としても、できる限り

の対策をとっていく必要があるのではないかと

いうふうに思います。 

　そのような点で、その前段の方が指摘しなか

った点、私の方からちょっとだけ提案をさせて

いただいて、このような方向はどうかなという

ことについて、答弁を求めたいと思います。 

　教育長の方から、地区長さんの方にも連絡を

して、そういう不審者対策については、対応し

てくれという形をされたとの答弁があったわけ

でございますが、やはりこのことについて、地

区長さんは当然ですが、やはり地域の中でこう

いうことが論議をされるというふうな形の対応

を、恐らくその地区長さんについてのお願いに

ついても、そのような内容ではあろうと思うん
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ですけれども、地区長連合会の会議であったり、

そういうところにきちんと、今後の地域ぐるみ

で、このような子どもたちの安全を守っていく

ということは、これから非常に重要になってき

ていると思いますので、そういうことについて

の検討を求めたいというふうに思います。 

　そして、もう１つ、私が考えましたのは、そ

ういう登下校の情報、あるいは不審者であった

り、あるいは工事中であったり、いろんな登下

校における情報があると思うわけでございます

が、そのような点を、保護者の携帯電話に学校

側が、加入している保護者には一斉にメールが

打てるシステムあると思いますので、そういう、

各学年ごとの先生を中心にしたそういう連絡網、

そういう形のものも、今、どこでも、携帯電話

皆さん持っておりますので、そういう情報とい

うのがわかるんではないかなというふうに思い

ます。 

　余りにも過保護だと。過保護だとかいう話も

聞くわけでございますけれども、やはり私は、

今のこういう市民が一番心配していること、今、

いろんなところで起こっている事件について、

この宿毛市でも起こって不思議ではないという、

そういう心配があるために、皆さんの関心は非

常に高いところにあるわけでございまして、こ

ういうものについて、的確な行政としての対応

を、議会として求めたいというふうに思います

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

　続いて、市民体育館のトレーニング機器の利

用促進についてでございます。 

　私も、たまにこの市民体育館のトレーニング

機器、利用させていただいているわけですが、

非常に利用客が、利用する人たちがふえてきて

おります。非常に好ましいことだと思いますし、

中高年の皆さん方も、高年という、高年に、部

類に入る人もおりますけれども、非常に幅広い

形で、この機器を利用されている姿が映るわけ

でございますが。 

　担当の職員さんに聞いてみると、まだまだ利

用がふえても、機器の種類であったり、内容等

においては、対応できるというふうな話も聞く

し、あるいはまた、今後もさらに充実していか

なければならないという話も聞いているわけで

ございますけれども、一方で、こういう人たち

がふえる一方、自分の筋力トレーニングをして

いく。あるいは健康管理していくためには、ど

ういう形でこのトレーニング機器を使ったらい

いのかということで、迷っているというか、具

体的にそういう相談をしたいという人たちがお

られるというふうに聞いております。 

　このような人たちに対して、効果的なトレー

ニングを進めていく、ボランティア的な形でし

かこれはできないと思うわけでございますけれ

ども、そういうインストラクター、そういう

方々も配置をしながら、これからの予算の執行

というのは、積極的な対応を、私はしていかな

きゃいかんと思いますし、病気になった人のた

めのお金、これも大事ですけれども、今、こう

いう人たちの健康を守っていく。よりそういう

健康な体を維持していく、こういうことにお金

を使うことによって、将来のそういう予算的な

効果というのが、私は生まれてくるし、そうい

う意味での積極予算という形も、私は１８年度

の予算編成方針についての、いうようなことで

すけれども、そういうことについても、求めて

いきたいというふうに思います。 

　そして、今後、予定をされております総合型

スポーツクラブ、こういう形で、現在、宿毛市

は補助金をいただきながら、これの結成に向け

ての準備を進めている段階でございますけれど

も、こういう位置づけの中にも、ぜひともこの

ような施設も取り入れながら、いわゆる競技一

本、大会一本のスポーツではなくて、そういう

いろんな人たちのレベルと申しますか、ランク
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の人たちが、そういうスポーツに楽しめると、

そういう状況をつくっていくためには、非常に

いい、こういう施設ではないかなというふうに

思います。 

　そういう点でも、今後、どういうふうな形で

検討をされているのかということについて、お

聞きをいたしたいと思います。 

　最後に、介護保険法の制度が、この４月から

変わるわけでございますけれども、今後、軽度

のそういう認定者に対しては、筋力を維持して

いく、そういうトレーニングが保険で適用でき

るような法改正がなされるんだということを聞

いております。 

　果たして、この市民体育館の機器と施設がそ

ういう対象になるかどうか、全くわからないわ

けでございますけれども、こういう分野におい

ても、私はいろんな方々が、ここでトレーニン

グをしていく形というのは、非常に好ましい形

ではないかというふうに思います。 

　そのような点で、施設として対象にならない

のかどうなのか、その辺のことをちょっとお聞

きいたしたいというふうに思います。 

　以上で、最初の質問は終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、沖本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　最初、国の三位一体改革の関係、そしてまた、

来年度予算編成のお話でございます。 

　まず、１つには、話の途中にございました三

位一体改革をどういうふうな評価をしているか

ということがございました。私自身は、三位一

体改革そのものが、これは我々、末端の市町村

にとっては、非常に一体的な改革というふうに

はなってこないんじゃないかというふうなこと

を、最初から思っておりましたし、今でも、こ

れが確定した段階でも、そういうふうな形は思

っていないわけでございますが、ものが決まっ

た以上、それに従わざるを得ない部分がござい

ます。 

　しかしながら、財政的なこの市町村の非常に

大変な時期でございます。地方交付税の削減で

あるとか、人口が減ったから減らされるとか、

そういったことがございます。 

　そして、この一番、私、最初から税源移譲の

関係について、危惧を持っておったことが、こ

れは、税源移譲をするにしても、すべて人口で

算定するよといった、この言葉が非常に、ずっ

と引っかかっておりまして、今、これが確定し

た段階で、やはりこの人口をもとにした税源移

譲というものについて、非常に我々の、末端の

市町村が、歳入がぐんと減ってくるんじゃない

かというふうなことを思っております。 

　できましたら、これは本籍地で算定していた

だければ、本当にいいんじゃないかなと。今で

もそういうふうに、真剣に思っておりますし、

これからも、政府に対しては、その税源移譲の

カウントの仕方については、少し見直しをして

いただきたいというふうなことを思っておりま

す。 

　全体的に、評価というのは、我々、やはり末

端の市町村にとっていい形の、地方にとってい

い三位一体改革でなきゃいけないというふうな

ことは思っているところいうことを、表明をさ

せていただきます。 

　まず１つ、予算の関係でございます。本年度

の予算につきましては、今議会に提出いたしま

した一般会計補正予算までで、財政調整基金を

６，３９５万４，０００円取り崩す予定となっ

ております。 

　今後、大幅な歳入の増額は見込めないという

ふうに思いますが、勧奨退職者によります退職

金が必要となってまいります。その財源として

は、財政調整基金の取り崩しが、また必要にな

るんではないかと思っております。 



－ 54 －

　平成１７年度末の今の算定では、調整基金が

約４億円程度になるんではないかというふうな

ことを想定しております。 

　１８年度の予算編成についてでございます。 

　去る１１月３０日、いわゆる、先ほど申しま

した１８年度の三位一体の改革にかかわります

国庫補助負担金の改革及び税源移譲について、

政府与党の合意がなされました。当初、予定さ

れていました生活保護費負担金の負担率引き下

げは撤回となったわけでございます。そのかわ

りとして、児童扶養手当、児童手当の国庫負担

金の負担率の引き下げが行われるというふうな

ことになりました。 

　この影響額でございますが、平成１７年度当

初予算で比較しますと、約６，７００万円の負

担、いわゆる当市の負担増というふうな形にな

ってくると思います。 

　この改革の負担金減少額に対しまして、税源

移譲額が少なくなっております。これまで同様、

先ほど申しましたように、宿毛市では歳入が減

少するんではないかと。この危惧は、非常に強

く思っております。 

　一応、１８年度の改革につきましては、私自

身、本当に、単なる数字合わせではないかなと

いうふうなこともありまして、今後、国の負担

転嫁につきましては、税源移譲と地方交付税に

よって、確実に財源手当がなされるように、国

や、各市町村等、関係団体と連携を図りながら、

国に対して、強く要請してまいりたいと、この

ように思っております。 

　この三位一体改革の与党合意がなされた後で

も、全国の市長会からは、ひっきりなしに、や

はりいろんな関係で、地方に対するこういった

財政的な援助と申しますか、交付税を引き下げ

ないとか、そういった要望を皆さんでやっぱり

やっていかなきゃいけないということでの、フ

ァクスの、国会議員さんに対する要請であると

か、電話である要請であるとか、そういうこと

をずっと、今までやってきております。 

　そういったことを、市長会からも求められて

いるところでございます。 

　また、歳入減の要因といたしましては、本年

度実施されました国勢調査、これの影響がある

と思います。今回の調査では、前回の調査より

人口が１，５７２人の減少となっております。

国勢調査人口は、普通交付税の算定の基礎とな

っておりますので、１８年度は、人口減少の影

響で、約８，８００万円ほど減額になるんじゃ

ないかという、高知県の試算が出ております。 

　１８年度は、本年度同様に、歳入の減少が見

込まれておりまして、予算編成作業は、非常に

やっぱり厳しいということが確実でございます。 

　そんな中で、先ほど、沖本議員のご質問の中

にもございました予算編成に向けた取り組みと

しましては、予算編成方針というものをもちろ

ん出しているわけでございますが、１点目は、

行革大綱、それに続く集中改革プランでござい

ます。 

　この集中改革プランは、今までの行政改革の

取り組み以上に、厳しい内容となっておるわけ

でございまして、これを生かしていかなきゃい

けない。この実施をしていかなきゃいけないと

いう義務に追われております。 

　それから、２点目といたしましては、すべて

の事業、これを白紙に戻しまして、事業効果等

の再確認を行うというふうなことをしておりま

す。そのために、来年度予算要求にあたりまし

ては、各課において、事務事業調査票というの

をつくりまして、事業の効果を再度、再確認、

再度確認させるということと、優先度、重要度

等を十分協議した上で、予算要求するよう、指

示をしております。 

　特に市の単独事業についてでございますが、

今後、実施が非常に困難となることが必至でご
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ざいます。事業内容の見直しとか、廃止も含め

て、検討を行うこととしております。 

　また、これまで、公共事業に地方債を多額に

借入をしてきたために、後年度の住民負担が大

きくなっていることから、今後、新たな起債の

抑制を図るために、地方債を財源とする建設事

業についても、事業の見直しとか、延伸等も含

めまして検討しまして、公債費の抑制に努める

というふうなことも必要であるというふうには

思います。 

　それから、委託料、市単独補助金につきまし

ても、原則５パーセントをカットを基本にしま

して、予算要求するよう、指示しておるわけで

ございます。 

　以上のように、来年度の予算要求に、編成に

つきましても、本年度以上にやっぱり厳しい内

容となっていきますが、歳入の確保には、もち

ろんこれは積極的に取り組んでいかなきゃいけ

ない。そして、予算の重点配分、それから、よ

り効率的、効果的な財政運営ができるような予

算編成に努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

　それから、県管理施設の関係でございます。

坂本ダムの放流システムでございますが、渇水

によりまして、農業用水が取水困難となった場

合の坂本ダム貯水池の放流につきましては、坂

本ダム操作規則第１７条というのがありまして、

所長は、流水の正常な機能を維持するため、必

要があると認める場合は、宿毛基準地点、これ

は河戸堰においているようでございますが、こ

の基準地点において、これは、別表というのが

ございまして、別表に掲げる水量を確保できる

よう、ダムから必要な流水の放流を行わなけれ

ばならないというふうに、この１７条で規定を

されております。 

　基準点の、ちなみに水量を申し上げておきま

す。 

　１月１日から４月３０日までが、これは、毎

秒／立方メートルでございますが、１．９９、

５月１日から５月１９日までは２．３１、５月

２０日から５月３１日までは２．６３、６月１

日から９月３０日までは２．３１、１０月１日

から１２月３１日までは１．９９。このような、

別表に掲げる水量を確保できるようにというふ

うな決めをしております。 

　こういった決めがありながらも、今夏の渇水

時におきましては、宿毛基準地点の水量が毎秒

２．３１に対しまして、実際は３．９９立米の

水量がありまして、放流水量まで下がっており

ませんが、基準地点上流の、沖本議員が、指摘

が前にございました高田の頭首工では、ポンプ

アップによって水をくみ上げると、そのような

状況になっていました。 

　基準地点を上流にも設置せよということでは

ございますが、設置には膨大な資料とか、多額

の経費が必要になるそうでございます。ダム本

体の構造とか、貯水量の変更も考えられる、そ

のようなことをいわれております。 

　また、特に高田頭首工につきましては、老朽

化による漏水等も考えられますので、９月議会

で申し上げましたとおり、水利組合とも連携を

密にしまして、関係機関が河川水等に十分注意

をしながら、この基準地点の、基準地点が今、

河戸堰でございます。沖本議員のおっしゃりた

いのは、恐らく、もっと上流にも基準地点をつ

くればいいんじゃないかというふうなことだろ

うと思いますが、この基準地点、先ほど申しま

したいろんな資料が要るということではござい

ますけど、私自身は、簡易な水位計の設置ぐら

いというのはできるんではないかなというふう

な感じはしております。 

　そういったこともありまして、早めにダム管

理事務所と協議しまして、渇水の放流について、

地元の意見をやっぱり言っていくというふうな
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ことで、対応していきたいというふうに考えて

おります。 

　それから、河戸堰からの用水確保でございま

す。いろいろ、現状のご説明もございました。

私どもも、一応、土木事務所に聞いたりいたし

まして、ことをちょっとご説明申し上げますと、

河戸堰とか、周辺護岸整備に約１０年を費やし

て、平成１６年５月に、新しい堰の運用を開始

しております。 

　完成までの１０年間、使用していました仮堰

の高さが、標高３メートル、３．０メートルで、

この間、市街地を流れる水路では、農業用水と

か、防火水槽はもとより、水車の設置、それか

らコイの放流など、さまざまな活用がなされた

わけでございます。 

　新施設の堰の高さは、旧施設の固定堰の高さ、

標高２．８３メートルから２．９９メートルで

ありまして、地元、これは市街地側であるとか、

和田側や、これは水利組合とも協議をしまして、

標高２．９メートルに決めたということでござ

います。 

　しかしながら、完成した可動堰の高さでは、

農業用水等に支障が出る結果となっているとい

うことでございます。このために、水利組合等

が陳情した結果、土木事務所としては、左岸側、

これは和田側でございますが、の理解を得るこ

とができれば、仮堰の高さまでは困難でありま

すが、もう両サイド、可動堰を調整の範囲内で

高さ調節、上げることでございますが、を行い

まして、中２門の固定堰については、天端に簡

易な細工を施しまして、木材の設置をして、試

験的に取水量の確保をすることを考えている、

このような返事をいただいております。 

　今後とも、市としましても、沖本議員ご指摘

のように、現状把握をしまして、いろいろな意

見を申し上げまして、水利組合等と十分に協議

しながら、適切な対応をしていく必要があると

いうふうに考えます。 

　それから、総合運動公園の遊歩道の活用でご

ざいます。議員からもいろいろ、るるご提案も

いただいたというふうに私は受けとめておりま

す。 

　平成９年度から、敷地の造成工事に着手して、

種々の総合運動公園ではスポーツ施設を整備し

まして、国民体育大会の開催、そして広く市民

の皆様に活用をしていただいておるところでご

ざいます。 

　１５年度から始まりましたスポーツゾーンの

東側に隣接区域におきまして、自然と触れ合え

るエリア整備を目指しまして、この遊歩道の事

業を推進しているところでございます。 

　内容でございますが、延長１，１７０メート

ル、幅員が３．０メートルの規模で、エリアの

中のため池を周回する形で遊歩道、兼クロスカ

ントリー道路の粗造成が本年度完了しておりま

す。 

　来年度以降、２カ年計画で道路排水工事とか、

路面舗装工事を実施をしまして、見晴らしのい

いスペースにベンチ等を配置しまして、自然の

花卉や自然林と触れ合える緑地空間を目指して、

整備を進めているところでございます。 

　ご質問のありました完成後の利活用でござい

ますが、既存の体育館とか、陸上競技場等の施

設は、今現在、各種大会の開催を始めまして、

数多くの市民の方々に、競技スポーツの拠点と

して利用していただいております。 

　また、健康増進を目的にご利用もいただいて

おりますということでございまして、遊歩道に

ついても、関連施設として位置づけまして、ウ

ォーキングコース、そしてまた、クロスカント

リーでの利用とか、現在、実施しております駅

伝大会のコースになるかならないか、ちょっと

検討も必要ではございますが、さまざまな形で

利用できるような検討をしてまいりたいと思っ
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ております。 

　既存のエリアでございますが、これは、毎年

４月ごろからシバザクラが満開になると、これ

までも多くの方々が観賞にいらしております。

この遊歩道周辺にも、コメツツジ等の花卉も多

く生息しまして、自然林の中の散策道として、

ご利用いただけますように、今後もピーアール

に努めなきゃいけないというふうに思っており

ます。 

　できた後の管理でございますが、これは、既

に宿毛市総合運動公園そのものが管理運営規則

を設けまして、教育委員会の方で管理運営を行

っております。本エリアにつきましても、完成

後はハード事業の施工を除きまして、教育委員

会において管理をしていきたいと、このように

思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、１０番、沖

本議員のご質問にお答えをいたします。 

　児童生徒の登下校の安全対策についてでござ

いますが、これまでご質問をいただきました議

員さんに、現在の宿毛市の取り組み状況などを

お話しましたように、子どもたちの安全確保は、

これをすれば確実に安全であるというような対

策は、困難ではないだろうかと考えております。 

　いろいろな対策を総合的に実施する中で、抑

止や防止を図っていかなければならないと、こ

のように考えております。 

　携帯電話での下校時のメール送信も１つの方

法と考えます。このことにつきましては、ほか

の市町村でも取り上げられておりますが、今後、

宿毛市におきましても、検討していきたいと考

えております。 

　また、地区長連合会等諸団体も、現在、非常

にご協力をいただいておりますが、家庭、地域

等の連携は欠かせないことでありますので、こ

れからも、ぜひご協力をお願いしたいと、この

ように考えております。 

　次に、市民体育館のトレーニング機器の利用

促進についてでありますが、１５年度、１６年

度の２カ年でトレーニング室に機器の整備を行

いました。その結果、現在、１日当たり平均３

０人程度の方が、健康増進と筋力アップ等のた

めに利用していただいております。 

　そういう中で、ボランティアの協力や専属の

インストラクターの配置ということでございま

すが、とりあえずはトレーニング室をよく利用

していただいている方の協力を求めて、対応す

るのも１つの方法かと、このように考えており

ます。 

　より安全に利用することによって、利用者各

自の目的が達成できるように心がけてまいりま

す。 

　また、利用促進のために、専属のインストラ

クターを配置するということは、現在できませ

んが、いずれも、将来的には総合運動公園全体

の有効活用を図る観点から、専属か随時かは別

にして、必要になってくるんではないかと、こ

のように思っております。 

　次に、介護保険制度の活用による利用促進と

いうことですが、現在のトレーニング機器は、

先にも申しましたように、健康増進と筋力アッ

プを目的としたもので、どちらかといえば、介

護を目的とした機器にはなっておりません。当

面は、今のままでも運動公園内の施設は屋内に

しても屋外にしても、ゆったりとしております

ので、介護やリハビリのための散策等、十分可

能でございますので、多いにご利用していただ

きたいと思います。 

　なお、将来、総合運動公園を初め、各体育館

施設の管理を含めたあり方自体が見直される時

期が想定されますので、現在、取り組んでいる

市民総参加型の総合型地域スポーツクラブ育成
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事業の中でも広く検討をし、市民の健康増進に

努めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

　なお、参考までに、現在、保健介護課では、

４カ月に週１回、肥満の方々を対象にしたスリ

ムサポート教室が開催をされ、体力測定、体操、

エアロビクスや講演が行われております。 

　また、市民課では、年間３４回、国民健康保

険加入者を対象にした生活習慣改善運動事業が

市民体育館で行われ、専門のインストラクター

によるストレッチ運動やエアロビクス等が行わ

れております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　本日の会議時間は議事

の都合により、あらかじめこれを延長いたしま

す。 

　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　再質問をいたします。 

　まず、市長の方から、平成１８年度の予算編

成方針についての考え方や、あるいは、国の進

めている三位一体改革についての判断、評価を

いただいたわけでございますけれども、今、本

当に地方が今後、どのような形で追い込まれて

いくのか、財政、財源をどのように確保してい

くのか、今、大変な地方が状況になってきてい

ると思います。 

　この地方６団体の合意とはいいながら、過半

数の知事なども、この三位一体改革の中の財源

移譲と、あるいは、この補助金のカット等、こ

のやり方については、反対をしてきております

し、大きな世論にはなってきているわけでござ

いますけれども、なかなか、この地方の声を国

に届けることができない、こういうのが今の、

私は地方の状況ではないかなというふうに思い

ます。 

　ことしの総選挙において、自民党が圧勝した

ということなどもあり、なかなか、本当に市民、

地域、地方、ここをどのように今後守っていく

かは、非常に大事な課題でありながら、これが

今、取り組みが進んでない。それを反映できな

い、私は状況が生まれているんではないかと思

います。 

　市長からも、国への要請、強力な形で、市長

会等を通じて上げていくということが答弁で出

されたわけでございますけれども、このことに

ついては、あきらめることなく、全力で国、あ

るいは県と関係市町村と一体になって、地方の

実情を、あらゆる手段を用いて、私は国に具申

をしていく、国民と一緒になってこれを要望し

ていく必要があるのではないかというふうに思

います。 

　このままでいきますと、先ほど答弁ございま

したように、財源はどんどん減る一方。出て行

くものはふえる一方、こういう形の、今の国の

制度上から、流れになってきているわけでござ

いますけれども、これをきちんと対応しなけれ

ば、ここで地方が踏ん張らなければ、私たちこ

の地域は、依然として寂れていく状況が続くん

ではないかというふうに危惧をいたします。 

　そのような点で、議会も一体となって、この

ような予算についての、国への要望、意見の反

映、私は全力ですべきではないかというふうに

思いまして、再度、その決意についてお伺いを

いたしたいと思います。 

　坂本ダムの件についてのご答弁をいただきま

した。いわゆる、渇水時における放流、その

時々によって、月々によって、若干は違うわけ

ですけれども、それをクリアしていたので、放

流には至らなかったと。ことしの渇水の時点で

はですね。 

　ところが、地元の人たちが、なかなか声を上

げても、基準がこうであるから放流はできない

ということの中で、農林課なども動いて、やっ

とそういう事態の中でも、放流ができたと。そ
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ういう用水を確保することができたというのが、

ことしの内容ではないかというふうに思います。 

　ですから、私は、これを、市長は今後、もっ

と簡易な形で、水位計等を、もっと別のところ

に、実情が正確にわかる上流地域に設置などを

すればいいんじゃないかというふうな答弁もい

ただいたわけでございますが、それも、私は大

事なことであると思いますが、同時に、現在の

基準になるこの数値、私は下げるべきではない

かと。これが一番、正しい判断につながるんで

す。 

　今まで、いろんなシミュレーションに基づい

て、坂本ダムを建設し、その運用規定をつくる

ために、数値を出し合いながら、現在の基準に

なる数値を決定したと思うんですが、実際に、

このことがいかに水位の、その水量が間違って

いたかと。現実に即しないかということが明ら

かになったわけですから、私は、一番客観的な

判断として、この基準点における河戸堰のどこ

で測定したかわかりませんけれども、ここの水

量を下げること、これが一番大事な点ではない

かなというふうに思います。 

　先ほど、答弁もありまして、関係者の実情も、

これからもきちんと聞く中で、このようなこと

がないように対応していくということですけれ

ども、はや、ダムの管理者が、それはもうしょ

っちゅう変わるわけでございまして、マニュア

ルのその運用についても、それぞれの判断とい

うのが、個人的な判断もあるわけでございます

ので、やはりそういう主観の入らない、きちん

とした数値を、これはもう、是正していく、間

違っておればね。これが一番必要ではないかと

思います。 

　そのような点について、市長の見解をもう一

度求めたいと思います。 

　河戸堰の構造、あるいは運用についてでござ

います。 

　大きな、何十億というお金をつぎ込んでつく

られた堰でございまして、悪いところもありな

がら、生かせる部分を最大限に、今となっては

生かしていく方法しか考えられないと思います。 

　たしか、河戸堰をつくる１つのきっかけにな

ったのは、河戸堰上流の水質汚濁問題が発生を

いたしまして、赤潮が発生するという事態にな

ったときに、県の方は、これを解決する手段と

して、どうしても河戸堰、いわゆる可動堰が必

要だということで、急遽、この話が進んだ経緯

があるんですが、そのときの話の中では、この

可動堰につくることによって、河戸堰上流の水

質を浄化することができる。上から放流をした

り、下から放流をしたり、そういう機能的な開

閉ができるので、この河戸堰が、可動堰が水質

汚濁改善に役に立つということもありまして、

非常にその当時、ＰＴＡや、あるいは議会でも

調査特別委員会をつくって、対応した経緯があ

るわけですけれども、こういう事態の中で、河

戸堰の建設が進んだわけです。 

　ですから、私はこのような内容も踏まえなが

ら、この河戸堰の機能、子どもたちがこの河戸

堰でも遊び、あるいは自然を残しながら、しか

も一番の大事な点であるこの水利権の問題とし

ての用水の確保、このことについては、私は実

際の構造上の問題が間違いでなければ、機能の

問題として、きちんとした水位が上がらないと

いう、そういう点、この辺をきちんと、河戸堰

の運用していく中で、確保していく方向を求め

たいし、二度とこういうことのないような対応

を求めたいというふうに思います。 

　続きまして、総合運動公園の遊歩道活用につ

いてでございます。きちんとした答弁をいただ

きました。今後は、総合運動公園でございます

ので、スポーツだけではなくて、お年寄りから

子どもたちまで、そこでレクリエーションもし

ながら、スポーツもしていく。そういう中で、
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市民の健康維持、あるいはまた、よそからも、

他の市町村からも売り込み客をつくっていける

ような、そういう創意と、発想あるプランをつ

くっていただきたい。 

　特にクロスカントリー、こういう形での利用

というのは、非常に有効な方法ではないかと思

います。その辺な点で、今後、自然を守ってい

く工法上の問題もあるわけですけれども、それ

については、今は触れませんけれども、積極的

な対応を求めるものでございます。 

　教育長に対しましては、ご答弁をいただきま

した。私はもう、多くのことは申しませんけれ

ども、できる限り、今の市民の関心というのは、

今、非常に高い。ここをやはり、教育委員会と

しては、全力で対応しているという姿勢が、ま

ず、非常に大事なことであると思いますので、

積極的な、あらゆる手段を用いまして、保護者

との連携、学校との連携、教育委員会としての

対応をしていただきたいと思います。 

　最後に、市民体育館のトレーニング機器の利

用促進についてでございます。いろんな制度の

中で、この機器も利用されているというご報告、

答弁もいただきました。 

　まだまだ、この利用人口はふえていくのでは

ないかというふうに思いますが、総合型スポー

ツクラブ等の関係をきちんとして、こういう利

用がもっともっとできるような、大切な、大き

なお金をかけた施設でございますので、対応し

ていただきたいと思います。 

　よく市民の皆さんからは、あんな大きな公園

をつくったけんど、利用しよるがかよと。お前

は芳奈やけん、ようわかるろがという話も、い

ろんな人から聞かされます。私は、いや、よく

利用してますよと。夜も冬でも、ナイターつけ

て、ソフトをやっている方や野球をやっている

方もおられます。施設の中に入れば、いろんな

形で、特に学生の皆さん方も利用されているし、

この間のような、大きな、１，５００人も集め

るようなイベントも行われております。 

　そういう点では、私は、当初、市民が危惧し

ていた国体だけのための施設だという人たちも

あったわけでございますが、そういう形ではな

くて、もっともっと市民の皆さんも足を運んで

いただいて、皆さんが本当に利用できる、そう

いう総合運動公園として、さらにその取り組み

を進めていただきたいというふうに思います。 

　市長の答弁を求めて、教育委員会の方は、こ

れで答弁は求めません。 

　よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、沖本議員の再質

問にお答えをいたします。 

　１８年度予算編成、それから三位一体改革、

地方の声を国に届かせろというふうな、私自身、

励ましをいただいたというふうに思っておりま

す。ぜひ、これは一定の歳入減になるような様

相でございます。都会の人間も、田舎の人間も

同じ国民でございますので、適正な配分という

ものを、ぜひ要求をしてまいりたいと、このよ

うに思っておりますし、また、県に対しまして

も、過疎の中の過疎をつくらない形のものをや

っていかなきゃいけない。 

　我々も、もちろん市民全体で努力もしていか

なきゃいけない。皆さんが、行政と市民が一体

となって共同体意識を持って、産業おこしに努

めていかなきゃいけない。 

　我々自身の所得の増を図っていくというふう

なことについても、いろんな施策なりがありま

したら、ぜひ皆さん方のお知恵も借りたいし、

我々もまた、そういったものについての考えを

打ち出していかなきゃいけない、このように思

っておりますので、またご協力を、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

　それから、次に、坂本ダムの、別表の基準数
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値を変えるべきじゃないかというふうなご提案

でございます。 

　私が、ここで、はい、変えますというわけに、

なかなか返事ができないものですから、これは、

坂本ダム湖の全体の中での運用、その基準値の

変更ばっかりじゃなくて、ダムから下流に至る、

そういう全体の中での協議が必要じゃないかな。 

　どこで、どういうふうな形で我々が困るのか

というふうなことも、きちんと出して、ダムの

事務所等と協議をしてまいりたいと、このよう

に思います。 

　それから、河戸堰の運用でもございます。先

ほど申しましたように、我々の意見をきちんと

出して、適切な対応をしていただくというふう

なことを、これからも求めていきます。 

　最後に、運動公園の活用でございます。いろ

んな方々のご協力をいただいて、いろいろ運動

公園を活用させていただいていますのは、皆さ

んもご存じのとおりでございます。 

　この間は、本当に、元オリンピック選手がバ

レーボールの指導にも来ていただきまして、非

常に大勢の方々、あの体育館が満員になる、国

体以上の人たちが見に来てくれた、というふう

なことも、いろいろやっております。 

　せっかくの総合運動公園でございます。野球

場、それからサッカーにも非常に使っていただ

いておりますし、子どもたちの次の、未来のた

めに、いろんな運動をしていただく。そしてま

た、来年度は介護予防という形でのスポーツを

取り入れるというふうな方針も出ておりますの

で、介護予防して、介護保険が少なくなれば、

我々、財政的にとっても非常に助かる問題でご

ざいます。 

　そういったことをトータル的に考えまして、

総合運動公園の活用についても、これから、こ

れはもう、皆様にお願いをしなきゃいけないと

いうふうに思っておりますので、どうぞご協力

を、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

○議長（岡村佳忠君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　市長が、予算編成に

当たって、いいことがあれば提案もしてくれと

いう話も、答弁いただいたわけでございますが、

非常に厳しい、このマイナスの方向の予算の話

ばかりでございますが、私はやはり、積極的な

人をふやしていく。あるいは、人口をふやし、

観光客をふやしていく。そして、市民の所得を

上げていく、こういう施策については、私は本

当に、今までのいろんな経過ということも、十

分に反省をしながら、非常に、創意ある、各部

署の課長の皆さん方が案を出していただいて、

そういうのを、積極的に取り上げていくという

ことが、今のこの予算の流れを、市民のために

取り組んでいると。何もかも我慢をせよという

ことではなくて、そういう重点を置いた施策、

こういうことが必要じゃないかと思います。 

　そうした中で、私が特に感じるのは、今、大

きな自治体で世論になっているのは、私どもの

ような団塊の世代、この人たちが、もうここ数

年したら、どんどんと職場を去る形になってお

ります。 

　この団塊の人たちが、どういう動きをするの

か。例えば、この宿毛市でも、私くらいの年代

の方は、小学校の同級生の７割から、６割か７

割は、いわゆる都市部へ就職しております。就

職、進学して、そこに住み着いているわけでご

ざいますけれども、そういう人たちが、今後の

退職後の生活をどうするのかということが、こ

れはもう、どこでも、反対の都市の人にとって

も同じ、減るんじゃないかと思うし、そういう、

いろんな論議がされているんですが、私はこう

いう人たちを積極的に受け入れていく。そして、

人口をふやし、地域を活性化させていく、そう

いうふうなアイデアなどについても、いろんな

ところで、行政の方で比較をしていっていただ
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きたい。 

　あるいは、夢いっぱい会に対しましても、そ

ういう所得を向上し、環境を守りという、積極

的な民間の動きを支援していただいている行政

の姿勢があるわけでございますが、そういう市

民の、そういう、本当に改革といいますか、発

展を目指している方向に対しての、そういうと

ころの予算措置というのは、本当に重点的に対

応をしていただきたいということを、最後に求

めまして、一般質問を終わりますが、答弁があ

ればいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　市長、いいですか。 

　答弁ないようでございますので、終わります。 

　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　４時０３分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　おはようございます。

６番、一般質問を行います。 

　まず、若者が定住できる地域づくり、子育て

のしやすいまちづくりについて、お聞きをいた

します。 

　まず、乳幼児医療費助成の改正について、お

聞きをいたします。 

　去る１０月１日、県は乳幼児医療費助成の制

度改革を行い、通院費の助成を、就学前までに

拡大する一方、ゼロ歳児を除き、助成対象世帯

の所得制限を導入、住民税非課税世帯と、児童

手当受給世帯以外の一定の所得のある世帯は、

入院、通院ともに助成の対象外といたしました。 

　これに対し、県内１６の市町村は、入院、通

院とも所得制限を設けず、就学前までの全額助

成を維持、乳幼児の最も多い高知市でも、入院

については、就学前までを維持しております。 

　当市においても、見直しを行い、ほぼ県の制

度に従う形で改正が行われました。 

　その結果、入院については、就学前までだっ

た全額助成が、３歳児未満に引き下げられ、通

院については、非課税世帯と児童手当受給世帯

の一部が助成を受けられるとはいえ、事実上の

サービスの後退であり、市内の子育て世代に大

きな負担となっております。 

　近年、本市の人口動態の推移を見ますと、人

口は大体、毎年１００人から２００人程度減少

しております。出生数におきましても、昭和５

０年ごろに４００人を超える子どもが生まれて

いたのが、６０年代には３００人に、平成にな

ると、大体２５０人ぐらいを推移しておりまし

たが、昨年には２００人を割り込みまして、１

７４人、ことしにおきましては、昨日、中平議

員も言いましたように、１００人をちょっと超

える程度というような予測されるほど、少なく

なっております。 

　一方、高齢化率を見ますと、昭和５０年代に

十二、三パーセントであったのが、現在は２５

パーセントを超え、市民の４人に１人が６５歳

以上の高齢者であるというような、超高齢化社

会になっております。 

　若者の定住、都市部への若者の流出、人口減

に歯どめをかけるには、雇用の創設と子育て支

援が不可欠であります。 

　１０月に新制度が実施されたばかりとはいえ、

宿毛の未来を支える子どもたちのために、早急

に見直すべきだと考えますが、市長のお考えを

お聞きいたします。 

　ちなみに、全国的に見ても、社会保障給付費

の占める高齢者関係給付費の割合は、７０パー

セントを超えております。児童手当や育児休業

給付など、児童家族関係の公的資金の支出割合

は４パーセント弱と、非常に少なくなっている

のが現状であります。 

　２点目として、子どもたちの安全対策につい

て、お聞きをいたします。 

　小学校、中学校の安全については、昨日の４

氏の質問にもありましたので、できるだけ重複

をしないように、実際に子育てをしている親の

目線から見た安全対策についてをお聞きいたし

ます。 

　まず、保育園における安全対策についてです

が、保育園は、送り迎え、これは原則として家

族、両親が行うことになっておりますので、通

園についての責任は家族になってくると思いま

す。 

　保育時間における園内での状態を見ますと、
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保育士、調理師といった職員がすべてといって

いいほど女性であること。また、園児が低年齢

であることを考えると、事件、事故発生時の対

応について、パニックになるのではないかとい

うように思います。 

　これには、やはり、日ごろからの訓練等対応

マニュアルが必要になってくると思いますが、

現状についてをお聞きいたします。 

　また、近い将来、必ず起こるといわれており

ます南海地震に対する対応も、あわせてお聞き

をいたします。 

　次に、小中学校の安全確保についてお聞きい

たします。 

　現在、市内で唯一、学童保育が行われており

ます宿毛小学校における現状を、まずお聞きを

しておきたいと思います。 

　学童保育の基本的な考え方としては、低学年

児童の放課後の安全を、いかに確保するかとい

うことにあると思うんですが、このごろの市内

の不審者の情報の多さ、また、全国各地で起こ

っている低学年、特に１年生を対象とした凶悪

犯罪を見るとき、親として、他人事ではない。

いつ、自分の子どもが襲われてもおかしくない

というような心境にあると思います。 

　その点でいえば、市内１１校の小学校すべて

が危険にさらされているといっても過言ではご

ざいません。 

　しかし、学童保育ということになりますと、

人数、予算、空き教室といった、いろいろな制

約、問題がありますし、すぐには対応できない

というのが現状でございます。 

　そこで、提案として、希望する家庭の低学年

の生徒については、帰宅時間を上級生の下校時

間まで遅らせる。その間、学校敷地内で遊んだ

り、自習することを許可する。 

　学校の理解と許可さえあれば、きょうからで

も、あしたからでも実施できると思うのですが、

教育委員会としての見解をお聞きいたしたいと

思います。 

　もう１点、土曜、日曜、祭日といった休日、

また放課後など、学校の時間外における子ども

たちの安全対策について、お聞きをいたします。 

　先日、夜の８時ごろに、市内の量販店に出か

けたわけですが、そこで、子どもたちが数人来

ておりました。多分、保護者も一緒に来ていて、

ともにいなかった、子どもたちだけで行動して

いたと思うんですが、子どもたちの首には防犯

ブザーがかけておりました。どんなときでも、

親がついていることがなかなかできないことも

ありますので、こういうこともやっぱり、やる

ような時代になったのかなというようなことを

考えさせられたわけですが、どんなときでも、

親がついていることはできないわけですから、

このことについても、教育委員会としても、時

間外の安全について、指導していくべきではな

いかと思いますが、見解をお聞きしたいと思い

ます。 

　また、災害時の避難施設として、ほとんどの

小中学校が指定をされております。運営につい

ては、どのようなマニュアルを策定しているの

か、これもお聞きいたしたいと思います。 

　次に、教育ビジョンについてお聞きをいたし

ます。 

　現在、宿毛市内には、小学校１１校、中学校

が６校の１７校があり、２，２００人を超える

児童生徒が学んでおります。しかし、先ほども

言いましたように、少子化による生徒数の減少

により、現在の学校数を維持していくことは不

可能であるということは理解しております。 

　私は、統合については、生徒数が少なくなっ

たから、どこの学校をどこの学校へ統合すると

いうような安直な手法ではなく、将来的に小学

校何校、中学校何校というような、学校の立地

場所、規模、校区等、新しくゼロからの考え方



－ 67 －

でいくべきだと考えております。 

　１０年後、２０年後の市内の学校の姿を、ど

のようにつくっていくのかという、大きなビジ

ョンを持った形で統廃合に臨むべきではないで

しょうか。 

　今回の行政改革大綱の中にも、市内の小中学

校の統合がうたい込まれています。教育長は、

これまでの議会の答弁の中でも、地域の理解な

しでは統合できないというような発言を繰り返

しておりますが、教育委員会としての今後の統

合問題に取り組む基本的な考え方をお聞きいた

します。 

　また、今後の生徒数の減少の推移を見ると、

教職員の確保、それも最も大切になってくるの

が人数と質だということのように思います。こ

のことについて、どのように対応していくのか

もお聞きをいたします。 

　教育委員会については、最後の質問になりま

すが、去る１１月２５日に、市の小中学校のＰ

ＴＡ連合会と、市の教育委員会の教育懇談会が

初めて行われました。 

　質疑応答の中で、バザーの収益等ＰＴＡの予

算の中から、学校施設等の修繕費に回している

が、委員会としてはどう考えるのかという質問

がありました。 

　これに対して、学校への教育委員会からのま

わすお金が少なくなってきているので、ぜひ学

校と話し合って、ＰＴＡの予算の中から修繕費

を回してほしいというような答弁があったと、

いうような報告書が、ＰＴＡの役員、学校の中

に回っております。 

　これは、私が、大分前になりますが、一般質

問の中でも聞きましたように、ＰＴＡの予算は、

やはりＰＴＡで使うべきやと。学校の修繕等に

使うべきではないというような話の中で、そう

いうことはしてないという答弁がありましたが、

実際に、このような受け答えをしたのか。して

いれば大変なことだと思いますが、どうだった

のかをお聞きいたします。 

　最後に、地上デジタル放送に対する対応につ

いて、お聞きをいたします。 

　東京、名古屋、大阪の三大都市圏で、地上デ

ジタル放送が始まって２年になりました。本県

でも、来年の１０月１日から、民法３局とＮＨ

Ｋで、同時にスタートする予定になってます。 

　２０１１年の７月には、現在の地上アナログ

放送は終了する予定です。現行の放送が終了す

ると、デジタル放送対応のテレビがないと、視

聴できなくなると。ＳＷＡＮテレビに加入して

いれば、アナログ放送終了後も、現在のテレビ

で、テレビが見ることができますよというよう

なセールストークを聞き、加入した家庭もある

と聞いております。 

　実際、そうなるのか、いろいろ心配の声を聞

きますが、現状をお聞きしたいと思います。 

　また、去る１２月１日に開催された地上デジ

タル推進全国会議の総会において、どの地域で、

いつ、視聴可能になるかというのを、細かく示

したスケジュール、中継ロードマップも公表さ

れていると聞きますが、宿毛市の場合、デジタ

ル放送がいつスタートして、どういう地域が視

聴できるのか、どの地域が視聴できなくなるの

か、デジタル放送開始後のＳＷＡＮテレビの事

業計画をまずお聞きして、１回目の質問を終わ

ります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長。おはようござい

ます。寺田議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

　まず、最初に寺田議員から、若者が定住する

まちづくりということで、若者が定住するには、

雇用の創設と子育ての支援が必要ではないかと

いう観点からのご質問でございました。 

　子どもの支援につきましてのご質問に答えさ
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せていただきます。 

　乳幼児の医療費の助成制度につきましては、

乳幼児の保護と福祉の増進を図ることを目的と

いたしまして、実施しているということでござ

います。 

　ご承知のとおりでございますが、本制度につ

きましては、本年の１０月１日に一部改正をし

まして、現在では入院、通院にかかる医療費と

も、３歳未満の乳幼児につきましては、制限を

設けることなく、全額を助成をしております。 

　３歳から小学校の就学前までの幼児につきま

しては、保護者の所得に応じた助成を行ってい

るというふうになっております。 

　この乳幼児医療費の助成のあり方につきまし

ては、これまでも検討を重ねてまいりましたが、

特に１歳から３歳までの幼児が、不慮の事故で

あるとか、病気にかかりやすい、そして重症化

しやすいという、その一方で、適切な診断とか

加療により、急速な回復も見られるというふう

になっておりまして、治療効果が極めて高い年

齢であるというふうに、医学的な指摘もござい

ます。 

　３歳未満の幼児につきましては、こういうこ

とで全額助成対象ということにしておるわけで

ございます。 

　また、本年１０月１日の県の助成制度の改正

にあわせまして、３歳以上の幼児に対し、所得

に応じた助成制限を導入いたしましたことにつ

きましては、国、地方ともに、非常に財政的に

厳しいということで、介護保険法、障害者自立

支援法に見られますように、利用者に対し、そ

れぞれ応分の負担を求めているということも必

要かなと考えております。 

　議員ご指摘のように、幼い子どものけがとか

疾病は、家族にとりまして、経済的にも精神的

にも、非常に、大変大きな負担ということでご

ざいます。 

　そういうことも、十分、認識をしているつも

りでございます。加えまして、先ほどの定住促

進を図る上で、少子化対策、子育て支援の観点

からも、有効かつ重要な施策であるというふう

に認識しております。 

　我々、財政と市民サービスのはざまにあるん

じゃないかというふうに、私も考えておりまし

て、１０月１日の改正につきましては、県、国

の決定に、全面的に従った形にはなっておりま

すが、これは寺田議員ご指摘のように、もう１

つ工夫が必要であったんではないかなというふ

うに考えております。 

　１８年度予算につきまして、この件につきま

して、検討課題として、させていただきたいと

いうふうに思います。 

　それから、子どもたち、保育所の安全対策で

ございます。 

　犯罪被害者の低年齢化ということで、極めて

深刻な社会問題となっておるわけでございまし

て、広島だ、京都だとか、栃木だとか、いろん

なところで、子どもの命が、尊い命が奪われて

おるのはご存じのとおりでございます。 

　本市におきましても、不審者情報の増加とか、

児童をねらった悪質な犯罪というものが惹起し

ている状況にございます。 

　このような状況にありまして、保育所におけ

る園児の安全対策の一環として、平成１４年度

に公立保育所１２園に、非常通報装置を設置し

まして、非常事態が起きれば、即警察署が直接

対応していただける体制をとっておるところで

ございます。 

　また、不審者対策としましては、不審者等の

情報があれば、各保育所へ直ちに情報提供しま

して、注意を促すとともに、門扉は常時、閉鎖

をしまして、訪問者には声かけをするなど、

日々、外部からの不審者の侵入には、十分、注

意を払う体制を講じているところでございます。 
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　今後は、不審者の侵入を想定した訓練である

とか、非常通報装置を実際に作動させての訓練

も行いまして、保育所内におけます安全対策に

努めてまいりたいと考えております。 

　これは、非常通報装置は、直接、県の警察本

部につながっているということでございまして、

即、対応はできるというふうになっております。 

　危機管理マニュアルにつきましては、これは

本年度中に作成することにしておりますので、

でき次第、職員への周知徹底を図っていきたい

と、このように考えております。 

　それから、保育所内での園児の安全確保を図

ることは、大切なお子さんをお預かりしている

以上、当然のことでございますが、犯罪を未然

に防がなきゃいけない。そういうためには、地

域ぐるみで取り組んでいただくことも、非常に

重要なことであるというふうに考えております。 

　そのためには、常日ごろから保護者、地域、

警察等々、関係者が連携をしまして、情報を共

有化する中で、それぞれができる防止策を真剣

に考えて、実行できるよう、皆さんに協力をい

ただきまして、地域で守る安全対策の仕組みを

つくる必要があるというふうに考えております。 

　各保護者会などと、具体的に、また協議をし

てまいりたいと考えております。 

　次に、南海地震への対応ということですが、

各保育所で、消防計画に基づいて、消防署の協

力を得まして、火災訓練、避難訓練を行ってい

るところでございます。 

　今後も、職員の危機管理意識の高揚を図ると

ともに、保護者の皆さんに安心していただける

よう、災害に備えた、実践的な訓練を継続して

まいりたいと、このように考えております。 

　それから、地上波デジタル放送の関係でござ

います。県内では、寺田議員ご指摘のとおり、

平成１８年１０月から、高知市周辺で地上波デ

ジタル放送が開始されるというふうに聞いてお

ります。市内のＳＷＡＮテレビにおきましては、

高知市での放送開始にあわせまして、地上波デ

ジタル放送を配信する予定というふうに聞いて

おります。 

　また、地上波デジタル対応のテレビ及びチュ

ーナーを持っている方は、視聴が可能になって

くるということでございます。 

　さらに、平成１９年には、宿毛市に中継局が

開設される予定となっておりますので、現在、

設置しておりますホームターミナルを変更する

ことによりまして、地上波デジタル放送が視聴

できるようになります。 

　この場合に、ホームターミナルを変更すると、

アナログ放送による視聴はできなくなりますの

で、地上波デジタル放送の視聴を希望される方

のみというふうになってくると思います。 

　この周辺機器の変更料金は、ちょっとまだ未

定ということでございます。 

　なお、アナログ放送が２０１１年まではある

わけでございますが、それを希望される方は、

現状のままで視聴が可能ということになってき

ます。 

　また、テレビ、これは受信機でございますが、

ＳＷＡＮテレビが設置しております接続機器を

変更することによりまして、現在、所有してい

るテレビで、アナログ放送終了後も、地上波デ

ジタル放送を視聴することができます。 

　このように、ＳＷＡＮテレビでは、少しでも

早く地上波デジタル放送が視聴できることで、

加入促進に取り組んでいるところでございます。 

　それから、宿毛市におけます地上波デジタル

放送の予定についてでございますが、放送の開

始につきましては、先ほど申しました１９年に、

宿毛と平田に中継局が開設されるということ、

予定と聞いておるわけでございます。 

　小筑紫の地区については、先行、先に走る、

先行する中継局のカバー状況によりまして、設
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置を判断するということになっているというこ

とです。 

　また、沖の島地区につきましては、共聴施設

により対応するというふうになってます。 

　いずれの地域につきましても、まだ詳細とい

うものは未定でございますが、今後とも情報の

早期入手に我々努めまして、市民の皆様にこの

情報、正確な情報をお伝えするのが大切なこと

ではないかなというふうに思っております。 

　それから、聴取不能地域の予測でございます。

現在、共聴施設によって受信している地域が考

えられます。市内では、地域が自主的に設置し

たものと、ＮＨＫが設置したもの合わせて１７

カ所ございます。 

　先般、県に共同受信施設のアンテナ位置の調

査を、報告をしたところでございます。これら

の受信点が、地上波デジタル放送中継局から、

見通しできるかどうかの調査が、今後、行われ

るということになっております。 

　その結果を踏まえまして、国、県の難視聴対

策の動向を見ながら、対策を講じていかなきゃ

いけないというふうに思っております。 

　また、ＳＷＡＮの方では、この地上波デジタ

ルの放送に移行するに合わせて、総務省の方で、

いろいろな実証実験というふうな制度があるよ

うでございまして、その制度に乗っかっていき

たいなというふうなことを言っておられます。 

　そういう状況でございますので、また、先ほ

ど申し上げましたように、このアナログ、地上

波デジタルの対応につきましては、正確な情報

を早く入れて、少しでも早く、皆様方に情報提

供をするということが大切だというふうに認識

しております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　おはようございます。

教育長、６番、寺田議員のご質問にお答えをい

たします。 

　学童保育の現状につきましては、宿毛小学校

で３５名の児童が、授業終了後、６時まで学校

の教室を利用して、保護者が実施主体となり、

運営をしております。 

　学童保育の希望、要望があるかとのご質問で

ありますが、地区長連合会との懇談会で、咸陽

小学校での学童保育ができないか、とのお話が

ありましたが、具体的な話の段階で、実施には

至っておりません。 

　次に、小学校での低学年の下校時間について、

高学年と統一できないかとのご質問であります

が、宿毛市におきましても、不審者の情報等が

寄せられ、学校へも注意を呼びかけ、その対応

について、保護者や地域の協力をいただき、集

団登校、集団下校についても、取り組みを進め

ておりますが、低学年と高学年の集団下校や、

学年ごとの集団下校など、今一度、その取り組

みを検討をしてまいりたいと、このように考え

ております。 

　次に、土曜、日曜、祝日、放課後の子どもの

安全につきましては、子どもたちが犯罪に巻き

込まれないためには、危険を予測したり、回避

したりする力を身につけさせるための安全教育

にも、取り組む必要があります。 

　また、外出時の防犯ブザーの携帯など、登校

日以外での安全指導の徹底も図ってまいります。 

　家庭での指導も重要と考えますので、ＰＴＡ

にも要請してまいりたいと思います。 

　学校施設の避難場所の運営マニュアルについ

てご質問でありますが、学校施設は、避難場所

としての指定はありますが、災害時に避難者が

ある場合は、宿毛市災害対策本部が対応してお

ります。 

　ただ、学校におきましても、協力が必要とは

考えております。 

　昨年の１６号台風災害のときに、田ノ浦小学
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校に３名の避難者がありました。このときも、

特に学校としては対応しておりません。このた

め、学校における対応につきましては、特に作

成をしていないのが現状でございます。 

　次に、今後の教育ビジョンについてでござい

ますが、現在、宿毛市には、小学校１１校、中

学校６校があり、年々、児童生徒が減少してい

る現状にあります。 

　集中改革プランの中では、橋上中学校と宿毛

中学校の統合、栄喜小学校、小筑紫小学校、田

ノ浦小学校の統合が取り上げられております。 

　教育委員会といたしましては、保護者や地域

の皆様のご理解をいただく中で、取り組んでま

いりたいと考えております。 

　今後、将来にわたっての学校のあり方につき

ましては、平成２１年度までの取り組みとして

は、集中改革プランに示されております統合計

画を進めてまいりたいと考えております。 

　その後の１０年後、２０年後の将来計画につ

きましては、教育委員会で議論してまいりたい

と考えております。 

　次に、各学校への教職員の配置につきまして

は、加配教員数の確保と、質の向上を図ってい

くことは、大変、重要な課題であります。県教

育委員会と十分意見交換をしながら、要望して

まいりたいと考えております。 

　ＰＴＡとの懇談会の中での発言につきまして

は、次長が、この点についてお答えをしており

ますので、次長の方で答弁をさせたいと思いま

す。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　寺田議員さんの質問にお答えをいたします。 

　去る１１月２５日のＰＴＡとの懇談会におき

まして、そのときの、私が、質問に対してお答

えをしております。 

　私のお答えは、委員会といたしましては、過

去、議会でも質問があり、学校からＰＴＡに対

して、依存することがないよう指導してまいり

ますと、いうご答弁をいたしました。 

　その後、校長会におきまして、そのことを指

導しておりますというお話をしたと記憶をして

おります。そのようにご理解をお願いいたしま

す。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、再質問をいたし

ます。 

　まず、市長の方から、再質問をさせていただ

きたいと思いますが。 

　乳幼児医療については、１８年度の検討課題

にさせてほしいということですので、１８年度

に向けて、若者が定住できるように、ぜひ、前

向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。 

　地上波デジタル放送について、２点ほどお聞

きをいたします。 

　現在、ＳＷＡＮの進捗状況というか、加入進

捗については、もう何回も聞きましたので、ほ

とんど変更もないようでございますので、あえ

て聞きませんが、市内にあきタップがかなりあ

るということも聞いております。 

　その地域が、あきタップのある地域も、ある

程度限定というか、市内の中心部に多いという

ような話も聞いておりますが、やはり、地上波

デジタルの放送が始まることを契機に、１つそ

こらあたりの加入促進をもう一度図るべきじゃ

ないかと、いいチャンスじゃないかと思います

が、そこら当たり、ＳＷＡＮテレビの株主でも

あります市長のご意見を、まずお聞きしたいと

思います。 

　また、このＳＷＡＮテレビの加入促進につい

て、市内の電気店、何人か友人もおるわけです
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が、聞きますと、さほど、ＳＷＡＮの情報がと

りにくいというか、わけですが、やはり加入促

進を図る意味では、市内の電気店あたりとも手

を取り合ってやるべきじゃないかというふうに

思うわけですが、そのあたり、これも市長のお

考えをお聞きして、この２点をまずお聞きした

いと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　寺田議員の再質問にお

答えをいたします。 

　先ほどの乳幼児医療につきましては、先ほど

答えたとおりでございまして、１８年度予算要

求の過程で、他の市町村等も比較をしまして、

前向きに検討してまいりたいと思います。 

　それから、ＳＷＡＮの加入促進ということで、

ご提言をいただいたということでございます。 

　私自身も、この間、ＳＷＡＮの取締役会に出

まして、この件につきまして、やっぱり加入促

進が計画どおりよりも、ちょっと落ちていると

いうことでございますので、我々、やっぱり株

主としての宿毛市は、やはりこの加入促進を大

いに、ＳＷＡＮの方にはかってもらいたい。Ｓ

ＷＡＮの執行部に、努力をしていただきたいと

いうふうに申し上げております。 

　そういうことで、今、市内にあきタップが非

常に多いということで、もう少しデジタル放送

というものをきちんと説明し、また公共の放送

機関でございますので、ＳＷＡＮ自身がこのデ

ジタル放送、先ほど、私どもも早い情報が入り

ましたら申し上げるということで、早く皆さん

に情報を差し上げなきゃいけない立場にござい

ますが、ぜひデジタル放送というものをきちん

と説明をして、そういうことで加入を、促進を

図るというふうなことをしていくべきだと。 

　これは、寺田議員が今、おっしゃったとおり

のことを、私も思っておりまして、取締役会で

もそういうふうなことを発言もさせていただい

ております。 

　それからまた、やはりこの宿毛市、株主とい

うこともございまして、宿毛市の電気業者さん

と連携を図るということも、また大切でござい

ますし、ＳＷＡＮ自身がやることも大切ですけ

ど、いろんな方々の協力をいただいて加入促進

を図って、地上波デジタルに市内の皆さんがそ

れぞれ対応できるようなことを、やっぱりやっ

ていく責務があるんじゃないかなと、このよう

に思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　ありがとうございまし

た。 

　市長についての質問はこれくらいにして、次

に教育委員会についてお尋ねをいたします。 

　まず、子どもたちの安全についてですが、き

のう、同僚議員の中平議員の質問の答弁につい

て、耐震診断の数値が０．１２という数値を示

されまして、崩壊の危険性を指摘されたにもか

かわらず、今後、順次、改修していくというよ

うな答弁を聞いたと記憶しております。 

　保護者としては納得がいかないと思うんです

よ。特に、この示された数値は、このごろずっ

とテレビで放送もされてますが、俗に言うマン

ションとかホテルの耐震診断の偽装ということ

で、騒がれておりますホテル、マンションの示

された値よりも低いわけですよね。ということ

は、震度５弱の地震で崩れ去ってしまうかもし

れないと。あす来るかもしれない地震に対して、

そのような、順次していきますというような認

識でいいのかどうか。一日も早い改修が必要に

なるんじゃないですか。 

　そこら当たりが、教育委員会の認識の甘さな

んじゃないかというふうに考えますが、教育長

の、もう一回そこら当たりの認識をお聞きした

いと思います。 
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　次に、これも先のＰＴＡの連合会との懇談会

の中で、一番先に出た問題なんですが、街路灯

の設置についての希望が非常に多かったわけで

す。これについては、地区との話し合いとか、

補助事業で設置する申し込みが多いとかいうこ

とで、なかなか順番が回ってこないという答弁

が多かったわけですが、この際、教育委員会が

単独枠で、何基でもいいですから、補助の枠を

つくると。それを学校単位、また校区単位、ま

たは各市内全域の中で５基とか１０基とか、例

えば３基でも、１年目はいいですけども、そう

いう形で補助をする体制をとっていけば、１カ

所でも子どもたちの危険な場所が減っていく、

こういうことがやっぱり必要なんじゃないかと、

今、いうふうに考えますが、ここら当たり、教

育委員会として検討課題にはならないのか、ご

答弁をお願いしたいと思います。 

　また、警察との連携についてですが、これも

きのうの質問にもあったとは思いますが、特に

市内には、各地区に駐在所というのがあり、駐

在の警察官がおるわけですが、その方にパトロ

ールカー、回転灯を回しながらでも下校時間に

巡回をしてもらうというような申し入れをして、

していただければ、特に不審者に対しても警告

になるし、子どもたちも赤い回転灯を見ると、

やっぱり１つの安心感も持つのじゃないかと。

保護者も安心するんじゃないかと思いますが、

こういう対応ができるかどうか、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

　次に、教育ビジョンについてですが、篠山小

中学校の改築問題、これは１０月の３０日に臨

時議会を招集したこともありますが、このとき

には、教育委員会としては、組合議会で決めた

ことやからというような、どっちかというと、

主体性のない発言も多かったわけですが、かな

りな予算をつぎ込まなければいけないと。 

　小筑紫地区の小学校３校については、前回、

統合ということで、今、その話が前向きに進ん

でないのは、地元説明のときに、唐突に統廃合

の問題が出てきたということが背景にあるとい

うお話も聞いておりますが、今回、まさに橋上

中学校の統合話、先日の高新に取り上げられて

ましたので、地域の方も寝耳に水というような

感じを受けているんですよ。 

　やはり、篠山のときに、委員会の方からも言

われましたように、やはり統廃合というのは、

地域の理解がなかったらできんわけでしょう。

そこらあたりが、やはり持っていき方というか、

情報の出し方に問題があるんじゃないかと思う

んですが、どう、地域としては、やはりこうい

う唐突な出し方をされると、何でうちが今、せ

んといかんがと。今、仮に少ないにしても、今

から多少なりとも生徒数もふえていく状態にあ

る学校が、人数は少ないにしろ、４年という期

限を切られた中で、できるのかどうなのか。 

　委員会のその統合についての考え方というか、

今からどういう形で進めていくのかという部分

をお聞きしたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、寺田議員の

再質問にお答えをいたします。 

　まず、１点目の耐震診断の周知に対するお考

えということの質問ですけれども、きのうもお

答えしたはずなんですけれども、きょうも新聞

に出たと思うんですけれども、耐震診断をいた

しまして、安全性に疑問がありと、こういう診

断結果が出たと、こういうことで第２次、第３

次、そういうものをやって、今後はそれをもと

に、改修工事を計画書をもって作成をして、計

画的に、もちろん、計画的というのは、数値の

状況とか、各学校の数値の状況、それから津波

とか、いろいろな条件を加味しながら、検討を

加えて、そういうことを大事にしながら、計画

的に取り組むと。 
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　予算面がありますので、一度にぼんとできま

せんので、そういう計画的に順次やらせていた

だくと、こういう考え方をお話したつもりなん

です。 

　それから、２点目の街路灯の設置についてで

すが、この点については、次長の方にちょっと

お答えをさせてもらいます。 

　それから、警察とのこの安全性の問題で、警

察との連携について、地域には駐在所があると。

そういうとこも連携をして、地域に回っていた

だくと、こういうことはどうかと、こういう対

応はどうかと、こういうご質問ですけれども、

もちろんこのことは、前の議会でもお話したか

もしれませんけれども、警察署に私自身が出向

いて、そういった話はしておりますし、協力は

していただくと、こういうようなことも話され

ておりますので、なお一層、その話を、協力要

請をお願いしてまいりたいと、こういうように

思っております。 

　それから、教育ビジョンについて、統合につ

いてのお話なんですが、篠山の統合について、

私自身も………………（発言一部取り消し）…

………………一本松の町長さん、それから教育

長がおいでになりまして、お話を聞いて、かな

りこの統合か改築かについて、議論もされたと

いうふうなお話も十分して、お聞きをしました。 

　議会の中では、余り、十二分に話されていな

いと、こういうようなこともお話がありますけ

れども、私自身が、随分と一本松町の議員さん

とか、それから保護者とか、教育委員会の方と

かにお話を聞きますと、そういう、議会そのも

ので改築という形ではなってないけれども、そ

ういう方向で動いておるというお話がありまし

たので、私自身も、そういう方向で考えており

ましたから、そういうお話をしたわけですけれ

ども、十分話し合いされてないというご意見で

すけれども、私自身が、かなりお聞きしたら、

話し合いはされておった。 

　ただ、建物に対しての予算面では、いろんな

形の中では、討議を加えていかなきゃ、こうい

う事情でございますので、予算面については、

計画書の予算面については、十二分に、まだま

だ検討をしていかなければならないと考えてお

りますけれども。そういう考え方です。 

　橋上中学校の統合の問題ですけれども、栄喜

小学校、小筑紫小学校、田ノ浦小学校、これの

統合と同じように、将来的に、現在は事務職も

いない、そういう状況で、教職員の配置基準も

考えまして、将来的に考えて、統合すべきでな

かろうかと、教育委員会の中でお話し合いもし

まして、行革の中に取り入れていただいたと、

こういうことでございます。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　寺田議員のご質問で、街路灯の補助事業いう

か、制度を教育委員会でつくったらどうかと、

こういうご質問だろうと思いますが、実は、街

路灯に限らず、ガードレール、それからカーブ

ミラー、こういうお話がＰＴＡの方からござい

ました。 

　ＰＴＡが各学校から、各学校いいますか、各

校区のＰＴＡの代表者の方が、それぞれ自分と

この校区の見回りをする中で、いろんな希望が

出てきておりました。その中に街路灯があり、

カーブミラーがあり、ガードレールがございま

した。 

　そういう中で、いろんな関係機関、もちろん

土木、ガードレールであれば土木とか、そうい

う形の中で協議した経過がありまして、ガード

レールにしても街灯にしても、地区で一定の要

望を取りまとめて、行政の方に要望してくると、
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こういう、今、対応をしておりますので、その

中で、学校は学校として、地区へご相談をして、

その中で、地区から要望してほしいというお話

をしておりますので、現状で教育委員会が、特

に新しい制度を設けて、そういう部分で二股で

ということはどうかなというふうには思ってお

りますが、予算のこともありますので、この部

分につきましては、ちょっと厳しいがではない

かなというふうには思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問を行います。 

　先ほどの耐震診断の部分ですが、この部分に

ついて、もう一度お聞きしますが、０．１２と

いう数値は、教育長の認識の中でどれくらいの

ものなのか。僕としては、０．１５という、俗

に言う偽装の数値が非常に危険な数値であって、

中に住んでいるマンションの住人を、国が助成

してでも退去ささんといかんという数値やとい

うふうに認識してます。 

　それよりも低い０．１２という数値がある中

で、これからどうしていくのかという教育委員

会としてのはっきりとした方向性を、やはり出

すべきやというのが、先ほどの私の質問の趣旨

やったわけですが、再度、教育長の考えを聞き

たいと思います。 

　それと、２点目の街路灯についてですが、こ

れは地区との話し合いもなかなか、やはり予算

面とか枠があって、つけにくいというのが、Ｐ

ＴＡの連合会に対する教育委員会の答弁なんで

すよ。だから、教育委員会で、単独で、最初は

少ない基数でもいいが、補助して明るくできな

いかという質問なんですから、その部分を、子

どもの安全をどう守るかという観点から考えて

いただきたい。 

　もし、これ、委員会としての判断が難しいと

いうのであれば、また市長の見解もお聞きした

いと思います。 

　それと、篠山小中学校とのことで聞きました

が、篠山小中学校の児童数は、５年後には小中

合わせて３０人程度にしかならんのですよね。

今、橋上が出ましたので、橋上で話しますが、

小中合わせて６０人います。これは、決して多

い数ではありませんが、市営住宅ができた関係

とか、いろいろな関係でここ数年は減る傾向に

はないんですよね。 

　その中で、今まで、それこそ唐突に、地区の

人に言わすと、唐突に合併の話が出てきたと。

合併、統合の話が。こういういき方が、教育委

員会としていいんですかという質問を私はした

ので、僕は、一番最初の質問で、やはり教育委

員会として大きな教育ビジョンを持つべきやと。

将来、１０年後には中学校が５００人になる。

小学校が１，０００人余りにしかならないとい

うような状況ができたときに、市内に小学校が

何校、中学校が何校、そういう形を今のうちに

つくっていくべきじゃないか。その新しくつく

る学校を、どこにどういう形でつくっていくの

かという教育ビジョンを、今、教育委員会がつ

くっていくべきじゃないかという質問をしたん

ですよ。 

　そういうことに対する答弁が、今の、僕の聞

く限りいっこも出てませんので、その部分もお

聞きしたいですが、先ほど、咸陽小学校の０．

１２という数値が、きのうの中平議員の質問に、

答弁で出ました。質問の中に出ました。 

　市内の、あと１１校、耐震診断しているわけ

ですよね。ほかにもこれに近い数値の学校があ

るんじゃないですか。そういうことも考えると、

やはり学校を建てかえる、また改修する、この

ことについて、統廃合も視野に入れた中で、大

きな教育ビジョンをつくってやっていかないと

いけない時期になっているんでしょう。そこら

当たりを、教育委員会としてどのように考えて
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いるのか、教育長の答弁を求めます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、寺田議員の

再質問にお答えをします。 

　まず、咸陽小学校の耐震診断の結果の０．１

２、どのように認識しておるかということです

けれども、前回もお答えしましたように、震度

５の地震に対して対応しきれないと、こういう

数値でありますので、これはほかの、市内の耐

震診断の結果も、それに近いような数字も出て

おります。そういう認識、崩壊の状況にあると、

もしそういう地震が来たら、いう認識をしてお

りますので、今後は、第二、第三の耐震診断の

実施を行って、改修工事を、耐震性、津波、い

ろんな諸条件を考えて、計画的に、早急に取り

組みをしていきたいと、こういうことでご理解

をお願いしたいと思います。 

　それから、教育のビジョンのことについてで

すけれども、先ほどもお話をしましたように、

今の段階では、私自身の段階では、考えており

ません。もちろん、宿毛の教育を考える会で、

そういうことも総括としていただいておる面も

あります。 

　けれども、そのことを私だけの判断やなくて、

教育委員会の中で、そういう大きな２０年先の、

１０年、２０年先のことは、教育委員会で、あ

るいはいろんな方々のご意見もお聞きしながら、

検討をして、計画をしてまいりたいと、こうい

うことでございますので、ご理解をお願いしま

す。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　寺田議員の、街灯の補助金いいますか、事業

についてでありますが、新しく委員会でという

お話でございますが、私としては、現状の、例

えば街灯の部分で、例えば教育的に一定配慮し

ていただいて、若干の予算の上積みをしていた

だくとか、いろんな方法があると思いますので、

市長とも、あるいは市長部局とも協議をしてま

いりたいと、このように思っております。 

　よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　寺田議員の、街路灯の

補助の関係でございます。毎年、２０灯ぐらい

ずつ、市内、暗いところが非常に多いものです

から、学校以外にもですね。そういうもので、

これは暗いところ全部、本当は照らしたいとい

う気持ちはありますが、なかなか予算のはざま

でできないという部分がございまして、毎年、

２０灯分に対する補助というものを、予算計上

をしておりまして、地域の皆さんとの約束もご

ざいます。そういう意味で、地域の皆さんのご

了解得られれば、まずその子どもの安全という

ことから選考させてほしいとか、そういうふう

なこともできるとは思いますので、皆さんとお

話の中で、街路灯の設置につきましては、ご協

力をしていきたいというふうに思っております。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　街路灯については、市

長も子どもたちの安全を考慮しながら進めてい

きたいという答弁もありましたし、教育次長の

方からも、今後、財政課の方とも検討していき

たいという答弁をいただきましたので、この部

分については、今後のよりよい方向での検討を

お願いして、もうこれ以上しませんが。 

　この耐震診断と統廃合について、僕、教育長

の、もっと危機感を持った答弁が欲しいんです

よ。やはり、委員会がもうすぐにでもやりたい

というような意欲が見えれば、保護者としては、

ある程度、動いてくれるのかというような気が

するんですが、二次診断をして、三次診断をし

ていうて言いよると、いつ、そしたら補修がで



－ 77 －

きるんじゃというふうになるんですよね。 

　やはり、かなり数値の悪い校舎もあると。そ

したら、統廃合を、そしたらこの部分では考え

る、いうことも１つの選択肢ではあるし、その

部分を、やはり教育長として、そういうビジョ

ンを描くのであれば、やはり委員会を招集して、

早急にそういう検討に入りたいというような、

教育長の前向きな答弁があれば、僕、もうこれ

でやめるんてすが、今みたいに、合議制ですか

ら、私一人の意見ではというような、事務方の

トップがそういうことでいいんですか、教育委

員会が。 

　そこの部分、もう一度答弁をお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、寺田議員の

再質問にお答えをします。 

　私自身、今、寺田議員はそういう強い意思が

ないと、こういうふうなお話ですけれども、私

自身は、児童生徒の命にかかわる問題で、危機

感として十二分に、だれにも負けないくらい持

っておるつもりです。 

　順序として、そういう経過、一次、二次とい

う形があるということで、二次をやって、文科

省の方に申請を、計画書を申請してとか、そう

いう手続がありますので、そういうお話をした

わけで、早速、この二次、三次のそういう診断

については、予算要求もして、早急にやってい

きたいと、こういうふうに思っております。ご

理解していただきたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問をいたします。 

　二次診断、三次診断ということですが、これ

は、耐震補強をするということを前提のようで

すが、実際に耐震診断、０．１２とか、それに

近い数値の校舎を、改修する方が安いのか、建

てかえの方が安いのか、そこらあたりの検討も

されているのか。 

　また、実際に橋上中学校を、私は宿毛中学校

への統合というふうに聞いておりますが、実際

は、ほかの選択肢もあったんじゃないか。いろ

んな形で、校区の設定とか、通学の利便性とか、

いろんなことを考えて、宿毛中学校が一番大き

いので、そこへくっつけたらええわみたいな安

易な考えでの話ながじゃないかなというように

受けとめたわけですが。 

　やはり、そしたら、宿毛中学校の耐震診断の

数値が幾らなのか、いうことも見ますと、余り

いい数値も出てないように聞いております。 

　そういうことを考えると、あえて私、自分の

子どもが行ってますが、宿毛中学校に、危険を

はらんだ学校に自分の子どもを行かせたくはな

い、そういうのがみんなの親にあると思うんで

すが。 

　そういう統廃合の、統合先の設定について、

どのような考えを、どういう形で宿毛中学校に

というふうになったのか、その部分もお聞かせ

願えれば、お願いしたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　橋上中学校の統合の経過ですが、実は、今回

の改革プラン、あるいは行政改革大綱、以前の、

今回の以前の５年間の大綱の中にも、あるいは

プランの中にも、橋上中学校の統合は既に明記

されておりまして、今回、初めて統合が出てき

たという経過ではございません。 

　その部分で、ただ、地元の方へ、じゃあ、統

合の話を、過去下ろしてきたかという部分につ

きましては、現実に地元にお話をしておりませ

ん。小筑紫地区についてはお話をしましたが、

橋上中学校の統合については、お話をせんずく

に、過去の大綱が終わっております。 

　それを受けて、今回、一応、一応と言ったら
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変ですが、中学校の統合を考えておると、こう

いうことでございますので、来年以降、地元に

もお話をしていきたいと、こういう、委員会と

しては考え方を持っております。 

　それから、中学校、宿毛中学校との統合とい

うことですが、これは、何回も答弁、教育長も

しましたが、地元との協力合意のもとに統合し

ていきますので、宿毛中学校にこだわることは

ないと思いますが、一定、大綱の中では中学校、

宿毛中学校というお話をしておりますので、地

元との話し合いの中で、また別の中学校という

お話もあろうかと思いますが、それはそのとき

のまた対応でいいのではないかというふうに思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　この際、昼食のため

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時２５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、６番、寺田

議員の再質問に対する私の答弁中、「篠山の統

合について、私自身も」の次から、「一本松町

の町長さん」の前までの発言について、取り消

していただきますようお願いをいたします。 

○副議長（菱田征夫君）　おはかりいたします。 

　教育長から、先ほどの６番、寺田公一君の再

質問に対する答弁中、「篠山の統合について、

私自身も」の次から、「一本松町の町長さん」

の前までの発言について、取り消ししたい旨の

申し出がありました。 

　この申し出を許可することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって、教育長からの発言取り消し申し出を

許可することに決しました。 

　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問という形で、１

点だけ聞かせていただきます。 

　この統廃合についてですが、橋上中学校につ

いて、これからのスケジュール的にどのように

進めていくつもりなのか。行革審の中でもうた

いこんで、集中プランの中でうたいこんでいる

ようなので、その内容をお示しをしていただき

たいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。 

　橋上中学校の統合計画についてでありますが、

一定、大綱、集中改革プラン、２１年までの５

年間の計画になってまして、橋上中学校につい

ては、１８年度から地元学校等にお話をしてい

きたいというスケジュールでございます。 

　順次、地元と、あるいは保護者と協議をする

中で進めていきたいと、こういうふうに思って

おります。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　この統廃合という問題

は、橋上に限らず、地域にとっては大きな問題

でありますし、私としても、今回、初めてとい

うよりも、新たにこういう形で提示されたとい

うことで、これからの行き方を見ながら、子ど

もたちにとって、宿毛市の教育現場がどのよう

になっていくのかということを、真剣に取り組

んでいきたいと思っております。 

　これで教育委員会に対する質問、また私の一

般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　９番濵田陸紀君。 
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○９番（濵田陸紀君）　９番、一般質問を行い

ます。 

　１番目といたしまして、宿毛市名誉市民の推

薦について。 

　宿毛市におきましては、宿毛市名誉市民条例

が平成７年３月２４日に施行されています。そ

の目的は、広く社会、文化、産業の振興に卓越

した功績があったものに対して、宿毛市栄誉市

民の称号をおくり、その功績を称え、市民の敬

愛の対象として顕彰する条例であると考えてい

ますが、施行後、いまだに該当した人物がいな

い状態ですが、市長は、現在もこの条例に該当

する人物がいないと考えているのか、お伺いい

たします。 

　２番目といたしまして、「広報すくも」への

慶弔の掲載について、私の思うところには、宿

毛市は広報に慶弔欄が記載されていませんが、

市民としては、日常生活においてのつながりな

どに活用できる情報であり、個人情報保護と情

報公開の関連との兼ね合いがあるが、掲載され

ていることについて、他の市町村ではあります

が、宿毛では以前からありませんので、掲載に

ついての市長のお考えをただします。 

　以上、１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　濵田議員の一般質問に

お答えさせていただきます。 

　ただいま、宿毛市名誉市民の推薦ということ

でございます。 

　この宿毛市名誉市民につきましては、本年、

第３回の定例会におきましても、浦尻議員より

も、１人もいないけど、ハードルが高すぎるん

ではないかとのご質問をいただいております。 

　そのときも、どういった方々に、どういった

形で名誉市民の称号を贈らせていただくのかな

どを検討したいと申し上げております。 

　その後、どのような方がふさわしいのかとい

うことでは、思いをめぐらせているところでご

ざいますが、私といたしましては、現在も名誉

市民となっていただくにふさわしい方はおられ

るのではないかと。該当する人物がおられると

いうふうには考えております。 

　名誉市民の称号をお与えしまして、例えば地

域振興といったことも考えられるのではないか

と、そういうふうなことも思っております。 

　次に、「広報すくも」への慶弔に関する掲載

でございます。本市の広報へは、お亡くなりに

なった慶弔記事などについて、掲載はただいま

しておりません。情報公開の観点から申せば、

行政が持ち得る情報をできるだけ公開をいたし

まして、市民の方が活用できるようにするべき

というふうには考えておりますが、一方、また、

個人に不利益が生じることがないように、個人

の情報を保護していかなきゃいけない。公開と

保護の両観点から、総合的に判断しなきゃいけ

ないというふうに考えております。 

　今回の広報への慶弔記事の掲載につきまして

は、広報の発行が月に１度でございます。 

　例えば、お亡くなりになって、広報へ掲載で

きる時期が１カ月以上おくれること、それから、

個人情報を利用したダイレクトメールなどに利

用されるような場合もございます。問題もござ

いまして、個人情報の保護の観点から、広報に

掲載すべき、優先される情報の提供ではないん

ではないかと考えておりまして、現状のまま、

掲載は見送りたいと考えております。ご理解を

お願いしたいと思います。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　９番濵田陸紀君。 

○９番（濵田陸紀君）　再質問をいたします。 

　１番目の名誉市民について。 

　市長の答弁によりますと、大変、前向きなお

考えを持っておられるので、私といたしまして

も大変うれしく思っております。 
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　名誉市民の対象となる方は、居住されている

か、または縁故の深い方で、広く社会、文化の

進展に功績があり、市民が等しく尊敬できる方

であると思っています。私としましても、この

条件に該当する方として、本市の高等学校を出

て、東京芸術大学を卒業し、芸術分野において

数多くの賞に輝き、高知県立美術館、横須賀美

術館建設委員等などの功績で、紺綬褒章を３回

受章され、国外におきましても、２００２年の

サッカーワールドカップ日韓共同開催の年、日

韓現代美術を両国美術院会員でスタートさせ、

その後も相互の国で毎年開催され、特に本年は

友情年２００５年をもって、この友情の形と題

し、日韓芸術特別展を両国で開催するなど、日

韓美術の友好の取り組みに、中心的に活躍され、

また、あらゆるところで芸術の原点は郷土宿毛

だと語られ、宿毛市の文化芸術活動にも献身的

にご協力をいただいている郷土の誇り高い方や、

本市出身で、東京専門学校の設立に献身し、日

本の教育発展に多大な功績を残した小野　梓先

生を顕彰し、次代を生きる子どもたちの育成の

ため、作文や絵画を募集し、本年までに９５５

点の表彰並びに記念品を授与し、将来にわたっ

て続く大きな礎となり、宿毛市の教育文化の発

展と、地域の活性化に大きなご尽力をいただい

た方などが、それに該当するのではないかと考

えております。 

　こういった方々がいながら、条例制定から１

０年を経過した今も、だれ一人として名誉市民

の称号が贈られていない状態であり、名誉市民

条例のハードルが高いのであれば、改正も含み、

真剣に検討していただきたい。 

　献身いただいた方々に名誉市民の称号を贈り、

今後も本市のために、芸術文化、教育、地域経

済の発展にご尽力いただくべきであると考えて

おり、強く要望いたします。 

　再度、市長にお考えをお伺いいたします。 

　そして、慶弔欄ですが、日ごろ交流が途絶え

がちな友人や知人へのお祝いやお悔やみに、慶

弔欄を重宝している住民も多いと聞き及んでお

ります。 

　愛媛県におきましては、過去、慶弔欄に一応、

出したり出さなかったりしている市町村も多々

あると聞いてはおりますが、私は、宿毛ではた

だの一度も慶弔欄を見たことがございません。

一度、やはり市長もこういうものは住民がどう

いうように考えているか、取り組んでいただき

たい、そのように思っております。 

　また、個人情報、詳しい大早代表は、なぜ掲

載が中止したのか、なぜ要望があるのか、もっ

と掘り下げて考えるべきだと、掲載に対してメ

リットもデメリットもあると聞き及んでおりま

すが、私はやはり、でき得れば、宿毛市も一応、

慶弔欄を出してみて、それで皆様方に真意を問

うのも一策ではないかと、そのように思ってお

ります。 

　個人情報と保護条例とは、車の両輪といわれ

ますように、今後、情報公開を軸に、住民本位

の政策を適正化していただきたい、このように

市長に再度、出せないか、もう一度お考えをお

聞きしたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　濵田議員の再質問にお

答えいたします。 

　まず、名誉市民の関係でございます。今、名

誉市民になっていただく方の要件、条例でも定

めておりますし、また、濵田議員からも、今、

ご紹介があったとおりでございますが、その中

で、顕著な要件を整えて、なおかつ、市民から

敬愛される方でなければならないというふうな

ことで、規定をされております。 

　これは、一定のハードルを設けなきゃならな

いということもありますが、先ほども答弁させ

ていただいたように、名誉市民になっていただ
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くにふさわしい方もおられるというふうに思っ

ております。 

　現実に、条例制定が平成７年３月２４日でご

ざいまして、その１０年も、今、たっておるの

に、該当者が１人もいない状況を考えてみます

と、これは、何が原因であるかということを検

証してみる必要もあるんじゃないかなというふ

うに思っております。 

　それから、該当者の推薦方法につきましても、

執行部は、一応、市長が提案しまして、議会の

承認を得ると、了解を得るということになって

おりますので、議員の皆様方とか、各種団体と

か市民の皆様方から、提案もいただければ、そ

れについての検討ということもできるというふ

うに思っております。 

　その原因が、条例そのものにあって、ちょっ

とハードルが高すぎるということであれば、ま

た条例の見直しもまた、皆様におはかりもしな

きゃいけない、そのようにも思っております。 

　私も市長として、提案を皆様方にするために

は、皆様方に納得をしていただける理由を持っ

て提案をしなきゃいけないと思っておりますの

で、そういった形での条例の不備なところがあ

りましたら、この条例の整備も含めまして、ま

た施行規則も、こういった形でやるとかいうふ

うなものも含めまして、検討をさせていただき

たいと。前向きな検討をさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

　それから、先ほどの慶弔関係を広報に載せる

べきというご提案でございます。 

　こういったご提案が濵田議員からも議会の中

であったということで、検討そのものはさせて

いただきます。私自身も、実は、市長についた

ときに、ほかの場所の広報を見ましたら、出生

であるとかお亡くなりになったとか、結婚され

たとか、そういうものが載っている自治体の広

報も見ております。 

　先ほど申しましたように、情報公開等の関連

で、どれが本当に一番いいのか、選択肢として

一度載せると、やっぱりずっと載せなきゃいけ

ない、継続しなきゃいけない部分もございます

し、この件につきましては、執行部の方でも真

剣に、もう一度検討させていただきたい、この

ように思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　９番濵田陸紀君。 

○９番（濵田陸紀君）　先ほど、もう一度、慶

弔欄について市長にお願いいたします。 

　私のところに、先月も、南予の、愛南町です

かね、隣は。そこの広報を持ってきていただき

まして、２０人ぐらいの方にアンケートをとっ

てみたわけでございますけれども、その中で、

絶対いかないという人が２人おりました。そし

て、まあいいんじゃないかという人か１０人ぐ

らいおりまして、あとはどうでもええというよ

うな返事もありましたけれども。 

　でき得れば、やってもらいたいという人が多

数おったということは、一応、頭の中に入れち

ょってください。 

　それからまた、一度やめたんですけど、西予

市ですか、そこなんかもまた復活してます。そ

して、高知県の方におきましても、４５の自治

体のうち、１７件がまだ掲載してます。それで、

でき得れば、宿毛はまだ一度も掲載していない

わけでございますので、でき得れば一度、そう

いうような会をもってもらって、いいか悪いか

を判断していただきたい、そのように思ってお

ります。 

　私がいろいろと考えてみますに、いろいろお

世話になった人がお亡くなりになったと。それ

も、宿毛の端から端まではなかなかわかりにく

いと。そして、そういうようながでおしかりを

受けたのも二、三ありまして、自分のためにこ

ういうようなことを言うのはちょっとあれです



－ 82 －

けど、そういうようなこともありますので、で

き得れば、もう一度検討していただきたいと。 

　それから、名誉市民でございますが、これは

市長も先ほど申されたように、前向きに検討し

てくれるということでございますので、もう質

問はありません。市長の英断を期待するのみで

ございます。 

　それじゃあ、一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　８番、一般質問をいた

します。 

　早いもので、市長も就任以来２年がたとうと

しておりますが、まず、市長の政治姿勢につい

てお伺いをいたします。 

　１番目は、公約についてという題にしており

ますが、市長は、若さと行動力をアピールして、

市民の間に充満しておる、何かこう物足りなさ

というものを払拭して、活力ある宿毛市をつく

ると。透明でむだのない市政運営を行い、民間

の経営感覚を生かして、行財政改革に取り組む。 

　２年前に、私も質問をして、その他１３項目

ほど質問をいたしましたが、取り出してみると、

こういうことであったと思いますが、就任直後

は、フェリーの問題や市町村合併等、いろいろ

重要な課題があり、大変お忙しかったとも思い

ます。また、三位一体改革による交付税減額の

中で、節約にも努められておりますし、大変、

その努力は評価もしておりますが、ただ、出口

を絞るだけでは、元気な宿毛市、これは到底つ

くれないと思うんですが、市長も自分の胸の中

に各種産業の振興策、こういうものもお考えに

なっておったとも思います。 

　そして、一部は公約の中にも入っていたと思

いますが、市民の所得の向上を図り、ひいては

税収増に結びつくような企画、現在、思いがあ

りますと思いますが、残り２年の折り返し地点

でこれをどのような目標を掲げて進んでいくの

か、まずお伺いをいたしたいと思います。 

　２問目は、アウトソーシングについて。国も

あれだけ大騒動した郵政も決着がつきました。

その後、政府も規制緩和ということで、市場化

テスト、いわゆる民と公、どちらがやれば効率

的にできるかということで、官から民への業務

委託をしようとしております。 

　本県の知事も、行政のスリム化、また県全域

における雇用機会創出のために、知事部局の業

務のうち、３０パーセントを民間へアウトソー

シングすることを明言をされております。 

　宿毛市においては、どのような検討がなされ

ておるのか、行革審の答申の中身も見ましたの

で、それに沿ったものになるとも思いますが、

また、今議会にも指定管理者制度に関する議案

が上程をされております。地域住民と共同体制

づくり、今後の行政運営にとっての大きなかぎ

になるとも思いますが、民業への委託も含めて、

指定管理者も含めて、企業ばかりでなく、ＮＰ

Ｏ法人、いわゆる非営利団体を指定することに

よって、委託をした場合に多くの市民への雇用

の確保や利益の還元ができると思いますが、今

後、宿毛市としては、このＮＰＯ法人を力強く

育てていくという姿勢が必要と思いますが、市

長はどのようにお考えでしょうか。 

　３番目には、風力発電について、お伺いをい

たします。 

　１６年３月の議会でも一度質問した記憶がご

ざいますが、本年の１１月に、自民クラブで

我々は、日本で唯一の風力、風車のメーカーで

あります三菱重工長崎造船所を視察をいたしま

した。 

　ちょうど、大月町の注文の、今、主流が１，

０００キロワット級になっておるそうでござい

ますが、大きな羽と機械部分をフル操業でやっ

ておりましたが、大変、この風力、今盛んに行

っておりまして、三菱重工は１年半分の受注が
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来て、もう満杯の状態であると。今、宿毛市さ

んから頼まれても、２年後になりますよという

ような、非常に好況なようでありますが、その

中で、風力の予算についての説明も受けました

が、３月議会での執行部の答弁としては、一応、

計画があるかないかと言えば、計画はないと。

適地がない。第３セクの場合は民間に収益を吸

い取られて、行政は余り利益がないとか、初期

投資や環境への問題等もあってということで、

消極的な回答をもらいましたが、その後、本県

の西部地区、１４首長会ですか、一定、新エネ

構想についての話し合いもあるので、また結果

の報告をしますということで、これ宿題になっ

ておりましたので、そのことについても、風力

について、お伺いをいたしたいと思います。 

　それから、４番目に、篠山小中学校の改築計

画について、ご質問をいたします。 

　本計画については、私も去る６月と９月の両

議会で、随分と議論をしてきました。 

　６月議会では、概算事業費が９億１，８００

万円で、この同事業が進んでいることを知り、

議会では審議がされておらなかったことから、

その教育効果や財政面等を考えて、市長に見直

すようすべきではないかと質問をしたところで

ございますが、この質問に対し、市長は、もう

既に決まっていることであり、議会でも十分に

審議がされておったと、思っておったというよ

うな話がありまして、そういうことを知った今

は、谷口組合長ともよく話し合ってみると、こ

ういうことで６月議会は終わりました。 

　続く９月議会では、その事業の中止には至ら

なかったけれども、事業費を３億円ぐらい圧縮

をして、６億２千数百万円としたと。やはり、

この経過を考えると、宿毛市だけが負担をしな

いというわけにはいかないということであった

と思います。 

　また、教育長も、小中一貫教育論、あるいは

山里留学制度を取り入れて、小規模校のきめ細

かい教育を実践し、デメリットを克服していく

という答弁であったかと思いますが、その時点

では、私も、財政ばかりを言うわけではないん

ですが、いろいろなことを踏まえれば、減額傾

向で建てられるのかなと、こういうふうに思っ

ておりましたところが、組合議会の議事録等を

見る限りにおいては、この計画が既に決まって

たという事実はなく、また、テレビを見ていた

前市長からも、協議会でも古くなって困ったな

という話はありましたが、林市長のときからさ

かのぼって考えても、決定はされておりません

でしたよという話も聞いて、１６年、１７年度

と２度にわたって上程された設計の予算も、教

育委員会からの説明もなかったために、議会で

は審議をすることなく、当初予算として素通り

をしている経過もありますから、この余りにも

少なくなる児童や生徒数の推移を見ても、本当

に子どもたちのためによい教育環境を維持でき

るのか。 

　財政面においても、市内各校との整合性を欠

くことになるのではないかという思いがいたし

まして、我々は、自民クラブ８名で谷口組合長

に対して見直し、実施設計予算の留保を求める

意見書を出そうではないかということで、１０

月３０日に議長に要請をして、臨時議会を開い

たと。 

　ここで、我々８名は、この本計画の経過や教

育効果、財政面を真摯に、議員同士が協議すれ

ば、我々８名の意見に多くの議員の皆様も賛同

をして、ある見直しをしてくれるんであろうと

いう思いはありましたが、結果は、８対８とい

うことで、議長裁量によって、この意見書案は

出さないということに決定がなされたというこ

とでございます。 

　そこで、市長は、議会の意思でございますか

ら、これを無視するわけにはいかないと思いま
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すので、本計画は、実施設計を入札なされて、

進んでいくということと今、理解しております

が、９月議会においても、さらに天井の高さで

あるとか、面積とか単価差であるとか、起債充

当分の見直しを含めて、まだ減額の努力をして

いくというふうにもおっしゃっておりましたの

で、今回はその減額の努力の成果と、実施設計

の入札が、いつごろ、どこに落ちたのかという

ことを、まずお聞きをしたいと思います。 

　それから、教育長には、小中一貫教育とか山

里留学、あるいは教員の適正配置等の議論を随

分してまいりましたが、今回は、何か文科省の

方の特別なモデル指定か何かを受けると。山里

とか、小中一貫じゃなくて、それにつけ加えて

でしょうが、そういう話も耳にいたしましたの

で、具体的に、どのようなモデル指定を受けよ

うとしておるのか。そしてまた、山村留学につ

いては、これは具体的にどのような子どもたち

を受け入れようとしておるのか、この点につい

て、２点お聞きをしたいと思います。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の一般

質問にお答えを申し上げます。 

　２年をそろそろ、私も就任以来過ぎようとし

ておりまして、宮本議員からも、就任早々のお

話も、フェリーであるとか、合併であるとか、

ことしはまた、汽車の脱線だとか、そういうこ

とで、お金の要ることばっかりで、頭をすごく

悩ましてた状況にございます。 

　宮本議員おっしゃるとおり、いろいろ行政改

革といいながら、歳出を抑えるばっかりでも、

これは私は、もう全然いけない。歳入をとにか

くふやす努力というものも、同時にしていかな

きゃいけないというふうなことも思っておりま

す。 

　そのために、もちろん無理、むだなことの事

業はやってはいけないということで、今回の集

中改革プランということも出させていただいた

わけでございますが、それ以上にまた、その中

にも少しは盛り込んでおりますが、なかなか成

果が上がっていかないのが収入の面でございま

す。 

　この収入の面につきましても、私自身は、ま

ず市民の方々が、所得が向上することによって、

これは市に対する税収というものが図れるとい

うことでございまして、これは、宮本議員もお

っしゃったとおりでございます。 

　そのためには、じゃあ、どうするかというこ

とが非常に大切になってきます。宿毛市が農林

水産業を基盤としたところでございますので、

この産業おこし、それから時々議会のご質問に

もたくさん、議員の皆様方からのお話の中にも

出てきます若者の雇用の場というふうなこと、

そういったものが、必ず出てきます。 

　そのために、私自身としましては、産業おこ

しということでは、農林漁業の産業おこし、こ

れの見直しと申しますか、そういうものと、ま

たまちの振興策というものも、同時に考えてい

かなきゃいけない。 

　これまあ、どこも今、日本国中そうだと思い

ますが、非常に地方の末端の方につきましては、

同じような現象があるわけでございます。 

　私自身は、１つは、今後の話として、また今

までも取り組んできたつもりではございます。

まだ成果は上がっておりませんが、例えば、農

林の方じゃなくて農業の方でございますね。そ

ういったことにつきましては、地元のよいもの

を、もう少し皆さんが、本当にいいものがここ

にあるんですが、これが気づいてない、そうい

ったものを少し、宿毛の特産として出していく

のがいいんじゃないかということで、具体的に

は、料理みかんでありますナオシチというのが

ありまして、ここで、宿毛の人たちは、自分で
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いいものを気づかずに使っておりまして、これ、

私も、自分で東京へ出張のときは、必ず携えて

持っていきまして、知り合いの方々に試してみ

てくれというふうなことで持っていきました。 

　幸い、二、三軒、料理屋さんの方から、非常

にいいみかんだというふうな評価をいただいて

おりまして、これから農業の方々にも、もう少

しこういったものも使っていただければ。もち

ろん、この宿毛コナツだとか、宿毛ブンタンと

いうものは、もう名前が知られております。そ

ういったものをやはり、掘り起こしていくこと

が大切じゃないか。 

　それから、夢いっぱい会の皆様方が、今、１

７部会でいろんな活動をされております。こん

な中にも、例えば、イモをつくってくれと。イ

モは、あんまり世話がなくてできる。私ども小

さいころは、イモのめしを食べておったわけで

ございますので、今、あんまりつくってない。

ヒガシヤマぐらいにしかないということでござ

いましたので、こういったイモをつくって、昔

は、公式の場で言っていいかどうかわかりませ

んが、昔のことですからご容赦願いたいんです

が、芋焼酎をつくって、皆さん、飲んでおられ

たということが思い起こして、そして、イモを

つくったらどうかというふうなことも提案申し

上げる。 

　幸い、このイモにつきましては、芋焼酎を宿

毛ブランドとして、来年の４月には出せるとい

うふうなめどがついております。 

　そしてまた、農業の方では、南洋の果物、い

わゆるここ宿毛は暖かい、温暖な地域でござい

ますので、この地域を生かした南洋の果物もで

きるんじゃないかということで、今、二、三人

の方々につくっていただいております。 

　そしてまた、林業の方につきましては、人の

力も借りなきゃいけませんので、この間も東京

の方の林業関係の会社に行きまして、間伐材が

ある、いろんな高知県には非常に優秀な木材が

あるということで、例えば、宿毛湾港から搬出

できないか。そういう需要が海外にないかとい

うふうなことも聞いてきておりますし、また、

協力もしていただけるというふうな約束をいた

だきました。 

　そしてまた、漁業でも、これはすくも湾漁協

が１つになっております。そういったことで、

漁民の皆様と漁協が一体となって、とってきた

魚をいかに付加価値つけて売るかということで、

これも、東京に行きました大手の食品会社の方

にも行きまして、どういった形を持っていけば

売れるのか、そしてまた、ここで鮮魚ばっかり

扱うんじゃなくて、少し加工した形で魚を出せ

るような形をとっていきたいんですが、お知恵

を借りたいということで、行ってまいりました。 

　そういった農林漁業、それぞれにぼつぼつ、

地道に少し取り組んでいかなきゃいけないなと。

この２年間かけてもそうですが、これからもや

っぱり、これを成就させるために、今、種をま

いていかなきゃいけない、そういうふうなこと

も思っておるわけでございます。 

　今回の集中改革プランをまとめた中でも触れ

てはおりますが、これを具体化していかなきゃ

いけない、そういうふうに思っているところで

ございます。 

　お金がないないと言って、消極的なことばっ

かりやっててもいけない。２年後、３年後にこ

れが実のなるような形を、確実なものになるよ

うな形で取り組んでいかなきゃいけない、そう

いうふうに自分自身に言い聞かせるところでご

ざいます。 

　それから、定住者といいますか、人口はどん

どんどんどん減っております。きのうも答弁さ

せていただきましたように、この５年間で１，

５００人の方々が、人口が減っているわけでご

ざいまして、交付税の算定にも、これが影響し
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ているということでございます。 

　この人口をふやす方策というのは、なかなか

少子高齢化、寺田議員のきょうのご質問もあり

ましたように、若者を支援する対策も必要でご

ざいます。また、これから取り組んでいきたい

と思っておりますのが、私どもと同じ団塊の世

代というのがありまして、これから定年を迎え

ようとしております。こういった方々が、宿毛

からたくさん外に出ておられます。そういった

方々に対して、定年で帰ってきませんかという

ふうな呼びかけも、これからしていきたいなと

いうふうに思っております。 

　もちろん、Ｕターンばっかりじゃなくて、Ｉ

ターンで宿毛へ来ませんでしょうかという、宿

毛の紹介をきちんとした上で、できるんじゃな

いか。 

　そしてまた、今は平田の工業団地にたくさん

の会社が進出してきていただいております。こ

の方の定着についても、努力を払わなきゃいけ

ないし、この工業団地の方々も大切にしていか

なきゃいけないというふうなことも思っており

ます。 

　ただいま、湾港でございます。これが一番、

我々としては問題を抱えているところでござい

まして、この湾港が、ようやく防波堤がことし

に１５０メートルできます関係で、防波堤がで

きましたら、岸壁の使用頻度というものが上が

ってきます。そういうことで、今までと違った

形の港湾の利用ができるんじゃないか。大型船

がたまに来るんじゃなくて、定期船が来られる

ような取り組みをしていかなきゃいけない。 

　幸い、今回は議員の皆様が８月にも行ってい

ただきました。これは、本市出身の竹内明太郎

さんが小松、いわゆる小松製作所でございます

が、この小松の創始者でございました関係で、

石川県の小松市との友好を深めようということ

で、議員の皆様も小松市まで出かけていってい

ただきました。 

　また、先だっては、商工会議所の会頭も、小

松市へ行っていただいたりして、友好を深めた

い。 

　そしてまた、この小松製作所が、創始者がこ

こ宿毛市ということでございまして、会長も３

月にこちらへ来ていただきました関係もあり、

小松の皆様にも、ぜひその宿毛湾港の背後地を

活用した取り組みをしていただきたいというふ

うなご協力をお願いを申し上げているところで

ございまして、これからも、そういった人脈を

通じまして、宿毛市がずっと、立派な方々がこ

こ出身でございます。こういった方々を通じま

しての宿毛湾港の利用、利活用と言いますか、

そういうものもやっぱりやっていかなきゃいけ

ないと。 

　まだまだ、ほかの分野でもたくさんやらなき

ゃいけないことは、たくさんございますが、結

果的には、宮本議員がおっしゃったように、所

得の向上、市民の方々が所得の向上ができるよ

うな形をとっていかなきゃいけない。そのため

には、行政として、最大限の努力をしていかな

きゃいけない。そしてまた、市民がやっぱり、

そういうことで元気になりますし、また、スポ

ーツの大会も、市民の方々のおかげで、運動公

園も国体の一過性ということじゃなくて、市民

の方々のご協力で大会、いろんな大会をやって

いただいております。 

　フェリーも使って、九州からもサッカーとか

相撲とか来ていただいております。そういった

ことで、今ある施設を大切にしていかなきゃい

けない。 

　そして、もう１つは、大きな形では、早稲田

大学を創設したと。創設の母と言われておりま

す小野　梓がここの出身でございます。そうい

うことで、早稲田大学との連携をとって、いろ

んなまちづくりとか、いろんなお知恵も借りて、
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まちづくりも進めていかなきゃいけない、そう

いったことも思っているわけでございます。 

　これも、皆さん、市民の方々のご協力あって

の賜物でございます。これからも市民と一緒に、

共同歩調で歩いていきたいなというふうなこと

を、今、思っている次第でございます。 

　それから、次にアウトソーシングについてで

ございます。 

　これは、宮本議員ご指摘のように、地方分権

型社会への流れの中で、国においては、市町村

合併とか、三位一体改革、これを積極的に推進

しまして、権限とか、仕事を国から地方へ。あ

るいは、官から民へというふうな流れになって

おるわけでございます。 

　高知県におきましても、財政危機を回避する

とともに、効率的で小さな県庁と、それから持

続可能な地域社会をつくることを目的にしまし

て、平成１６年度より、県庁の業務を外部に委

託する、いわゆるアウトソーシングというふう

なものに取り組んでおります。 

　宿毛市におきましても、これまでは児童館業

務をＮＰＯ法人へ委託しております。それから、

歴史館の受付業務とか、休日とか夜間におけま

す公共施設の管理等を民間に委託しておるわけ

でございます。 

　本年度策定いたしております新たな行政改革

の中でも、行政改革大綱の中でも、１５年の地

方自治法の改正によりまして創設されました指

定管理者制度を活用しまして、来年度、１８年

度より国民宿舎「椰子」を初めとします４施設

の管理運営を、民間企業等の指定管理者に行わ

せることといたしまして、今議会にも関連議案

をご提案申し上げているところでございます。 

　また、今後、その他の施設につきましても、

可能なものは同制度を積極的に活用しまして、

民間の能力やノウハウを幅広く活用する中で、

住民サービスの向上と行政経費の節減に努めて

まいらなきゃいけないというふうに思っており

ます。 

　さらに、現在、行政が直接実施している業務

のうちでございますが、学校給食センターの調

理部門であるとか、図書館の窓口業務であると

か、ごみの収集業務など、民間委託した方が効

率的で、またサービスが充実できる分野につき

ましても、積極的に民間委託を検討することと

しておるわけでございます。 

　一方、指定管理者の指定に関しまして、営利

を目的とする企業だけではなくて、ＮＰＯ法人

等の公益的な団体でございますか、非営利団体

に委託すれば、利益が地域に還元できるのでは

ないかというふうな宮本議員のご質問でござい

ます。 

　市としても、決して民間企業だけを優先する

ものではございませんで、ＮＰＯ法人を含めま

して、申請のあった団体のうち、公の施設の管

理運営に当たって、最もふさわしい団体を指定

管理者として指定することが、これは重要、肝

要なことだというふうに思っております。 

　したがいまして、今後、公の施設の管理運営

を行うことのできますＮＰＯ法人等の非営利団

体が設立されましたら、直接指定することも可

能でございます。そういうふうな形で進めてま

いりたいと、このように思っております。 

　次に、風力発電の設置でございます。これは、

前の議会でも宮本議員に宿題という形でいただ

いておりますので。 

　新エネルギーの取り組みでございます。風力

発電の適地として、沖の島ということで検討い

たしましたけど、採算性の問題なんかで取り組

みを断念しまして、先ほど、宮本議員の質問の

中にございました、各市町村での、協力して新

エネルギーの取り組みについての検討の結果で

ございます。 

　これらの市町村と共同で作成しました新エネ
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ルギービジョンにおきましては、本市が取り組

める新エネルギーといたしましては、バイオマ

スへの取り組みがいいのではないかというふう

な、この場での結論に一応、達しております。 

　今後の風力発電なんかの新エネルギーへの取

り組みでございますが、調査しましたところ、

四国電力における風力発電からの電力の購入枠

は、２０万キロワットを目標として取り組みが

なされておりまして、現在、稼動しているもの

や、建設中のものが稼動したと想定しまして、

それらすべてからの発電される電力を購入する

と、目標値に達するとのことで、ことし３月に

風力発電によります電力の購入申し込みを締め

切ったということでございます。 

　現時点では、四国電力による購入枠の増加が、

今のところは見込めない状況にございます。そ

うは言いましても、ご指摘のように、今後の地

球環境を考えれば、風力発電であるとか、太陽

光発電などのクリーンエネルギーですね、これ

への取り組みは必要であろうというふうに考え

ております。 

　電力会社の新エネルギーからの購入枠も増加

するのではないかなというふうなことも思って

おりますし、そのような状況と動向を見ながら、

おくれをとらないような取り組みを検討してま

いりたいと、このように思っております。 

　それから、次に、篠山小中学校の改築計画に

ついてでございます。 

　これにつきましては、先ほどの６月の議会、

そして臨時議会でも議論もいただいております。 

　それまでは、先ほど、宮本議員の方から、る

る経過の説明もございまして、私も、今までの

篠山組合の議会の議事録も読ませていただきま

したが、議事録には、そういった形は載ってな

いということでございまして、これは宮本議員

が、先ほどるる経過を説明していただいたとお

りでございます。 

　そういいながらも、私もあの当時、なったば

っかりの時で、そういうことが、もうなされて

いるというふうな感覚を持っておりまして、そ

のまんま、基本設計の予算というものを通させ

ていただいたわけでございますが。 

　なおかつ、またことしの実施設計ということ

で、経過をいろいろ、先ほど、宮本議員がおっ

しゃったとおりの経過がございますが、我々と

しても、非常に財政的に厳しい折でございます。

そういったことで、愛南町との関係もございま

して、実施設計がこの間、入札をされました。 

　これが、９月議会では工事費、概算工事費、

これは実施設計の発注前でございますが、９億

１，８００万から６億２，６００万へ減額とい

うことは、９月議会でございます。 

　なお、かつ、議員もおっしゃっていただきま

したが、天井の高さであるとか、起債の充当率

を検討しまして、一般財源の減額に努めるとい

うふうに、私もお答えをさせていただきました。 

　その後、愛南町の篠山組合でございますが、

教育委員会と基本設計の業者と協議しまして、

今、起債の充当率につきましては、愛媛県の教

育委員会と、現在、協議をしておるところでご

ざいます。 

　それから、事業費見直しにつきましては、設

計業者とも協議を、あの後しましたが、なお一

層の節減を図るような協議をさせていただいて

おります。 

　天井の高さを３０センチ低くすることで、相

対的に工事費が下がるんじゃないかというふう

なことも思っておりました。 

　それから、ほかの、例えば最小限のものにし

てはどうかとか、そういうことをいろいろ教育

委員会を通じて折衝しているところではござい

ますが、今のところ、１２月の２日に実施設計

の入札が行われまして、これは基本設計を行い

ました株式会社大建設計工務というところが６
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９０万、これは税抜きでございます。税抜きで

落札をしております。 

　これからも、さらにこの業者、実施設計がこ

れから始まるわけでございますが、我々として

は、経費の節減について、協議をさらにする必

要があるというふうに、私自身は思っておりま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、８番、宮本

議員のご質問にお答えをいたします。 

　篠山小中学校の教育活動の取り組みでござい

ますけれども、平成１８年度教育研究開発事業

の指定を受け、生きる力の源となる読解力や、

想像力、表現力を身につけるため、読書科を新

設をし、系統的な教育課程、指導方法などを進

めていく取り組みを予定をしております。 

　具体的には、小学校１年生から中学校３年生

まで、１週１時間の読書科を新設し、この読書

科を中心に、国語科における読む力の育成とも

関連をさせ、読書活動全体を通して、読解力や

想像力、表現力の向上を図る取り組みを予定し

ております。 

　次に、山村留学制度についてでありますが、

中央教育審議会が平成１０年６月、「新しい時

代を拓く心を育てるために」の答申の中で、長

い期間にわたる体験の機会を用意することも、

積極的に進めていくべきである。 

　都市部の子どもたちが親元を離れ、山村など、

自然環境の豊かな地域で暮らしながら、その学

校に通学したり、自然体験や勤労体験など、さ

まざまな体験活動をしたりする山村留学は、意

義あるものと考えると提言をしております。 

　農山漁村の自然と文化と人情を活用した、次

代を担う人づくりの事業です。 

　さまざまな体験活動を通して、子どもたちの

生きる力を育むことを目的にしています。山村

留学する子どもたちは、小中学生時代の一時期

に親元を離れて、農山漁村へ転入し、農家等で

生活しながら、地域の小中学校へ通学する制度

でございます。 

　しかしながら、留学生を受け入れるためには、

里親の確保、あるいは寮の完備と、受け入れる

側の環境や施設の整備が必要になってまいりま

す。 

　毎年、新たに取り組みを始める自治体や学校

がある一方、募集をしても、子どもが集まらな

い状況もございます。高知県での取り組みの例

といたしまして、土佐郡大川村が、宿泊施設を

完備し、大川中学校へ３名の生徒を受け入れて

おります。 

　一方、葉山村では、里親のもとから通わせる

制度でありますが、希望する子どもがいないこ

とから、休止の状態でもあります。 

　篠山小中学校でも検討してまいりましたが、

継続して実施していくことは難しいというよう

にも聞いております。 

　対象となる児童生徒は、特に制限があるもの

ではございません。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　再質問をいたします。 

　市長の答弁の中で、もう公約とかアウトソー

シングについては、１００点満点の答弁をいた

だきまして、いろんな農水産物とか、ナオシチ

ですかね、それからイモ、林業の間伐材、この

中で、農水産物、商業も含めて、これはつくっ

ておる方々が、一生懸命、生活のために売上を

向上するという努力が、まず第一で、あと、行

政が後押しをするか、広く情報を集めたものを

提示をするというような役目だと思うんですね。 

　ナオシチは、私も会派、当時は桜会であった

と思いますが、築地の市場を視察して、いや、

すだちになるまでは大変ですよと。ナオシチ、
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まだ売れませんと言われましたけど、やっぱり

たゆまざる努力を、ミカンをつくっている方が

まずしてこそ実るものではないかと思いますの

で、この点については、もう再質問はございま

せん。 

　小松製作所、我々も行きました。文教センタ

ーでは、多分、名前、萩原会長さんでしたか、

お話も聞きましたし、また、小松市においては、

自民党の浅野議長とも、数名の方とも懇親を深

め、また、議会の代表の方十数人とも話しもし

ました。 

　それから、粟津工場にも行きましたし、明太

郎さんのもともとの銅山にも、記念碑を見にも

行きました 

　その中で、たしか高橋工場長だったと思いま

すが、大変に市長のこともほめておりました。

えらい熱心な市長ですねと。 

　それで、その話の中で、何とか宿毛に来てく

れんかいという、宿毛弁丸出しで岡崎議員がラ

ブコールをしましたところ、いや、室蘭に行く

のも宿毛湾に行くのも、アメリカ航路に物を運

ぶのは大したことございませんよと。ただ、ア

センブリというか、組み立てはできないけども、

そこに集積して荷物を運ぶことには、１３メー

トルの深水のいい港があるから、検討しますと

いう話もしました。 

　市長からその話が出るかとも思いましたが、

市長も慎重になられて、めったなことは言えん

ということでしょうが、私の方は、聞いたこと

をそのまま言えば、執行権がございませんから、

構わんわけですから、どんどんと、これはもう、

頑張って、何とか小松製作所をひこずってでも、

ここへ連れてきてもらいたいと。 

　これがやっぱり、市長の若さと行動力をアピ

ールして、怖いもの知らずで、どこへでも飛び

込んでいくという勇気も聞いておりますから、

こういうことで、小松さんが来るようになった

ら、何せ二、三兆円の世界産業ですから、宿毛

でも物を積んでいくだけにしても、いろんな波

及の効果があると思いますから、「ちきゅう」

号もこちらに来てくれるということですから、

ぜひ、この点については、もうこれは頑張って

もらうようにお願いするしかないと、こう思っ

ております。 

　それから、この点については、もう市長、答

える必要はないですよね。決意があれば、それ

だけ言ってもらえれば。 

　それから、アウトソーシングですね。ふさわ

しいものについては、ＮＰＯに指定をすること

もいいんじゃないかというお話でございました

が、今回の指定管理者の「椰子」の問題につい

ては、経営のリスクがあると思うんですね。ど

なた、５名、５社ぐらい希望があったんですか。 

　その中で、１社に決まりましたけども、これ

はＮＰＯがやると言いましても、赤字になった

場合のリスクがありますから、余り投げ捨てる

ようなこともできませんし、やっぱり健全経営

を目指した企業から選ばれるのが当然であろう

と思うんですが。 

　例えば、市がやっておる、今言われた給食セ

ンターの調理部門であるとか、清掃公社のごみ

の収集であるとか、こういうものは、私は最も

ＮＰＯに適しておるんじゃないかと思うんです

ね。というのが、一定、市が委託金を組んで、

入札でこれをどなたに渡すかということになれ

ば、ＮＰＯといえども民間ですから、民間の企

業と競って入札をしていただく。じゃあＮＰＯ

は、利益そのものを目指しておるわけじゃない

んですから、私は、民間の企業さんもかなり努

力をされて、安い金額で入札で落とそうとする

でしょうが、実際にＮＰＯ組織の方が安く委託

を受けてくれるんじゃないかと思う点と、それ

から、利益関係はもちろん、企業も社会に還元

しておるんですけど、ＮＰＯの利益は、そのま
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まいろんな約束事で還元もできるし、その中で、

ＮＰＯであれば、たくさんの人に雇用の場を与

えることができるんじゃないかと。 

　例えば、給食センターなんかの場合は、私も

料理の世界でずっと、食品工場をやっています

が、もう本当に、そこらあたりと言ったら怒ら

れますが、本当に子どもにいいものを食べらそ

うとする心さえあれば、お母さんが弁当つくれ

ば、上等なんですね。 

　だから、調理師は、法律的に要りますけど、

そういう思いのした人に、例えば給食センター

で５０人、６０人の方、お母さんが働いて、Ｎ

ＰＯとして。一定の収入でいいものをつくって

いただければ、その効果も上がると思うんです。 

　具体的には、いろんな考え方ありましょうけ

ど、例えば、清掃公社のごみの収集なんかの場

合は、今、地域の方々が、分別なんか協力して、

それから、当番なんかつくって、いろいろやっ

てくれてますから、その組織を拡大していけば、

十分にＮＰＯにもなるんじゃないかと。そうい

う意味からすると、公社で働いている方も一生

懸命やってますが、一応、年度を切って、これ

を民業にやらなければ、行政がもたんというと

ころまできておりますから、その時期では、こ

ういうＮＰＯのやり方を視野に入れて、たくさ

んの人に、まちを美しくするという意味も込め

て、やってもらえれば、よりいい方法で、効果

が上がるんじゃないかとも思います。 

　それから、前にも質問に出したと思いますが、

町の名前は忘れましたけれども、広島のある町

で、ごみの減量に対して、例えば、このごみ袋、

今、市は幾らかで売ってますわね。それを、例

えば年に１００枚なら１００枚というふうに決

めて、家庭に無料であげるんです。行政が。無

料でいただいた１００枚を、そのまま１００枚

使ってしまえれば、ごみ袋代は家庭には要らん

わけですが、余分に使うときは、例えば１つ１

００円とすれば２００円で売るわけです。もう

それは購入していただく。 

　減量に努めて、１００枚配付してもらった無

料のものが３０枚残れば、それは歯ブラシとか

せっけんとか、家庭用品に市がかえてあげる。

それによって、ごみ袋を配付したお金は一千数

百万円、余分に行政としては出費をしておるん

ですけれども、燃料代が７，０００万円方浮い

たと。損得６，０００万、行政は経費を浮かし

たという例が、もう随分前に新聞に出ておりま

して、この議会でも多分、言ったことがありま

すが。 

　そういうようなことも考えに入れて、ＮＰＯ

が動いてくれたら、この宿毛市のごみの減量と、

美化と、利益の還元につながるんじゃないかと、

いうふうにも思いますので、ぜひ検討をしても

らいたいと思います。 

　きのうも何か、いいのがあったら検討します

から言ってくださいということでしたので、あ

えて言いますが、ぜひ検討をしてもらいたいと

思います。 

　それから、風力については、四電が、その購

買力が満杯ということで、今の市長の話でも、

地球環境全体を考えたら、まだ枠も広がるかも

わからんということでしたが、私もこれ、以前

からの質問にしておりまして、四電もそろそろ

いっぱいじゃないかなと。 

　前市長、それから中西市長にも言いましたが、

早くやれんもんかなということも言っておりま

した。 

　ただ、沖の島を例にとられると、非常にまず

いんですが。あれはもう、高くつくんですね、

送電線が。自分なりに聞き合わせたところ、宿

毛には３カ所の適地があるということも聞いて

おります。東西に風が吹く流れのところが、一

番いいから、３カ所ございますよと。風力のマ

ップが、もう全国的にできてまして、これは新
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エネルギー財団のＮＥＤＯなんかもつくってま

すが、もう宿毛もオレンジ色で、風力７、８ぐ

らいは吹いているんですね。３カ所あるんです

よ。 

　名前は、またきょうじゃなくても言いますが。

だから、そういうところに、鉄塔を建てる場合、

鉄塔はこれ、ＮＥＤＯの方が全額補助金で１億

円かかりゃ、１億円出してくれるんですね。行

政、何も要らんわけですよ。 

　だから、無料で、３カ所全部建てるといった

ら、１カ所にしなさい言われるかもわかりませ

んが、既に建つこともできたんですけれども。 

　今からでも、四電との話さえつけば、四電を

通してほかの電力会社に、また売電もできます

し、それから、今の四電の購買の範囲は、全販

売量、四電が出している販売量の１．３５パー

セントであったと思いますから。 

　２００４年の資料では、私も記憶するところ

は５６７基４２万キロしか、まだ風力ないんで

すね。日本全体では３００万キロを目指してま

すから、どこかには買ってくれるところはある

と思うんですよ。 

　市長が言っているバイオマスのやつは４１７

万キロワットでしたから、全体で風力とバイオ

と、もう１つ太陽光ですか、１，２００万キロ

ワット、日本は京都議定書に判を押したときか

ら、購入の義務があるんですから、どこかに抜

け道はまだあると思いますから。 

　ぜひとも、これも、大月町は１０基やること

で、１０年間ぐらいで２億３，０００万ぐらい

の固定資産税収入ですか。地主さんも地代が入

る。宿毛市も、何基かやる余力があって、四電

が受けてさえくれたら、民間企業、三菱さんに

聞いてみますと、伊方なんかは、三菱さん、全

部お金出す言うんですよ。行政が、土地をまと

めてくれさえすりゃ、うちが全額出しますよと。

１５年ぐらいの償却期間で、大体８年ぐらいで

もととりますから、あとは地元にも利益の還元

しましょうというふうに、三菱がやる、ゼネコ

ンがやるものが、商売上、リスクがあるなんて

考えは起こり得ませんから。 

　大企業は、もう計算し尽してやりますからね。

余り大きなリスクを考えずに、前向きに進んだ

らいいと思うんです。 

　株なんかみたいに、逆転して大損するような

怖いもんじゃございませんから、ぜひこの風力

の場合も、四電にも、市長の方からも聞いてい

ただいて、それから、枠を広げてもらうことが

できれば、何とかこれも検討材料にしていただ

きたいと思います。 

　それから、あとは篠山ですね。 

　市長の方からの答弁をいただいて、なお一層、

減額に努めて、最小限のものにしてはどうかと

いうお話を聞きました。私も含めて、我々のク

ラブも、絶対につくるなと言っておるんじゃな

いんですね。やっぱり、いろいろな教育効果や

財政の面も考えると、見直す点が多々あるんで

はないかという思いで、適当な規模、最小限の

ものという適当な規模は、私の考えでは、教育

理論は別にして、小中一貫として、小中学校を

複合施設でつくるべきなのか。それとも、中学

校は、平成１８年の末か１９年の初めにでき上

がったとしても、人数が、現在２８名いますが、

だんだん減って、２２年ぐらいには１４名ぐら

いになるという推移は見えているんですね。 

　山里留学でたくさん来るとかいうことになれ

ば、人数ふえますけど、今の大川村や葉山の例

を聞いても、余りふえないかもしれない。そう

すると、現状の、子どもさんが生まれる、待ち

児童の推移からいくと、そう多くふえないとな

れば、学校は建てても、小学校、中学校を複合

で建てるのではなく、内容的にですよ。その見

合う数の教室数とかいうもので、最小限にとど

めて、なお中学生がどうしても、どんなやり方
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しても少なくなったと。そのときには、中学生

だけは教育効果も考えて、近隣の学校に通学す

る。じゃあ、残った小学生が二十七、八名か、

３０名弱の小学生が有効に使えるような施設、

それが幾らかかるのかと。 

　私は、こういうことを希望をしてます。それ

が、市長の言われる最小限のものということに

なれば、３月の、来年度の議会に、恐らく本予

算の計上がなされると思いますから、その当た

り、お金のことばっかりを言うんじゃないです

が、やっぱり市内の雨漏りや、きょうまで問題

になっております耐震後の第二次診断や補修、

そういうものと兼ね合わせて、みんなが納得す

るような、あこまでになれば、どうしても要る

んであれば、学校としてはいいものになったな

と言えるようなものになってもらえればいいな

と思っております。 

　最小限というものがどの範囲なのか、お答え

もいただきたいと思います。 

　それから、教育長にお伺いしますが、教育長

とは随分やりました。小中一貫も、山里も、教

員配置も、教育の機会均等もやりました。それ

は、児童がおれば、学校は建てなきゃいけませ

ん、法律で。教育の機会均等決められてますが、

水準はどうするのかというのも重要な問題です。

だから、きょうはもう、余り教育長と教育論ば

っかりをやる気はありませんが、この、今、説

明された生きる力の源となる国語教育ですか、

読解力とか、想像力、表現力、これを１週１時

間ぐらい、系統的に教育していくという過程の

中で、これはあれでしょうかね。文科省のモデ

ル校指定にこういうものがなれるんでしょうか。 

　そのこと、私、余り理解できないんですが。 

　この国語力というのは、今、大学生なんかも

電車の中でイヤホンつけて、便利な機械を持っ

て、耳から夏目漱石読む時代ですから。日本の

学生そのものに、国語をどうするかと。 

　一方では、国語をやめてアルファベットだけ

でいいじゃないかという理論もありますわね。 

　そういうことからして、生きる力ということ

で、国語力が大事だと思いますけれども、こう

いうことでモデル指定を受けたら、どういう効

果があるんでしょうか。 

　それから、山里留学は、今も言いましたが、

なかなか難しそうですわね。いろいろ理論はか

み合いませんけれども、財政的には、今、市長

に言ったように、最小規模のものを求めますが、

教育長にもお伺いをしたいのは、相手方さんも

あることだし、こちらから教育理論ばっかりぶ

つわけにもいきませんが、こちらもやっぱり、

ある程度、宿毛の児童が４０％ぐらいですか、

行ってますから、責任もありますから、教育長

ね。どういうやり方をするのか。 

　その中で、私は、小中一貫教育も言ってきた

ように、適正規模のものじゃないかと。それか

ら、こういう留学制度にしても、モデル校指定

にしても、学校をつくるためだけに理屈づけを

するんじゃなしに、本当に、中におる子どもが、

いい教育を受けれるという。もう、デメリット

を克服して、小規模のメリットを生かす教育を

するという範囲で、結局、学校の規模のことに

もなりますが、あくまでも小中一貫でずっとや

るのか、一たん、実践するけれども、人数が極

端に減ったと。やっぱり小中一貫をとなえても、

例えばことしの１年生は１人なんですね。あの

表を見て、記憶している範囲では４学級ですね、

小学校は。一番少ないのは１人ですよ。 

　１２年間、この子に、山里から来ない。ほか

から来なかったら、９年ですね、１人で行くん

ですね。同級生なしで。で複式で教える。この

子に語学力、読解力、生きる力をつけるといっ

ても、私はすぐには納得できんがですよ。少し

無理があるんじゃないか。 

　だから、せめて学校をつくるときに、そうい



－ 94 －

う教育論、立派な理想はあるでしょうけども、

現状に合うような、その教育環境で教えながら、

どうしてもいかんときには、中学生はやっぱり

統合した方がいいなというときには、そういう

ふうな流れの中で、将来、そういうこともあり

得るということを想定して、じゃあ、この規模

の学校が、教育上、最も望ましいんじゃないか

とか、いうような議論を、向こう、森岡教育長

ですか、膝を交えて熱心にやってもらいたいん

ですね。 

　その結果、教育理論と規模と、決めたものを

３月の議会に出していただきたいと、このよう

に思っております。 

　再質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の再質

問にお答えをいたします。 

　小松製作所のお話でございます。宮本議員お

っしゃるとおり、小松粟津工場から製品を出荷

するのに、金沢港から出して、そして室蘭港か

ら北米の方に出しているというふうなことでご

ざいましたので、この室蘭のかわりを宿毛湾港

ができないかということでございまして、私も

ぜひ、そこの辺は来ていただきたいというふう

に、小松へ行って申し上げたことを覚えており

まして、ぜひそういうふうになれば、非常にい

いなと。 

　ただし、ここからの外交航路という形の船と

いうもののセットを、まずしなきゃいけない。

それから、コストの問題がございまして、実は、

先だって行ったときに、コストどれだけかかる

というの、表にしてちょっといただいたわけで

ございますが、やはり宿毛の方に製品を持って

きて、ここで例えば組み立てるとかいうことも

検討していただきました。 

　そうしますと、ちょっとやっぱり、コスト的

に高いというふうなことでございました。 

　ここに工場を、例えば持ってきますと、今、

粟津工場の方も、あそこに工場がございまして、

真ん中に。その周辺に下請、部品工場がずらり

と並んでいると。もし、工場を持ってくるよう

だと、そういう部品工場も全部行かなきゃいけ

ないということになりまして、非常にこれは、

現実的に無理じゃないかというお話はいただき

ました。 

　そういう、現実的には無理なことは申しませ

んが、小松関連会社というのは、まだまだ非常

にたくさんございますので、我々としては、明

太郎さんの出身地でございますし、この宿毛湾

港という水深マイナス１３メートルの岸壁が、

これからフル活用できるんだという特異性がご

ざいます。 

　そういうことで、ぜひ、高橋工場長にも、ぜ

ひ小松関連で結構でございますので、この土地

を活用していただきたいというふうに、この間

も申し上げてまいりました。 

　検討はしていただけていると思いますし、こ

れからも少し、我々も小松さんの中身を少し見

た上で、どういったものがふさわしいかという

ことを具体的に、例えば手を挙げるとか、こう

いうふうな具体性を持って、お話ができるよう

なことを、これから取り組んでいかなきゃいけ

ないのかなと、こんなふうに思っております。 

　それから、次に、アウトソーシングのお話で、

具体的に給食センターとか、ごみ収集業務には

ＮＰＯというふうにお話ございました。 

　こういった業務につきましては、特定非営利

団体でございますＮＰＯ、この方々を受けてい

ただけるように、例えば組織化を手伝うとか、

それからＮＰＯの育てていくことが、まず大切

かなというふうに思うわけでございます。 

　一応、調理のことにつきましても、プロフェ

ッショナルがやります。それからごみ収集につ

いても、合理的にやらなきゃいけないというふ
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うなことでございます。 

　また、ごみ収集につきましては、宮本議員か

ら、事例としていい事例もお聞きしました。 

　そういうこともさりながら、私自身も、市民

の皆様にこの場を借りまして、ごみ分別をぜひ

やっていただきたいということを申し上げたい

わけでございます。 

　というのが、今の溶融炉に、今運んでおりま

す。これは、何でも燃やせるからといううたい

文句がございまして、ここの溶融炉が、今、実

は満杯なんです。何でも突っ込みますので、非

常に熱効率が悪いということと、何でも持って

いくものですから、エネルギーが非常に限界に

達しているというところでございまして、その

ためにはどうすればいいか。この、何でも入れ

て持っていくもんですから、ごみ収集に払う金、

クリーンセンターへ払う金がすごく高額になっ

てきております。 

　そういうことで、市民の皆様が分別収集して、

例えば紙は紙、こんな紙１つでも、例えば資源

ごみになりますので、この紙１つでもくしゃく

しゃにして捨てて、ごみの、クリーンセンター

へ持っていくんじゃなくて、置いといて、資源

ごみで出していただきたい。そうしますと、ご

みの量が減ります。減りますと、財政的な負担

というものが、非常に少なくなってくるわけで

ございまして、そんなこともぜひ、この宮本議

員の質問の場を借りて、お願いをするというこ

とでございます。申しわけございません。 

　こういった形で、ＮＰＯを育てていく。そし

て、我々が今、集中改革プランで民間委託して

いくというものにつきましても、ＮＰＯという

形のものがとれるものにつきましては、そうい

う検討でやっていきたいと、このように思って

ます。 

　それから、次に風力発電のことでございます。

いいご示唆をいただきましたので、四電とまた

詳しいお話もさせていただきたいと、このよう

に思いますので、ご了解願いたいと思います。 

　それから、篠山小中学校の件でございます。

議事録関係は、ああいう形で今までなくて、た

だ、恐らく愛南町になりましてからは、議会の

中でもいろんなお話をされたということでござ

いまして、そういう話も受けて、私、これ一定、

愛南町にも協力をしなきゃいけない。お互いに

やっているからというふうな発言をさせていた

だいたわけでございます。 

　この上は、経費を削減に努めるということで

ございます。最小限といったの、どの範囲かと

いうことでございまして、宮本議員からご提案

もございましたが、私が先ほど申し上げました

のは、経費を最大限に抑えていくという意味で

の最小限といったことでございますので、例え

ば、今、議員からご提案ございました中学校の

みは統合でどうかとか、いう形での規模縮小と

いうことでの発言ではございませんでしたので、

そこの点はご理解を願いたいと思います。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、宮本議員の

再質問にお答えをしたいと思います。 

　まず、１点目のモデル校に取り組んで、どの

ような効果を上げようとしておるのかというこ

となんですけれども、これは、モデル校という

ことよりも、指定事業として、生きる力を育む

ための指定事業と、こういう押さえ方をしてほ

しいと思います。 

　現在、文部省の方に、国の方に、この指定、

１８年度受けたいと、こういう形で受けたいと

いうことで、事業の申請をしております。 

　多分、そういうことでございますので、認可

されてくるのではないかと、こういうように思

っております。 

　そこで、そういう事業を受けながら、この篠
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山小中学校における今後の取り組みなんですけ

れど、まず１つは、その事業を受ける、生きる

力を身につけるために受けると、こういう考え

方の点で、生きる力というのは、みずから考え、

判断し、行動できる、そういう力と、こういう

押さえ方ができるかと思います。 

　そこで、そういう取り組みを、篠山小中学校

幾つか、６点上げておりますので、それをご紹

介してよろしいでしょうか。 

　まず、１点目は篠山小中学校では、へき地小

中併設校として、伝統的に運動会、文化祭等の

学校行事を合同で実施しているが、行事や総合

的な学習の時間を持ち、持ち方等を工夫して、

異年齢の縦型集団活動の良さを生かした教育活

動を進めていきたいと。 

　２つ目として、小中学校の教職員の相互の事

業参加などにより、小学校高学年の教科担任制、

中学校技能教科担任制の小学校での指導、小学

校での英語指導、中学校での補充学習への小学

校教育の参加など、きめ細かな指導体制を構築

し、指導に当たると。 

　小学校１年生から中学校３年生まで、教科、

読書科を新設し、９年間の系統的な指導により、

生きる力の源である読解力を身につけさせ、想

像力や表現力の向上を図ると。 

　それから、もう１つ、紹介しておきたいと思

いますけれども、生徒指導面でも、小中一貫の

よさを生かし、教職員間の共通理解、共通実践

による中一ギャップを初めとする生徒指導上の

課題を克服することができると、こういう効果

があるということです。取り組みによってです

ね。そういうことでございます。 

　それから、中学校の方での人数が少なく、将

来、２２年は８名くらいになるということで、

施設面での工夫というか、そういうものを考え

る必要があるのではないか。そういう見通しを

考えた改築ということだろうと思うんですが。 

　この２０日に、そういったことについて、な

お検討をするように、宿毛教育委員会と愛南町

の教育委員会で話し合いを、先ほど、議員も言

われたような面の話し合いを、詰めをしていく

ようにしておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○副議長（菱田征夫君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　再々質問になりますが、

小松市との、市長、関係の中で、ちょっと言い

忘れてましたが、この間、小松市議会運営委員

会が宿毛市に来られましたね。浅野議長を初め、

七、八名の方と、我々も食事をする。市長も同

席しましたが、会を持つことができました。 

　これも、市長が行ったり、我々も行ったり、

いろんな経過の中で、議会運営委員会が宿毛市

を選んでくれたんではないかと。 

　竹内明太郎さんの縁で、親交が深まりつつあ

るんですが、その中で、浅野議長が、ぜひ姉妹

都市にということも検討しようじゃないかとい

う話がございましたので、これは、私どもから

すれば、願ってもないことじゃないかと思うん

ですね。 

　小松市議会の方も、長老がおりまして、我々

が行ったときも、ロシアの名前も覚えれんよう

なとこと姉妹都市になるよりは、宿毛の方がえ

えぞと、非常に後押しもしてくれましたから、

こういうことも含めて、議会も行政も、そして

ライオンズクラブなんかも交流をしてくれて、

「椰子」にも同伴で４０名ぐらいが来てくれた

と。めったにないことですから、こういうこと

を機会に、宿毛市の産業振興のためにも、また、

観光の面でも、いろんな面でも役に立つと思い

ますから。相手の方がでかいまちですから、何

とかそれを結んでいただけるような努力をして

いただきたいと思います。 

　この姉妹都市の件については、ご返答をいた

だきたいと思います。 
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　それから、今の学校の関係は、中学校を統合

するということではなくて、最小限というのは、

私も答弁の中からも理解しております。 

　その中で、これをどうせよ、こうせよという

ことは言えませんが、プールなんかも補修で済

めば、まだ減額にもなると思いますし、天井の

高さは、柱が３メートル物で３０センチ切った

ところで、内壁、外壁の少しの安さにはつなが

っても、手間もかかるし、そう減額もできんと

いうのも聞いておりますから、やっぱり規模の

問題についても、再三言うようですが、含めて

話していただきたいと思います。 

　それから、教育長、その指定事業というの、

これは教育、篠山をどのようにするかという、

それはわからんでもないんですよ。ただ、今言

ったように、２０日の日に話があるそうですか

ら、それで話を進めて、私なんかの思いもおわ

かりいただけたと思いますので、そういう方向

も加味して、お話してもらいたいと思いますが。 

　あのね、ちょっと時間ありますから、１つ紹

介しておきますがね、ここへ高知工科大の先生

の塚原和幸さん、ご存じですかね。この方が、

「過疎地域への新広域学校システム導入の提

案」という本を出してまして、私もこれ、長っ

たらしいんですけれども、ずっと、ひまに任せ

て全部読んだんですよ。 

　そうすると、書いていることは非常にわかり

にくい面もありますけれども、痛烈な批判も１

つあるんです。 

　過小規模における学習環境の悪化の最大の犠

牲者は、そこに暮らし、学ぶ子どもたちである

という現実を直視せねばならない。教育環境を

懸念する保護者が、地域を離れていく世帯移動

という社会現象を引き起こす、負のスパイラル

に陥っておると。こういうことからすると、新

広域学校システムというのは、ある一部の自治

体の中で、町村がありますわね、５つ、６つ。

すべて過疎化していると。 

　そこの、立地的に中心部にすべての学校を１

つにまとめて、全寮制にして、土日は必ず親元

に帰すという通学制を加味しながら、効率的な

教育をすることが、その過疎地域全体を守って

いく１つの方法であると。 

　定住もするし、職業もそこにある。学校教育

も安定をすれば、親御さんが安心をすると、こ

ういうシステムで、高知県が初めて文科省から

モデル指定を受けようとしておりますね。 

　こういう例もありますから。それで、この本

の中に、私も、ああ、そうかと思うのがござい

まして、スクールという言葉は、学校と訳しま

すけど、語源は群れということだそうです。群

れを成す。 

　辞書で引いてみますと、スクール・オブ・フ

ィッシュというのがありまして、メダカの学校

や魚の学校じゃないんですね。スクール・オ

ブ・フィッシュは、魚の群れというらしいんで

すよ。魚探にかかる群れは、外人はスクール・

オブ・フィッシュがいると、こういうらしいで

すから、やはり、ある一定の群れを成した学校

がいいとは思いますが、そのデメリットを克服

して、きめの細かい指定を受けれるような事業

をするということですから、なお一層、慎重に

宿毛市の教育方針を出して、お話を始めていた

だきたいということで、市長は姉妹都市の関係

ございますから、教育長、そのことについての

決意を、一言言ってもらえますか。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、宮本議員の再々

質問にお答えします。 

　小松市との関係でございます。 

　今、ようやく、人と物がそろそろ交流をして

きだしました。姉妹都市を結ぶに当たっては、

やはり人と物の交流が頻繁にあってしかるべき

というふうに思っておりますし、私どもも、小
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松市にお伺いしまして、規模は格段に大きいわ

けでございますが、できれば、宿毛市はまだ、

姉妹都市提携をどこともしておりません。そう

いうことも含めまして、姉妹都市をできる要件

というものが、やっぱりあろうかと思いますの

で、私はまず、ことし、小松市にお伺いしまし

たときには、小松市長と話をさせていただきま

して、ぜひまた、人と物の交流をどんどん深め

ていただいて、これを機会に。そういうことで、

最終的に姉妹都市というのが提携できればいい

なというふうなことでございますので、要件と

か、いろいろまた調べまして、本当に手を握っ

て、一緒の活動ができるというふうなことにし

てまいりたいと、このように思っております。 

　それから、篠山小学校の規模の問題でござい

ます。今のご提言とかも受けまして、また相手

とも話もさせていただきたいと、このように思

います。 

　ちなみに、今、宮本議員が示された本につき

ましては、私も読ませていただいております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　宮本議員の再質問に

お答えをします。 

　今、ご紹介をしていただきました工科大の先

生のお話ですけれども、これは、私も実は昨年

度、高知県内の教育委員の集まりがありまして、

そこでお話を聞いたことでした。 

　うちも、統合のことも考えていかにゃいかん

と、こういうようなことで、ぜひ先生のそうい

う考え方を大事にして、取り組みをしていきた

いなと、そういうように思っておりますし、宮

本議員からも紹介も受けましたので、しっかり、

このご提言を大切にして、今後の取り組みに生

かしていきたいと、こういうように思っており

ます。よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　そろそろ時間になりま

した。教育長からのお話は、ちょっと、私は矛

盾して聞こえたんですが、国語の読解力の問題

でしょうか。よく読んだそうでございます。 

　ぜひ、小松さんとの縁を深めて、宿毛の産業

振興に役に立つように、市長に努力してもらい

たいと思いますが。 

　蛇足になりますが、この間の長崎造船所、こ

れは三菱弥太郎さんの右腕といわれた方が、宿

毛市の、梓さんのおじさんにあたる小野義真さ

んでございまして、そのことも、三菱の風力の

開発事務局と話をしましたが、全く知られてお

りませんでした。 

　義真さんは、東北鉄道をつくり、後に東北本

線に譲った宿毛の有名な方でございますが、明

治時代には渋沢栄一の少し前に生まれた方と思

いますが、日本の殖産興業、岩﨑弥太郎が三菱

で発展したもとを築いた方でございますので、

義真さんは、明太郎さんと姻戚関係ですから、

おれのことはいいから、長崎と姉妹都市になる

よりは、小松とやれと言っているように聞こえ

ますので、どうぞ頑張っていただくよう、これ

で一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　これにて、一般質問

を終結いたします。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　２時４４分　散会 
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午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告いたします。 

　菊地　徹君から、会議規則第２条の規程によ

り、欠席の届出がありました。 

　本日までに、請願２件、陳情２件を受理いた

しました。 

　よって、お手元に配付してあります請願文書

表及び陳情文書表のとおり、所管の常任委員会

に付託をいたします。 

　日程第１「議案第１号から議案第２４号ま

で」の２４議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　１１番西郷典生君。 

○１１番（西郷典生君）　おはようございます。

１１番、質疑を行います。 

　私の質疑をいたしますのは、議案第１号別冊、

平成１７年度宿毛市一般会計補正予算第７号で

ございます。 

　ページ１６ページ、２款総務費、９目開発推

進費の１９節中村市鉄道経営助成基金負担金、

これが２，３３０万７，０００円減額になって

おります。 

　そして、四万十市鉄道経営助成基金負担金、

これが２，２１３万４，０００円となっており

ます。これ、名前が変わって、こういう出し方

になったのではないかと思うんですが、金額も

少し違っておりますので、これはどういうこと

でこういう処置をしたのか、お聞きをいたしま

す。 

　続いて、ページ２０ページ、第３款２項３目、

私立保育所運営費であります。１３節の宿毛保

育園が６４６万４，０００円減額をされて、大

島保育園に１，３４２万円が増額されておりま

す。どういうわけで、こういう形になったのか、

お聞きをいたします。 

　そして、１９節の負担金補助金及び交付金で

あります。 

　これは、宿毛保育所が２５２万６，０００円

増額されて、大島保育園が６６４万５，０００

円減額しておる。この内容について、ご説明を

願います。 

　続いて、３２ページ、１０款の災害復旧費、

第３項の文教施設災害復旧費であります。１目

１５節の工事請負費１０６万６，０００円、小

筑紫小学校校舎屋上シート防水工事費でありま

す。この１０６万６，０００円は、どういう工

事をされようとしておるのかについて、お尋ね

いたします。 

　１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　企画広報課長。 

○企画広報課長（小松宣男君）　企画広報課長、

１１番議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算７号の、１６ページ２款１項９目の

１９節の中の、中村市鉄道経営助成基金負担金

の減額と、四万十市に名前を変更いたしまして

出す負担金の額の変更でございますが、この件

につきましては、土佐くろしお鉄道株式会社に

課せられます固定資産税額にあたるものを、中

村市鉄道経営助成基金負担金として支出してい

るものでありますが、当初予算におきましては、

額が確定していないために、前年度を参考にし

て、暫定で予算を組んでおりました。 

　これが確定いたしましたので、その金額を減

額をしようとするものでありますが、あわせて

中村市が合併したために、名称も変更して、出

すものであります。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　福祉事務所長。 
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○福祉事務所長（岡添吉見君）　福祉事務所長、

西郷議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算の、ページ２０ページでございます。 

　３款２項の３目私立保育所運営費の１３節委

託料の、宿毛保育園に６４６万７，０００円減

額で、大島保育園に１，３４２万の増額の理由

でございます。 

　これにつきましては、当初、宿毛保育園につ

きましては、延べ人数、保育園に措置する人数

ですが、１，８２４人ということで、委託料を

決めておりました。その額が８，７４５万１，

５６０円ということで、当初予算の方では組ん

でおりましたが、現在の状況、そして今後の見

込み等を精査しまして、延べ人数で１，６８６

人になるのではないかということで、委託料を

再計算いたしますと、８，０９８万４，１９０

円と。その差額６４６万７，３７０円になるわ

けですが、今回、６４６万７，０００円を減額

させていただいております。 

　それから、大島保育園につきましては、当初

見込みで延べ人数が８０４人、委託料が４，７

０５万４，２２０円、今後の見込額といたしま

して９７２人となるようになってまして、その

委託料の見込みが６，０４７万４，２２０円。

その差額１，３４２万円、この額を今回、補正

計上させていただいております。 

　それから、同じく３款２項３目の１９節負担

金補助及び交付金でございますが、今回、トー

タルで４１１万９，０００円減額をさせていた

だいております。 

　これについては、宿毛保育園が２５２万６，

０００円増額、それと大島保育園が６６４万５，

０００円の減額でございます。 

　この内容についてでございますが、先ほど、

１３節の委託料の増額と、それから大島保育園

の増額と、宿毛保育園の減額ということで説明

させていただきましたが、宿毛保育園につきま

しては、先ほどの運営費委託料が減額になった

ために、今回、補助金を増額しなければならな

くなったということでございます。 

　それから、大島保育園につきましては、児童

がふえまして、委託料がふえたということで、

減額になるということでございます。 

　同額になってないという、１３節の委託料と

同額になってないということにつきましては、

やはり委託料をそのまま減額できないいうこと

は、保育児童がふえれば職員も雇わんといかな

くなったりしますので、その臨時職員をふやし

たりとか、それから、一般生活費いいまして、

給食費とか、それから、それに伴う保育園のい

ろんな事務の費用と、そういうものが要ります

ので、同額にはなりません、ということでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長、西郷議員さんの質疑に

お答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算第７号の３２ページでございます。

文教施設災害復旧費の小筑紫小学校校舎屋上シ

ート防水工事１０６万６，０００円についてで

あります。 

　この工事費は、先の９月６日に台風１４号が

襲来しまして、その折、昭和６０年に施工して

おりました屋上の防水工事、防水シートが、こ

の台風によってはがれたということで、国庫補

助の負担を受けまして、改修をすると。ちなみ

に、国の負担金は３分の２と、７１万６，００

０円ということでございますので、よろしくお

願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　１１番西郷典生君。 
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○１１番（西郷典生君）　大変詳しくご説明い

ただきました。よく理解できましたので、これ

をもちまして、質疑を終了いたします。 

○議長（岡村佳忠君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　１４番、質疑をさせ

ていただきたいと思います。 

　私の質疑する対象は、議案１７号１件でござ

います。 

　今議会におきまして、いわゆるアウトソーシ

ングというか、市のいろんな行政を、行政事務

について、指定管理者制度に基づいて、指定管

理者の指定を議会にはかる案件が、議案第１５

号から１８号まで４件出ているわけでございま

す。それぞれ複数の希望で審査を、複数の希望

者に対しての審査し、選択したもの。あるいは、

もう１社を指定したもの等４件あるわけなんで

すが、その中で、１７号については、今まで、

宿毛市行政においても、非常に課題でございま

した「椰子」の運営ということについてでござ

いますので、特にこの点につきまして、お聞き

しておきたいなと。 

　委員会でそれぞれ審議もあろうかと思います

けれども、一般質疑というか、そういう形でお

聞きいたします。 

　まず、５社、市内４社、市外１社というよう

な形で、今回、議案として出されているのは、

いわゆる株式会社くりはらが指定管理者になっ

たということでございますが、その選定におけ

る経過についての概略、概要をお聞きいたした

いと思います。 

　そして、今まで、「椰子」の運営につきまし

ては、利用客がだんだん減少すると、あるいは

内部的にいろいろ改修を要するものとかいう形

あったりしながら、各予算の段階、あるいは決

算の段階等でも、「椰子」をどうすりゃよとい

う心配が、ずっと議会の中でもつきまとってき

たわけなんですが、今回、くりはらが指定管理

者として、今後、運営していただけるというこ

とならば、非常に民間感覚、経営感覚でやって

いかれるということで、本来、設置目的の、ま

さに国民、あるいは市民の福祉と、その一端で

ある保養とか休養の場という形で充実させてい

ただければありがたいなと思うと同時に、今ま

で、大変、苦しい経営の中で、こういう局面を

迎えたわけでございますので、今後、くりはら

が受けてやる中で、うまくいっていただきたい

なという思いが強いわけでございます。 

　そうした中で、そうすると、今まで課題であ

った内部的な改修等、募集要項には、その対応

方いろいろ書いておるわけですけれども、例え

ば、ずっと以前から、閉鎖状態じゃないかと思

うんですが、家族ぶろが、ひびが入ったり壊れ

ているというようなこと。あるいは、冷暖房関

係は、直されたとはお聞きしてますけれども、

いろいろ改修を要する状況の中で、今、あると

いう中で、４月からくりはらが運営するという

ことになると、その間、そのあたり含めて、今

後どうしていくのかなと。 

　改修費用につきましては、募集要項の中で、

管理基準の中で、あるいはその経費分担の中で、

５０万以下のものについては、新たに受ける指

定管理者が対応するけども、それ以上の大きな

改修等については、市長と協議するという形の

募集要項の内容になっているようでございます。 

　せっかく、踏み出していくということならば、

現在ある、いろんな欠点を改修するのみでなく、

いわゆる業者として、今後、どういう取り組み

をして、利用客をより入れ、採算とらせていく

かと、とっていくかということも念頭にあろう

かと思います。 

　そういうことを含めまして、新しい取り組み

については、じゃあ、新たに１，０００万の改

修をしたいということになったときに、要綱か

らいうと、新たな負担がまた、市の方にかかっ
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てくるということも、今の要綱を見る限りでは、

そういう可能性も伺われるわけなんで、そうい

う今後の新しい取り組みについては、どういう

形になるのか、そういう改修と新しい取り組み

についての経費関係について、お聞きいたした

いと思います。 

　そして、３点目といたしまして、宿毛市がせ

っかくここまで建築してやってきたわけなんで

すが、市の施設ということには変わりございま

せんですから、そうすると、あれを動かすとい

うことについては、やっぱり宿毛市、いわゆる

地元を重視した形の運営をしていただきたいな

と思うわけでございます。 

　そうしたときに、先般、いろいろお客さんが

来られたときに、食事の関係のクレームとか、

いろいろお聞きしたというような話も聞いてお

りますけれども、宿毛市の鮮度のいい品物を、

いかに使うかということで、またその存在性も

高めていただきたいし、宿毛市民のそういう一

次産業の、いわゆる食料品を供給する人たちに、

あこへ納めさせてもらっているという形で、１

つの消費の場所があるという形で対応していた

だきたいなということで、いわゆる地場産品を

使うことについての話が、この選定の過程にあ

ったのか。 

　例えば、評価の関係の中に、宿毛市に対する

愛着が感じられるかとか、いう形も１つの評価

基準の中にあったようでございますので、それ

らを含めまして、そういう地元産品をどうする

かということも、協議の中にあったんじゃない

かと思うんで、そのあたりについてもお聞きい

たします。 

　地元重視の関係につきまして、産品とはまた

別に、この人的なものですけれども、項目の中

に、人員の確保及び人材の育成という項目がご

ざいますけども、現在、あこで働かれている

方々、公社の職員という形で今まで働いていた

だいたわけですけれども、新たな経営者という

ことになれば、いろいろ条件は異なってこよう

かとは思いますけど、そのあたり、継続雇用に

ついての協議等、どのようになされてたのかな

ということについて、お聞きいたします。 

　そして、先ほど言いました地元産品との関係

ですけれども、要は、宿毛の物をいかに売るか

という発想からしましたら、お客さん等が、い

わゆるコックさんというか、職員さん、この品

物がおいしかったよというようなときに、ああ、

フロアの直販所で売ってますから、ぜひとも買

って帰ってくださいやというような、産品の直

売的なものもやっていけば、より宿毛市にとっ

ての存在感のある施設ということになろうかと

思いますけど、そういうことについて協議がな

されたか、なされんかったら、今後、どのよう

に、そういうあたりを深めていくのか、そうい

うことについてお聞きいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　おはようござ

います。商工観光課長、１４番、田中議員の質

疑にお答えをいたします。 

　ご質問につきましては、議案第１７号、宿毛

市国民宿舎「椰子」の指定管理者の指定関係に

つきまして、たくさんの項目にわたりましてご

質問をいただきました。 

　まず、最初に国民宿舎「椰子」を所管いたし

ます私ども商工観光課といたしまして、先ほど

ご指摘のとおり、国民宿舎「椰子」につきまし

ては、だんだんに売り上げが減少いたしている

中におきまして、今回、大きな思いを持ちまし

て、５社からの応募をいただいた状況にござい

まして、心からなる敬意と感謝の意を、まずも

ってあらわさせていただきたいと思います。 

　さて、選定に当たる経緯につきましては、去

る１１月２１日に開催がなされました議員協議

会の席上におきまして、選考審査を担当させて
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いただきました、正式名称「宿毛市国民宿舎指

定管理者候補者審査選定委員会」の設置要綱、

並びに同委員会におきまして設定をいたしまし

た審査評価基準表、並びに同委員会の開催経緯

等を資料といたしまして、ご提示申し上げる中

で、選定経緯について、ご説明を申し上げた経

緯にございます。 

　当然のこととして、厳正審査を旨として、助

役を委員長といたします市役所内部組織として

の５名の審査員によりまして、５社から提出が

なされました事業計画書等々の書類審査はもと

より、申請企業からのプレゼンテーションの聴

講及び聞き取り調査をもちまして、先ほど申し

ました審査基準表に基づきまして、審査員５名

が、独自採点をいたしまして、それをもちより、

その集計結果におきまして、最高点を獲得いた

しました企業が選定をなされた経緯にございま

す。 

　同委員会といたしましては、同委員会の設置

要綱５条の規定に基づきまして、最高得点を獲

得いたしました株式会社くりはらを、市長に推

薦申し上げまして、その結果におきまして、今

議会の選任議案の候補者として計上がなされて

いる状況でございます。 

　集計結果における上位数社につきましては、

それぞれすばらしい事業計画をもちまして、応

募いただいた経緯にございます。 

　また、その中でありまして、株式会社くりは

らにつきましては、当該事業計画はもとより、

プレゼンテーション時におけます真摯、かつ熱

にあふれた姿勢が、各審査員の大きな評価を受

けたところでございまして、それら総合評価の

結果におきまして、株式会社くりはらを候補者

として選定を申し上げた経緯にございますので、

何とぞよろしくお願いします。 

　指定管理者の指定方法につきましては、議員

既にご承知のことと存じますけれども、当然の

ことながら、議会の皆様方のご承認は必要とい

たしますけれども、ふたつの方法がございます。 

　市長の直接指定、及び公開公募と。国民宿舎

「椰子」につきましては、先ほど、田中議員が

ご指摘のとおり、広く民間企業の活力とノウハ

ウを活用する目的を持つことと同時に、厳正な

選考を期する意味におきまして、公開公募によ

る選定を実施した経緯にございますので、あわ

せてご理解も賜りたいと存じます。 

　なお、当然のことながら、もちろんのこと、

議会のご承認をいただくことが、これ前提でご

ざいますが、株式会社くりはらといたしまして

は、皆様ご承知のとおり、総合スーパーでござ

います。「椰子」で扱うすべての商品は、ほぼ

完備している状況でございますが、先ほどご指

摘の地産地消含めて、地産他消をスローガンに

掲げていただいている状況にございまして、新

たな農業の皆さん、また漁業の皆さんとの取引

の展開も期す旨の方向性を、私どもの方にお寄

せいただいている状況にございます。 

　また、人材の育成確保につきましては、公募

をいたす段階におきまして、思いは、私ども商

工観光課としての思いは、現在の「椰子」に勤

務していただいている職員の皆さんを、踏襲し

て雇用していただきたいという思いはございま

したけれども、それを公募条件として記載する

ということは、これは適当ではございません。 

　が、申請段階におきまして、希望される現在

の職員につきましては、当然、面接も実施され

ることと存じますけれども、ほぼ、現在の状況

におきまして、雇用の継続を図りたいという申

し出も、既にいただいているところでございま

す。 

　また、新たな指定管理者としての運営管理の

関係におきまして、施設の改造等の関係も、必

然的に生じてこようと思いますけれども、これ

は、公募条件の関係において、指定管理者に引
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き受けていただく場合の条件といたしまして、

現在のままの状態をもって、お引き受けをいた

だくと。 

　ただし、現在の施設が、今後、修繕等を必要

とする場合におきましては、先ほどご指摘のと

おり、１件当たりの修繕費が５０万以下の場合

におきましては、指定管理者さん、あなたが負

担してください。それを上回る金額の修繕費、

修繕が必要となった場合におきましては、市長

との協議におきまして、市が負担をさせていた

だく場合もございますよと。 

　また、例えば、家族ぶろであるとか、露天ぶ

ろであるとか、現在の施設をリニューアルする

場合におきましては、そのすべてを指定管理者

の負担として、対応をしていただくと。ただし、

その条件としては、リニューアルを実施する場

合におきましては、それらの事業計画について、

市長との協議を、当然のことといたしまして、

必要といたしますよと。 

　また、指定管理者独自の負担をもって、施設

の改造等が行われた場合、仮にその指定管理者

がいろんな事情を持って指定管理から離れた場

合の財産権の問題が生じてこようかと存じます

けれども、それらにつきましても、一つひとつ

のリニューアルの事業計画の関係におきまして、

それらを含めた市長との協議において、リニュ

ーアルの可否につきまして、市長として決定を

下すという形になっておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

　答弁、足らない部分があろうかと思いますが、

ご理解を賜りたいと存じます。よろしくお願い

します。 

○議長（岡村佳忠君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　大変、詳しい説明を

いただきまして、ありがとうございます。 

　初めも申しましたように、委員会の方で、な

おこれは審査にかかると思いますので、私、次

に、場合によっては聞こうかなと思ってました

リニューアルした、あるいは新しい、改造した、

そういうあたりのあと、解約になった場合の買

い取り請求等、どうなるのかなという心配につ

いても、もう先に踏み込んで答えていただきま

したので、その質問もいいかと思います。 

　いずれにしましても、当市の場合は、８，８

００万の公債費、建築の、いわゆる借金が平成

２７年までですか、ずっと払い続けんといかん

のと。 

　そうした中で、今回、契約では９００万の入

りという形で、実態としては、実質としては公

社の借入と、これは別なんですけれども、いわ

ゆる起債については、７，９００万ずつ、毎年

出していかにゃいかんという状況下で、非常に

しんどい思いはするわけですけれども、５カ年

契約でございますけれども、うまく成功すれば、

また次の段階で９００万が、また契約が１，０

００万むこうという形で、いろいろまた対応も

できるかと思いますので、ぜひともうまく流れ

ていくように、ひとつ市としての、施設の持ち

主としてのチェックいいますか、目を光らせな

がら、ぜひとも対応して、成功していくように、

よろしくお願い申し上げまして、質疑を終わり

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第８号まで」の８議案に

ついては、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号から議案第８号まで」の

８議案については、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第９号から議案第２４号まで」の１６議

案は、お手元に配付してあります議案付託表の

とおり、それぞれ所管の委員会へ付託いたしま

す。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、１２月１５日及び１２月

１６日は休会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、１２月１５日及び１２月１６日は休

会することに決しました。 

　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　１２月１５日から１２月１８日までの４日間

休会し、１２月１９日午前１０時から再開いた

します。 

　本日はこれにて散会をいたします。 

午前１０時３７分　散会 
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請　願  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第４回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１７年１２月１４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第 ３ 号
平成 

17.12.12

食料・農業・農村基本計画

に基づく施策に関する意見

書の提出について

　団　体 産 業 建 設

 

第 ４ 号
平成 

17.12.12

ＷＴＯ農業交渉で新しい貿

易ルールを求める意見書の

提出について

　団　体 産 業 建 設
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第４回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１７年１２月１４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第３９号
平成 

17.11.30

患者・国民負担増計画の中止

と「保険で安心してかかれる

医療」を求める意見書の提出

について

　団　体 教 育 民 生

 

第４０号
平成 

17.12. 5

幡多地域に県立大学サテライ

ト設置を求める意見書の提出

について

　団　体 教 育 民 生
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年第４回定例会　 

 

 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 

常任委員会 

（　２件）

議案第１０号 

 

 

議案第１１号 

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する

規約について 

幡多広域市町村圏事務組合から大方町及び佐賀町が脱退す

ることに伴う財産処分について

 

教 育 民 生 

常任委員会 

（　５件）

議案第　９号 

議案第１２号 

 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

議案第１５号

宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約につ

いて 

高知西部環境施設組合から大方町及び佐賀町が脱退するこ

とに伴う財産処分について 

高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約について 

指定管理者の指定について

 

産 業 建 設 

常任委員会 

（　９件）

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

議案第１９号

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号

指定管理者の指定について 

指定管理者の指定について 

指定管理者の指定について 

あらたに生じた土地の確認について 

あらたに生じた土地の字の区域の画定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の変更について 

市道路線の変更について
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平成１７年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１３日（平成１７年１２月１９日　月曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第２４号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第８号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第９号から議案第２４号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　請願第３号外１件及び陳情第３４号外４件 

　　　第３　委員会調査について 

　　　第４　意見書案第１号から意見書案第４号まで 

　　　　　　意見書案第１号　食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関する意見書の提出

について 

　　　　　　意見書案第２号　ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ルールを求める意見書の提出につ

いて 

　　　　　　意見書案第３号　「真の地方分権改革の確実な実現」を求める意見書の提出につ

いて 

　　　　　　意見書案第４号　議会制度改革の早期実現を求める意見書の提出について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第２４号まで 

　　　日程第２　請願第３号外１件及び陳情第３４号外４件 

　　　日程第３　委員会調査について 

　　　日程第４　意見書案第１号から意見書案第４号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　助　　　　役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　農 林 課 長　　小　島　正　樹　君 

　　　水 産 課 長　　間　　　和　海　君 

　　　商工観光課長　　谷　本　　　実　君 

　　　土 木 課 長　　茨　木　　　隆　君 

　　　都市建設課長　　豊　島　裕　一　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　嶋　　　統　一　君 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君

 　　　人権推進課長 美濃部　　　勇　君

 　　　福祉事務所長 

　　　補　　　　佐
尾　崎　幸　彦　君

 　　　水 道 課 長 兼 

　　　下 水 道 課 長
江　口　日出男　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時１０分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第２４号ま

で」の２４議案を一括議題といたします。 

この際、暫時休憩をいたします。 

午前１０時１１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時４０分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　これより「議案第１号から議案第８号まで」

の８議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第１号から議案第８号ま

で」の８議案を一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１号から議案第８号まで」の

８議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより「議案第９号から議案第２４号ま

で」の１６議案について、委員長の報告を求め

ます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君）　総務常任委

員長。 

　本総務常任委員会に付託されました議案は、

議案第１０号及び議案第１１号であります。 

　議案第１０号及び議案第１１号の２議案は、

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合

規約の一部を改正する規約について並びに幡多

広域市町村圏事務組合から大方町及び佐賀町が

脱退することに伴う財産処分についてでありま

す。 

　平成１８年３月２０日、幡多広域市町村圏事

務組合の構成団体のうち、大方町及び佐賀町が

合併し、黒潮町となることから、組合規約の変

更及び財産処分について、地方自治法第２９０

条の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

　慎重に審議しました結果、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第９

号及び議案第１２号から第１５号までの５件で

ございます。 

　初めに、議案第９号、宿毛市下水道条例の一

部を改正する条例について、ご報告をいたしま

す。 

　本件につきましては、下水道法の一部を改正

する法律が、平成１７年１１月１日に施行され

たことに伴い、条例の一部を改正しようとする

ものであり、担当課からの詳しい説明を受ける

中で、慎重に審査した結果、原案を適当である

と認め、全会一致をもって可決いたしました。 

　続いて、議案第１２号から議案第１４号まで

の３議案を、一括してご報告いたしますが、こ

れら３議案については、いずれも幡多クリーン

センターを管理運営する高知西部環境施設組合

に関する議案となっております。 

　まず、議案第１２号、高知西部環境施設組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び高知西

部環境施設組合規約の一部を改正する規約につ
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いては、平成１８年３月２０日に、高知西部環

境施設組合の構成団体である大方町及び佐賀町

が合併し、黒潮町となることから、組合規約第

２条に規定された構成団体名を「佐賀町、大方

町」から「黒潮町」に変更すること。さらに、

構成団体数が、現在の７市町村から６市町村に

減少することになるため、構成団体の首長・議

会議長からなる組合議会議員数を、１４名から

１２名に変更する内容についてでございます。 

　続く議案第１３号、高知西部環境施設組合か

ら、大方町及び佐賀町が脱退することに伴う財

産処分については、大方町及び佐賀町の合併に

伴う財産処分を、黒潮町に継承させようとする

ものでございます。 

　続いて、議案第１４号、高知西部環境施設組

合規約の一部を改正する規約については、平成

１７年度末に高知西部環境施設組合を解散し、

幡多広域市町村圏事務組合に統合することに関

して、解散前に事務の継承が必要になることか

ら、その手続を規約に明記しようとするもので

ございます。 

　以上、３議案については、いずれも担当課か

らの詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した

結果、原案を適当であると認め、全会一致をも

って可決すべきものと決しました。 

　最後に、議案第１５号、指定管理者の指定に

ついてをご報告いたします。 

　本件については、これまで公共団体や公共的

団体等に限定されていた公の施設の管理委託に

ついて、民間企業を含む法人その他の団体に行

わせることができる指定管理者制度が導入され

たことを受けて、中央デイケアセンターの管理

運営を、社会福祉法人宿毛福祉会に行わせよう

とするものでございます。 

　中央デイケアセンターの指定については、本

年８月１０日から９月３０日にかけて一般公募

をしたところ、応募があったのは、これまでも

管理運営を委託していた社会福祉法人宿毛福祉

会のみであったとのことでございますが、決し

て無審査で選定されたわけではなく、５名の委

員で構成された審査委員会において、厳正な審

査が行われたとのことであり、これまでの管理

運営を受託してきた経験をも考慮すると、社会

福祉法人宿毛福祉会の指定は適当であると認め、

全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託された５議案につい

ての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君）　産業建

設常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

６号から議案第２４号までの９議案であります。 

　議案第１６号、議案第１７号、議案第１８号

は、指定管理者の指定について。 

　本件３議案は、本市の公の施設のうち、蛍湖

ゴルフパーク、宿毛市国民宿舎「椰子」及びす

くもサニーサイドパークの管理運営を、指定管

理者に行わせることについての、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、指定管理者

を指定することについて、議会の議決を求める

ものであります。 

　担当課より、指定管理者の選考経過等、詳し

い説明を受けながら慎重に審査をした結果、原

案を適当と認め、全会一致をもって可決すべき

ものと決しました。 

　議案第１９号、あらたに生じた土地の確認に

ついて。議案第２０号、あらたに生じた土地の

字の区域の画定について。本件２議案は、宿毛

市小筑紫町田ノ浦字古小浦山１３３９番、及び

字芝９０番４地先、２，２７１．７５平方メー

トルの田ノ浦漁港公有水面埋立竣工認可に伴い、

あらたに生じた土地の確認及びあらたに生じた

土地の字の区域の画定について、地方自治法第

９条の５、第１項及び同法２６０条第１項の規
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定により、議会の議決を求めるものであります。 

　担当課より、詳しい説明を受け、慎重に審査

をした結果、原案を適当と認め、全会一致をも

って可決すべきものと決しました。 

　議案第２１号、議案第２２号、市道路線の認

定について。本件２議案は、宿毛駅東地区土地

区画整理事業区域内の道路の一部を市道に認定

しようとするものであります。担当課の説明を

受け、慎重に審査をした結果、原案を適当と認

め、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

　議案第２３号、議案第２４号、市道路線の変

更について。本件２議案は、市道路線の変更に

ついてであります。 

　議案第２３号は、宿毛駅東地区土地区画整理

事業区域内の市道駅東１号線の終点の延長。議

案第２４号は、市道正和二ノ宮線の文珠橋の架

けかえ工事の完成に伴うルートの変更を行うこ

とについて、議会の議決を求めるものでありま

す。 

　担当課の説明を受け、慎重に審査をした結果、

原案を適当と認め、全会一致をもって可決すべ

きものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第９号から議案第２４号ま

で」の１６議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第９号から議案第２４号ま

で」の１６議案について、一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第９号から議案第２４号まで」

の１６議案については原案のとおり可決されま

した。 

　日程第２「請願第３号外１件及び陳情第３４

号外４件」の７件を一括議題といたします。 

　これより「請願第３号及び請願第４号」の２

件について、委員長の報告を求めます。 

　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君）　産業建

設常任委員長。 

　本委員会に付託されました請願は、請願第３

号及び請願第４号の２件であります。 

　請願第３号、食料・農業・農村基本計画に基

づく施策に関する意見書の提出について。 

　政府は、本年３月に新たに食料・農業・農村

基本計画を閣議決定し、その計画期間を１０年

間とした上で、食料自給率を４５パーセントに

引き上げることや、担い手を明確にして、支援、

施策を集中化する農業構造改革、経営安定化対

策の導入、農地の有効理由の促進などを掲げて

いる。 

　今回の計画は、今後の中期的な食料・農業政

策の方向性を示すものであり、日本農業の再生、

発展のため、食料・農業・農村基本計画の施策

の推進に当たっては、食料自給率の引き上げ、

食の安全、安定や環境問題などに配慮すべきで

あるとの請願であります。 

　農業を取り巻く現状は、農産物の価格低迷、
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輸入農産物の増加、高齢化や後継者不足等で、

危機的な状況にあることにかんがみ、委員会で

慎重に審査をした結果、全会一致をもって採択

することに決しました。 

　請願第４号、ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ル

ールを求める意見書の提出について。 

　１９９３年、合意成立したウルグアイラウン

ド以降、一部の輸出国が輸出を増加させる一方、

輸入国及び開発途上国では、食料自給率や食料

不足が拡大しており、我が国においては、農林

漁業従事者の高齢化と後継者不足、耕作放棄地

の増大など、数多くの課題が山積となっている。 

　ＷＴＯの農業交渉においては、農業の多目的

機能への配慮、食料安全保障の確保、農産物輸

出国、輸入国に適用されるルール不均衡の是正

など、新しい貿易ルールを確立するよう求める

請願であります。 

　委員会で慎重に審査の結果、全会一致をもっ

て採択することに決しました。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「請願第３号及び請願第４号」の２

件について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「請願第３号及び請願第４号」の２件につい

ては、お手元に配付いたしました「審査報告

書」のとおりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより、「陳情第３７号」について、委員

長の報告を求めます。 

　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました陳情第３７号、義

務教育費国庫負担制度を堅持し、教育の機会均

等を求める意見書の提出についてのご報告をい

たします。 

　本件は、第３回定例会からの継続審査となっ

ておりましたが、三位一体改革をめぐる協議の

末、政府からは既に国庫負担率を現行の２分の

１から３分の１に変更した上で、制度を維持す

るとの方針が示されているため、陳情者からは、

本件を取り下げたい旨の申し出がありましたの

で、本委員会としては、全会一致でこれを承認

することに決しましたので、これをご報告いた

します。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「陳情第３７号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第３７号」については、お手元に配付

いたしました「審査報告書」のとおりでありま

す。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　「陳情第３４号及び陳情第３６号並びに陳情

第３９号、陳情第４０号」の４件については、

各常任委員長から会議規則第１０４条の規定に

より、お手元に配付いたしました申し出書のと

おり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

　日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件について、会議規

則第１０４条の規定により、お手元に配付いた

しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第４「意見書案第１号から意見書案第４

号まで」の４件を一括議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号から意見書案第４号まで」

の４件は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにしたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号から意見書案第４号まで」

の４件は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論はありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号から意見書案第４号まで」

の４件は、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「意見書案第１号から意見書案第４

号まで」の４件については、原案のとおり可決

されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

　以上で、今期定例会の日程はすべて終了いた

しました。 

　閉会にあたり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長。閉会に当たりま

して、ごあいさつを申し上げます。 

　去る１２月７日に開会いたしました今期定例

会は、年末を控えまして、何かとお忙しい中、

議員の皆様方におかれましては、開会以来、連

日ご熱心にご審議をいただきまして、ご提案申

し上げました全議案を、原案どおりご決定いた

だきましてまことにありがとうございます。 

　今議会はもとよりでございますが、この１年

間、一般質問や委員会審議等を通じまして、お

寄せいただきました数々の貴重なご意見やご提

言につきましては、今後、さらに検討をいたし

ながら、これからの市政の執行に反映させてま

いりたいと考えております。 

　また、今議会中に、議員の皆様に対しまして、

ご報告を申し上げましたが、平成１８年度、来

年度を初年度といたします宿毛市の新たな行政

改革大綱、及び平成１７年度、いわゆる今年度

から５カ年の集中改革プランを策定いたしまし

たので、１月には市民の皆様に対しましてもご

報告を申し上げ、議員並びに市民の皆様のご理

解、ご協力をいただく中で、これからの実行に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

　議員の皆様におかれましては、今後とも、よ

り一層のご指導、ご協力を賜りますよう、お願

いを申し上げます。 

　ことしも残りわずかとなりましたが、今月２

１日からは、海底掘削船の「ちきゅう」号が宿

毛湾に入港いたします。年末年始にかけて、こ

の大きな船が宿毛湾港に停泊するということが

あります。 

　そして、年明け２１日、２２日には、一般公

開の予定でございます。どうか、市民の皆様、

議員の皆様におかれましても、この「ちきゅ

う」号の、新たな「ちきゅう」の船が入ってく

るということでございます。ぜひごらんになっ

ていただきたいというふうに思っております。 

　皆様、どうか年末年始、ご健康にご留意をさ

れまして、ご家族おそろいで、すばらしい新年

を迎えられますようにご祈念を申し上げまして、

閉会のごあいさつにかえさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成１７年第４回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後　０時０７分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　岡　村　佳　忠 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　菱　田　征　夫 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　山　本　幸　雄 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　中　川　　　貢 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　田　中　徳　武 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 

議案第１０号

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一

部を改正する規約について

原案可決 適　当

 
議案第１１号

幡多広域市町村圏事務組合から大方町及び佐賀町が

脱退することに伴う財産処分について
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男　 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第　９号 宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 

議案第１２号

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知西部環境施設組合規約の一部を改正

する規約について

原案可決 適　当

 
議案第１３号

高知西部環境施設組合から大方町及び佐賀町が脱退

することに伴う財産処分について
原案可決 適　当

 
議案第１４号

高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第１５号 指定管理者の指定について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１６号 指定管理者の指定について 原案可決 適　当

 
議案第１７号 指定管理者の指定について 原案可決 適　当

 
議案第１８号 指定管理者の指定について 原案可決 適　当

 
議案第１９号 あらたに生じた土地の確認について 原案可決 適　当

 
議案第２０号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について 原案可決 適　当

 
議案第２１号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第２２号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第２３号 市道路線の変更について 原案可決 適　当

 
議案第２４号 市道路線の変更について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸 

 

請願審査報告書 

 

　　本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第　３号

食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関する意見

書の提出について
採　　択 妥　　当

 
第　４号

ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ルールを求める意見書の

提出について
採　　択 妥　　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１９日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第３７号

義務教育費国庫負担制度を堅持し教育の機会均等を求

める意見書の提出について
取り下げ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会

議規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第３６号 宿毛市立野球場夜間照明施設の設置について

 
陳情第３９号

患者・国民負担増計画の中止と「保険で安心してかかれる医療」を求める

意見書の提出について

 
陳情第４０号 幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見書の提出について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会

議規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第３４号 排水ポンプ機の取替えについて
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　田　中　徳　武 

 

　　　　　　　　　　　　　　　閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　（６）　地域防災計画について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　教育問題について 

　　　　　　（２）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（３）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（４）　老人対策の状況について 

　　　　　　（５）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（６）　介護保険制度について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１４日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　市営住宅の管理状況について 

　　　　　　（６）　都市計画事業の推進状況について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年１２月１９日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　西　村　六　男　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

　　　食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関する意見書の提出について　　　 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　浦尻和伸　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菊地　徹 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　山本幸雄 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関する意見書 

　政府は本年３月２５日、２０１５年度を目標年次とする新たな「食料・農業・農村基本計

画」を閣議決定しました。計画期間を２０１５年までの１０年間とした上で、食料自給率の目

標を現行の４０パーセントから４５パーセントに引き上げることや、担い手を明確にして支

援・施策を集中化する農業構造改革、経営安定対策の導入、農地の有効利用の促進などを掲げ

ています。 

　今回の新たな基本計画の策定は、今後の中期的な食料・農業政策の方向を示すものです。今

後の具体的な施策の推進にあたっては、これまでの、規模拡大・効率化一辺倒の農業政策を進

めてきた結果が、ＢＳＥなどの食の不安を引き起こしている現状から、食料自給率の引き上げ、

食の安全・安定、環境問題などに配慮した施策を展開することが、日本農業の再生・発展につ

ながると考えます。 

　ついては、「食料・農業・農村基本計画」の具体的な施策の推進にあたって、下記の事項が

反映されるよう要請いたします。 

記 
１　食料自給率について、生産者と消費者の理解と協力のもと、カロリーベースを基本とした

確実な自給率引き上げ施策を推進すること。 

２　日本農業の特性を考慮し、担い手は、意欲を持つ農業者及び地域で「育成すべき担い手」

として認定される者すべてを対象とすること。また、集落営農は、地域の条件に見合った多

様な農業の展開を可能とするものとして位置付けて、その要件は画一的なものとせずに地域

の実態に即したものとすること。 

３　新たな経営安定対策は、農産物価格の構造的な低落をカバーし、面積等に関わらず、自給

率向上に資することを旨として、耕作意欲をもてるよう本格的な所得補填策とすること。 

４　株式会社の農業参入について、農村環境や地域農業に配慮して慎重に進めること。また、

株式会社の農地取得を認めるような法改正を行わないこと。 
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　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

　内　閣　総　理　大　臣　殿 

　農　林　水　産　大　臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第２号 

　　　ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ルールを求める意見書の提出について　　　 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　浦尻和伸　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菊地　徹 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　山本幸雄 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ルールを求める意見書 

　１９９３年１２月に合意成立したウルグアイ・ラウンド以降、一部の輸出国が輸出を増加さ

せる一方、輸入国及び開発途上国では、食料自給率の低下や食料不足が拡大しています。また、

わが国では、農林漁業従事者の高齢化と後継者不足、農山漁村における集落機能の低下、耕作

放棄地の増大など多くの課題が山積しています。 

　こうしたなか、１９９９年７月に施行された「食料・農業・農村基本法」は日本農業の今後

の基本方向を示したものであり、ＷＴＯ農業交渉において、新基本法に掲げる理念及びそれを

実現させるための施策が国際規律のなかで正当に位置づけられる必要があります。 

　このため、２０００年１２月、ＷＴＯに提出した「日本提案」に示される、農業の多面的機

能への配慮、食料安全保障の確保、農産物輸出国・輸入国に適用されるルール不均衡の是正、

消費者・市民社会の関心への配慮などに考慮した新しい貿易ルールを確立するためには、日本

政府の毅然たる対応が不可欠です。 

　ついては、２００５年１２月、香港で開催されるＷＴＯ第６回閣僚会議において、下記の事

項が反映されるよう要請します。 

記 
１　国土・自然環境の保全など、農林水産業のもつ多面的機能を重視した国際的なルールを確
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立すること。 

２　地球規模での受給逼迫に対処するため、各国の生産資源を最大限活用した食料安全保障シ

ステムを確立すること。 

３　食料の安全性を確保するため、厳格な安全基準の策定と透明な表示ルールを確立すること。 

４　国内助成のあり様は、自由な担い手の育成や地域産業の振興を妨げることのないよう幅広

い国内政策が可能なルールとすること。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　 

　衆 議 院 議 長　殿 

　参 議 院 議 長　殿 

　内　閣　総　理　大　臣　殿 

　外　　　　　務　大　臣　殿 

　農　林　水　産　大　臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第３号 

　　　「真の地方分権改革の確実な実現」を求める意見書の提出について　　　 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　西村六男　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　沖本年男 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西郷典生 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　田中徳武 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　「真の地方分権改革の確実な実現」を求める意見書 

　「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱

であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立

することにある。 

　地方六団体は、平成１８年度までの第１期改革において、３兆円の税源移譲を確実に実施す
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るため、昨年の３．２兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請によ

り、去る７月２０日に残り６，０００億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金等

に関する改革案（２）」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。 

　小泉内閣総理大臣は、「地方の意見を尊重する」との力強いリーダーシップの下、今回、地

方への３兆円の税源移譲を決定されるとともに、生活保護費負担金の地方への負担転嫁阻止と

施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされたことは評価するものである

が、なお、地方交付税所要総額の確保など、残された課題が山積している。 

　引き続き、平成１６年８月に示した「地方の改革案」に沿った「真の地方分権改革の確実な

実現」に向け、平成１９年度以降も「第２期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要

がある。 

　よって、国におかれては、平成１８年度の地方税財政対策において下記事項を実現されるよ

う強く要望する。 

記 
１　地方交付税の所要総額の確保 

　　平成１８年度の地方交付税については、「基本方針２００５」の閣議決定を踏まえ、地方

公共団体の安定的財政運営に支障を来たすことのないよう、地方交付税法の所要総額を確保

すること。 

　　また、税源移譲が行われても税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に

満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。 

２　３兆円の確実な税源移譲 

　　３兆円の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への１０パーセント比例税率化に

より実現すること。 

３　真の地方分権改革のための「第２期改革」の実施 

　　政府においては、「三位一体の改革」を平成１８年度までの第１期改革にとどめることな

く、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成１９年度以降も「第２期改革」として

「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。 

４　施設整備費国庫補助負担金について 

　　施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が５０パーセントとされ、税源移

譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第２期改革」において、

「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。 

５　法定率分の引き上げ等の確実な財源措置 

　　税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法

定率分の引き上げで対応すること。 

６　地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正 

　　地方財政計画と決算とのかい離については、平成１８年度以降についても、引き続き、同

時一体的に規模是正を行うこと。 

７　「国と地方の協議の場」の制度化 
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　　「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に

開催し、これを制度化すること。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　 

　衆 議 院 議 長　殿 

　参 議 院 議 長　殿 

　内 閣 総 理 大 臣　殿 

　内 閣 官 房 長 官　殿 

　経済財政政策・金融担当大臣　殿 

　総 務 大 臣　殿 

　財 務 大 臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第４号 

　　　議会制度改革の早期実現を求める意見書の提出について　　　 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　西村六男　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　沖本年男 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西郷典生 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　田中徳武 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　議会制度改革の早期実現を求める意見書 

　国においては、現在、第２８次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審

議を行っており、このような状況を踏まえ、全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強

化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、

必要な制度改正要望を提出したところである。 

　しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の

要望が十分反映されていない状況にある。 
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　本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果

たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。 

　よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今

次地方制度調査において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。 

記 
１．議会の招集権を議長に付与すること。 

２．地方自治法第９６条第２項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大するこ

と。 

３．専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。 

４．議会に附属機関の設置を可能とすること。 

５．議会の内部機関の設置を自由化すること。 

６．調査権・監視権を強化すること。 

７．地方自治法第２０３条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目

に位置づけるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１７年１２月１９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　 

　衆 議 院 議 長　　　　　　　　　殿 

　参 議 院 議 長　　　　　　　　　殿 

　内閣総理大臣　　　　　　　　　殿 

　総 務 大 臣　　　　　　　　　殿 
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　　　　　　　　　　　　　　一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年第４回定例会　　　 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　２番 

　中平富宏君

１　宿毛湾港を利用した振興策について（市長） 

 

２　防災（南海地震）について（市長、教育長）

 

２
　５番 

　菊地　徹君

１　宿毛湾港の利活用について（市長） 

（１）地球深部探査船「ちきゅう」について 

（２）宿毛市・愛南町間の道路建設について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）児童・生徒の安全対策について 

（２）小・中学校における問題行動について 

 

３　南海地震・津波対策について（市長） 

（１）津波避難計画の策定について 

（２）障害者等の避難について

 

３
　１番 

　浅木　敏君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）アスベスト対策について 

（２）千寿園跡地の利活用について 

（３）指定管理者制度について 

（４）河戸堤防への桜並木復活について 

（５）悪徳商法対策について 

（６）有害鳥獣対策について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）通学途上の安全対策について 

（２）校内暴力の一掃について 

（３）学校行事での安全対策について

 

　４
１０番 

　沖本年男君

１　市長の政治姿勢について（市長、担当課長） 

（１）平成１８年度予算編成について 

（２）県管理施設の運用について 

　　ア　坂本ダムの放流システムについて 

　　イ　河戸堰からの用水確保について 

（３）総合運動公園の遊歩道の活用について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）児童生徒の登下校の安全対策について 

（２）市民体育館のトレーニング機器の利用促進について
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５
　６番 

　寺田公一君

１　子どもたちが安心して成長できる宿毛市づくりについて 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長、教育長） 

（１）乳幼児医療費の見直しについて 

（２）保育園の安全対策について 

（３）小・中学生の安全確保について 

（４）今後の教育ビジョンについて 

 

２　地上波デジタル放送に対する対応について（市長） 

（１）スワンテレビの対応について 

（２）視聴ができなくなる地域に対する対応について

 

６
　９番 

　濵田陸紀君

１　名誉市民の推薦について（市長） 

 

２　広報「すくも」への慶弔の掲載について（市長）

 

７
　８番 

　宮本有二君

１　政治姿勢について（市長） 

（１）市長の公約について 

（２）アウトソーシングについて 

（３）風力発電の設置について 

 

２　篠山小中学校改築計画について（市長、教育長、担当課長）
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平成１７年第４回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案（平成１７年第３回定例会提出） 

 

 

 
議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　２号

平成１６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて
１２月　７日 認　　定

 
第　３号

平成１６年度宿毛市簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　４号

平成１６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　５号

平成１６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入

歳出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　６号

平成１６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出

決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　７号

平成１６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

歳入歳出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　８号

平成１６年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決

算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第　９号

平成１６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳

出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第１０号

平成１６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第１１号

平成１６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳

入歳出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第１２号

平成１６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳

入歳出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第１３号

平成１６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について
１２月　７日 認　　定

 
第１４号

平成１６年度宿毛市水道事業会計決算認定につい

て
１２月　７日 認　　定
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　　　議　　案（平成１７年第４回定例会提出） 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について １２月１９日 原案可決

 
第　２号

平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　３号

平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について
１２月１９日 原案可決

 
第　４号

平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　５号

平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算に

ついて
１２月１９日 原案可決

 
第　６号

平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
１２月１９日 原案可決

 
第　７号

平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について
１２月１９日 原案可決

 
第　８号

平成１７年度宿毛市水道事業会計補正予算につい

て
１２月１９日 原案可決

 
第　９号 宿毛市下水道条例の一部を改正する条件について １２月１９日 原案可決

 

第１０号

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合規約

の一部を改正する規約について

１２月１９日 原案可決

 
第１１号

幡多広域市町村圏事務組合から大方町及び佐賀町

が脱退することに伴う財産処分について
１２月１９日 原案可決

 

第１２号

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び高知西部環境施設組合規約の一部を

改正する規約について

１２月１９日 原案可決

 
第１３号

高知西部環境施設組合から大方町及び佐賀町が脱

退することに伴う財産処分について
１２月１９日 原案可決

 
第１４号

高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約

について
１２月１９日 原案可決

 
第１５号 指定管理者の指定について １２月１９日 原案可決

 
第１６号 指定管理者の指定について １２月１９日 原案可決

 
第１７号 指定管理者の指定について １２月１９日 原案可決

 
第１８号 指定管理者の指定について １２月１９日 原案可決
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第１９号 あらたに生じた土地の確認について １２月１９日 原案可決

 
第２０号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について １２月１９日 原案可決

 
第２１号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決

 
第２２号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決

 
第２３号 市道路線の変更について １２月１９日 原案可決

 
第２４号 市道路線の変更について １２月１９日 原案可決



付 － 6

　　　請　　願 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　３号

食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関す

る意見書の提出について
１２月１９日 採　　択

 
第　４号

ＷＴＯ農業交渉で新しい貿易ルールを求める意

見書の提出について
１２月１９日 採　　択



付 － 7

　　　陳　　情 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第３７号

義務教育費国庫負担制度を堅持し教育の機会均

等を求める意見書の提出について
１２月１９日 取り下げ


